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はしがき

本報告書は、当研究所の平成 28年度外務省外交・安全保障調査研究事業（発展型総合
事業）「安全保障政策のリアリティ・チェック―新安保法制・ガイドラインと朝鮮半島・
中東情勢―」プロジェクトにおいて実施した「中東情勢・新地域秩序」研究会の研究成
果をまとめたものです。

日本を取り巻く安全保障環境は複雑さを増しています。その特徴は、中印など新興国
の台頭によって世界規模のパワーバランスに変化が見られる一方、大量破壊兵器やミ
サイル、サイバー攻撃能力など軍事技術の急速な発展と拡散、「イスラーム国（Islamic 
State: IS）」に代表される国際テロなどにより、日本から離れた地域で発生した脅威であっ
ても、日本の安全保障に直接的な影響を及ぼしかねない事態が生じるようになっている
ことにあります。

日本国際問題研究所は、本プロジェクトにおいて日本を取り巻く安全保障環境の分析
と政策の実効性について研究を進めております。本プロジェクトは、「安全保障政策研究
会（主査：神谷万丈・防衛大学校教授・当研究所客員研究員）」と、2つの地域研究会「朝
鮮半島情勢の総合分析と日本の安全保障研究会（主査：小此木政夫・慶應義塾大学名誉
教授）」、「中東情勢・新地域秩序研究会（主査：立山良司・防衛大学校名誉教授）」から
構成され、安保法制の整備およびガイドラインに関する調査・研究と、朝鮮半島・中東
情勢の調査・研究を、シナリオ作成とシミュレーションを通じて有機的に連携させ、共
同研究を実施して参りました。

「中東情勢・新地域秩序」研究会は、日本の安全保障に大きな影響を及ぼす可能性のあ
る 2つの課題―（1）新しい中東地域秩序の行方、（2）イスラーム過激派の動向と対テロ
対策―の分析を目的とし、日本の安全保障にとって、とりわけエネルギー面において大
きな影響をもっている中東地域に焦点を当て、今後の政治動向が日本及び世界の安全保
障環境に如何なるインパクトを与えるかを分析してきました。

本報告書に表明されている見解は全て各執筆者のものであり、当研究所の意見を代表
するものではありませんが、本書が「安全保障政策」と「中東情勢」を様々な観点から
研究していく上での意義ある一助となれば幸いです。最後に、本研究に終始積極的に取
り組まれ、本報告書の作成にご尽力をいただいた執筆者各位、その過程でご協力いただ
いた関係各位に対し、改めて深甚なる謝意を表します。
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日本の中東政策への提言

「中東情勢・新地域秩序」研究会

1．テロへの対処を含む中東安定化への取り組み

1-1  内戦（シリア、イエメン、リビア）終結や国内秩序確立のための国際的な取り組みへの

協力の継続

① 国際社会と歩調を合わせ、武力衝突の停止、政治的解決の必要性を繰り返し強調する。

中東域内の諸国や欧米、ロシアなど域外の主要国との二国間だけでなく、国連や経済協

力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development: OECD）、東

南アジア諸国連合（Association of South East Asian Nations: ASEAN）などを通じたマ

ルチな枠組みにおいて、域内諸国が安定化に向けて協調できる枠組み作りのための働き

かけを行う。特に、サウジアラビア、エジプト、トルコ、イランといった域内の主要国を

巻き込んだ働きかけが重要である。

② これらの国では一元的な統治の再建が極めて困難である（序章参照）。またイラクやアフ

ガニスタンの例が示すように、もともと不安定な移行期において、外部アクターが性急に

介入し、「上からの民主化」を急ぐことはむしろ混乱を助長する。国家再建に向けた支援

を行うに際しては、それぞれの対象国の歴史や社会の特性を十分に考慮し、支援の可否

や問題点を検討するなど、慎重な取り組みが求められる。

③ 中央政府の統治が崩壊あるいは縮小する結果、各国の地方では様 な々アクターが住民サー

ビスの提供など重要な役割を担っている。しかし、多くのローカル・アクターは資金不足

や専門的知識の欠如などの問題を抱えている。このため、ローカル・アクターに対する資

金援助やキャパシティ・ビルディングの支援を拡大することは、人道危機への対処の一環

であるとともに、これら組織の自立性やオーナーシップの向上、コミュニティ・レベルでの

レジリエンスの強化につながり、将来の再建に向けた動きを草の根から支えることに寄与

する。例えばイラクの場合、クルディスタン地域政府（Kurdistan Regional Government: 

KRG）、県知事、その他地元の有力者等、地域に応じたカウンターパートを発掘し、継

続的に支援を行うとともに、各政治勢力間の対話を促進するなどの取り組みが考えられ

る。

④ 上記③を実施するために、イラクを含む各国の地方の情勢、特に地域や県によって異な

る権力構造やローカル・アクターの実態を正確に把握することが求められる。情報収集

のため、在外公館や民間研究機関、大学などにおいての地域に精通した人材の育成、

欧米や中東諸国の諸機関との情報共有、現地有識者の日本招聘等を促進する。

⑤ 多数の難民が流入している国、特にトルコ、ヨルダン、レバノンの安定化のための支援を
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拡充する（人道支援の項 4-2参照）。

1-2 テロ対策の強化

① イスラーム過激派が国際社会の秩序や平和を脅かす可能性は今後も予想される。このた

め、イスラーム過激派に関する情報の収集を引き続き行い、他国の関係機関との情報共

有や意見交換を促進する。中東・北アフリカのみならず、東南アジアやサブサハラ・アフ

リカといったテロ組織・構成員が潜伏しやすい諸国の情勢についても、在外公館や国際

協力機構（Japan International Cooperation Agency: JICA）、民間企業を通じた情報収

集を促進し、日本の権益に対するテロのリスクを包括的に把握する。

② サラフィー主義思想など過激思想に染まった若者の社会復帰を促進させるための脱過激

化（de-radicalization）プログラムや、経済的・社会的格差から過激派を生み出しやすい

疎外された地域における公教育や社会インフラ整備に対する支援を行う。その際、東南

アジアのムスリムが多い国々での経験を活用することは有益であり、三角協力の可能性も

あり得る。

③ 全てのイスラーム主義組織が過激派組織であるわけではない。米国を含めた主要

国による特定のイスラーム主義組織を対象とした「海外テロ組織（Foreign Terrorist 

Organizations）」認定に関しては、我が国としては各組織の動向と目的を分析しながら、

独自の根拠に基づき慎重に判断する必要がある。

1-3 サイバー・セキュリティの各国実情把握と能力向上

我が国のサイバー・セキュリティ能力向上のため、サイバー・セキュリティに関わる中東諸国の

動向や法制度などの情報収集や分析を強化する。また、サイバー・セキュリティを管轄する我が

国政府部門と中東諸国の関連諸機関との間で情報共有を積極化し、相互の能力向上を図る。

1-4 イランと湾岸協力会議（Gulf Cooperation Council: GCC）諸国との対話促進への協力

イランとサウジアラビアとの間の緊張緩和に向けて、両国と良好な関係にある日本は対話の場

を設けるなど、根気強い外交に努める。特に、シンクタンク間の定期的なトラック 2対話や共同

研究・研究者交換などを通じて、中東域内で必ずしも友好的な関係にないアクター間の対話や人

的交流を強化・支援する。

1-5 中東湾岸諸国の内政・外交に関する分析

我が国のエネルギー安全保障にとって重要な意義を持つ中東湾岸諸国の政治・社会情勢の

安定のために、経済改革を含めた各種支援は重要である（5. 経済改革への支援の項参照）。他

方で、我が国から当該諸国への支援が、専制支配の強化、少数派弾圧、地域の安定を脅かす
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軍事介入、過激派の台頭に繋がらないよう留意すべきである。そのために、中東諸国の内政や

外交についても注意深く情報収集、分析を進め、その上で政策を立案する必要がある。

1-6 パレスチナ問題の政治的な解決のための当事者への継続的な働きかけ

① 二国家解決案に基づくパレスチナ問題の政治的な解決への道はいっそう困難になってい

る。さらに入植活動の活発化、経済の停滞などパレスチナ被占領地におけるパレスチナ

人社会は多くの問題に直面している。

② パレスチナ問題の動向は当事者だけでなく、中東やイスラーム世界全体の情勢にも大きな

影響を与える。それ故、二国家解決案に基づく政治的解決実現に向けた更なる努力が求

められる。

③ 東エルサレム、ヨルダン川西岸、ガザ地区のパレスチナ住民に対する支援を引き続き実

施する。特にガザ地区は 2007年 6月以来、すでに 10年に亘って封鎖下に置かれており、

過去 3回の軍事衝突の影響を含め社会や経済状況の疲弊は著しく、新たな軍事衝突の

リスクが高まっている。そのためガザ地区住民に対する支援をいっそう強化し、情勢を

安定化させる必要がある。

④ 入植地問題に関係し、2016年 12月に成立した国連安保理決議 2334号（入植活動非難

決議）は、パラグラフ 5で国連加盟国に対し、イスラエルの領土と被占領地とを区別す

る適切な措置を取るよう求めている。我が国としても消費者への情報提供の一環として、

入植地産品とわかるような産地表示の明確化などの措置を導入する必要がある。

2．エネルギー問題への対処

2-1 ポスト・イージーオイル時代における中東石油の重要性

① イージーオイル時代が終焉を迎えた現在、多少なりとも増産余力があり、採掘コストが安

く、エネルギー投資対効果（energy return on investment: EROI）が比較的高い原油の

大半は、依然として中東地域に存在しており、原油、さらに天然ガスの供給地として、中

東は今後も我が国のエネルギー安全保障にとって極めて重要である。米国のシェールオイ

ルに期待する向きもあるが、多くが国内消費に回る見込みであること、投資環境に依然

不透明性があること、EROI的に「質」の高い資源から開発を行っており、経年と共によ

り開発が困難な資源に着手せざるを得なくなることなどから、中長期的な視点から過度

な期待を持つことはできない。引き続き、中東の石油の価値は維持されることになる。

② しかし、中東では「地下」の埋蔵状態よりも、「地上」の政治・社会の混乱の方がより大

きな懸念材料であり、リビアやイラクでは順調な生産や輸出が妨げられている。中長期

的に中東の地域秩序を保ち、現在以上の混乱に陥らないようにするための努力は、エネ

ルギー安全保障の観点からも重要な課題である。
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③ 中東産油国が輸出余力を維持できるよう、エネルギー多様化を支援する必要がある。そ

の一環として、産油国、非産油国を問わずクリーン（代替可能）エネルギーの開発普及を

支援することは、各国のエネルギー供給の多様化に資するとともに、環境問題への対処

にも貢献できる。

④ 産油国の経済開発支援（5.参照）

2-2 我が国の自主開発油田の問題点

我が国は 2030年時点での自主開発比率を 40%以上とする政府目標を掲げているが、その達

成は決して容易ではない。特に油田開発に関しては、イージーなオイルが次第に少なくなってい

ることは、投資のリスクがそれだけ大きくなることを意味する。市場や民間だけでは対応が難し

い案件が増える中、政府による政策的対応をいっそう強化することが求められる。

3． イラン核合意（包括的共同行動計画 Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA）へ

の取り組み

3-1 合意維持の重要性

① JCPOAはイランの核開発問題への外交的な取り組みを可能とし、同国の核開発を国際的

な監視体制下に置くことを可能とした国際的な取り決めである。イランもこれまでのとこ

ろ、JCPOAを順守している。

② それ故、我が国としては関係諸国と協力し、JCPOAを維持するようトランプ政権（Donald 

Trump）や米議会への働きかけを続ける必要がある。

3-2 イランとの経済関係の拡大

① JCPOA維持のために、日本政府は、積極的な経済関係強化を通して、核合意を実現さ

せたイランの現政権を支援することが望ましい。日・イラン投資協定に基づく日本企業と

イラン政府及び企業の取引を支援し、インフラ整備、医療分野や環境分野でのビジネス

を促進する。

② 日本企業がアメリカの核以外の制裁規定に抵触しないよう、米財務省や裁判所、米議

会の動きや関連規定に関する情報収集に努め、日本企業への影響を最小化するために、

早期警戒の体制を整備し、強化する。

4．人道危機への対応

4-1 人道危機の深刻化

① 中東における人道危機はますます深刻化しており、国連人道問題調整事務所（United 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: OCHA）によれば 2016
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年 11月の推定で、世界全体で人道支援を必要としている人は合計 1億 2,860万人に上り、

そのほぼ半数は中東の 6か国・1地域（アフガニスタン、イラク、リビア、パレスチナ占領

地、スーダン、シリア、イエメン）に集中している。他方で人道支援のための拠出金は十

分ではなく、2016年の場合、国連諸機関による呼びかけの半分しか集まらなかった。

② 特に内戦状態が続いているシリア、リビア、イエメンでは、人道支援アクセスの制限、多

数の国内避難民（Internally Displaced Persons: IDP）の発生など、人道危機はいっそう

深刻化している。それぞれの国内での支援は、戦闘の継続や当該政府との調整など多く

の困難を抱えているが、可能な限りの緊急人道支援を行うとともに、中長期的な視点に

立ったレジリエンス強化に向けた支援を行う必要がある。

③ 特に 1-1で指摘したように、ローカル・アクターのキャパシティ強化のための支援が望ま

れる。

④ 「イスラーム国（Islamic State: IS）」の支配地域の減少に伴い、旧支配地域への IDPの

帰還が問題となっている。IDPの帰還を促進するために、旧支配地域の復興支援を強

化する必要がある。

4-2 難民問題への対処

① シリア 1国からだけでも 500万人を超える難民が発生している。これら難民の多くは周

辺諸国、特にトルコ、レバノン、ヨルダンに逃れている。難民のほとんどは、滞在の長

期化に伴い、貧困や失業、教育機会の減少、児童労働などの問題に直面している。

（表）シリア周辺諸国におけるシリア登録難民数（単位 : 1,000人）

2013年 1月 2014年 1月 2015年 1月 2016年 1月 2017年 1月
トルコ 174 560 1,553 2,504 2,855
レバノン 131 811 1,148 1,069 1,011
ヨルダン 120 582 623 635 656
イラク 68 213 236 245 233
エジプト 13 132 137 119 116
合計 520 2,332 3,718 4,595 4,901

1）合計は他のシリア周辺国在住のシリア難民を含む。
2）レバノンとエジプトの難民の最新数字は 2016年 12月現在。
3）トルコの数字は、同国政府登録難民数。
（出所）UNHCR

② 我が国の場合、シリア人を含め難民の受け入れ数は極めて少ない。そのため、周辺諸国

での難民に対する支援を強化するとともに、日本へのシリア人留学生の受け入れ枠の拡

大など、難民への支援をいっそう拡充する必要がある。

③ また、難民を多数受け入れているホスト国、及びホスト・コミュニティはさまざまな支援を
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必要としている。我が国としても、より効果的なホスト国、ホスト・コミュニティ支援を拡

充する必要がある。

5．経済改革への支援：特にサウジなどGCC諸国（エネルギー分野と関連付けて）

5-1 サウジアラビアの改革努力への支援：「ビジョン 2030」の実現への協力

「ビジョン 2030」については、経済界を中心にサウジ側プロジェクトへの参加・協力プランが

まとめられているが、サウジ側が必要としている支援としては、ビジョンで提示された内容を実

際の政策として落とし込み、執行する行政運営能力の向上・強化が挙げられる。無論、上級レ

ベルには高い知見とマネジメント・スキルを有するサウジ人官僚も多いが、実際の執行を担う中

堅や末端レベルにおいては不十分な点もみられる。また、欧米コンサルタントへ外注した政策

立案やプロジェクトの契約等を自ら精査する能力と人員も、十分とは言い難い。こうした部門で

のキャパシティ・ビルディングやインスティテューション・ビルディングの支援拡大は、サウジ政府

が進める公的部門におけるサウダイゼーションの促進と人材開発・能力向上に資する点でも有益

である。

5-2 他の湾岸産油国への支援

① 湾岸諸国への投資拡充

湾岸諸国では、1970～ 80年代の近代化の際に整備されたインフラの老朽化に加え、急

速な人口増加に伴う新規のインフラ整備が急務となっている。また、住宅をはじめ造水、

電力（特に再生可能エネルギー）、生活水準の向上と高齢化社会の到来を見越した高度

医療分野などへの投資需要も拡大している。湾岸諸国は我が国の高度な技術力に大きく

期待しているが、他方で、企業によるプロジェクト入札時に目先の価格競争に陥らないた

めの取り組みが必要となる。そのために我が国としては、現地政府の需要を見極めつつ、

メンテナンスを内包した中長期的コストの低さも含めて評価を得られるような啓発・広報

活動も必要となる。また、サウジアラビアと同様に、湾岸諸国は民間部門の拡大に取り

組んでおり、特に小売・サービス業、エンターテイメント産業には、日本からの投資拡充

が期待されている。

② 投資環境の整備、職業訓練支援

湾岸諸国の投資環境の整備のためには、ガバナンス支援が有効である。特に現地で必

要とされる支援としては、サウジアラビアと同様、行政における政策執行と運営能力の向

上・強化が挙げられる。また、投資案件の策定、入札および契約の各段階での内容の

精査や評価などの分野、さらに外部コンサルタントへの外注に依存している分野での人

材育成支援、第三国での投資や開発援助に関するノウハウと人材の提供を進めて行くこ

とが期待されている。職業訓練支援としては、外国人労働者への依存度が高い製造業
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やサービス産業において、当該職業のイメージ向上など、健全な職業観の涵養を伴った

支援が必要である。

6．環境問題

6-1 クリーン・エネルギー開発支援（2-1③参照）

6-2 省エネルギー対策への協力

① 産油国を含め中東諸国では人口増加、生活の質向上や多様化を背景に、エネルギー消

費量が急激に伸びており、石油の輸出余力は減少を来している。そのため、省エネルギー

対策の実行は中東諸国にとって喫緊の課題であり、我が国は省エネルギー実現のための

政策立案、技術移転、啓蒙活動などの支援を拡充すべきである。

② また、自動車の増加を抑制するための公共交通網、特に鉄道網の拡大に協力する。あ

わせて富裕層を対象に、公共交通の利用を促進するような意識改革を実現するための政

策や啓蒙活動を導入するよう各国に協力する。

7．日本と中東との更なる関係拡充

7-1 中東からの観光客誘致

マレーシアやインドネシアなど、東南アジアのイスラーム諸国から日本への観光客が増加し、

それに伴い、日本国内でのムスリム対応のホテルやレストランも増えてきている。この延長線上で、

中東諸国から日本への観光客誘致も、観光産業活性化のための重要なポイントとなろう。イスラー

ムの根本教義は国や地域を問わず共有されているため、既に整備が進められているムスリム向

けサービスを活用すれば、大きな追加コストなしに市場拡大が見込まれる。またハラール認証に

関しては、より信頼性のある認証制度の構築を目指すために、質と透明性の向上に努めるととも

に、制度にあり方に関し不断の検討が必要であろう。

7-2 中東からの留学生受け入れ拡大

中東諸国の若者の間では日本への関心が高く、留学生受け入れを拡大することは、学術面か

らの関係拡充にとって重要である。特にイラクやシリア、イエメン、リビアなど紛争の結果、現

地での高等教育に困難を抱える中東諸国からの留学生受け入れの積極化は、人道支援拡充の

観点からも推奨できる。

また上記 7-1とも関連するが、ムスリム留学生受け入れのためのインフラ整備や、特に湾岸諸

国など男女別学が推奨される諸国からの留学生受け入れに際しては、女子大の活用も有効な選

択肢となり得る。また、学部生や大学院生の受け入れだけでなく、各大学が抱える研究所を活

用した研究者レベルの受け入れや相互交流も、知的関係拡充を推進していく上で有用と考えら
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れる。

7-3 ポップ・カルチャーの普及促進

アニメや漫画など、インターネットや衛星放送を通じた中東諸国における日本のポップ・カル

チャーの普及が進み、それに伴う日本語や日本文化への関心は深まっている。この現状を踏まえ、

今後は日本文化の発信についても、体制やコンテンツの面から根底的な見直しが必要となるだろ

う。特に、情報発信体制について、例えば英国におけるBBCの活用と比較して、日本政府が

中東諸国に対するパブリック・ディプロマシーやイメージ戦略において NHKをはじめとする各

種放送局をどのように活用していくかという点については、より詳細な情報分析と政策立案が必

要となる。

7-4 安倍政権の中東外交のいっそうの拡充

安倍内閣総理大臣は 2013年 4月～ 5月にサウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコを、

2015年 1月にはエジプト、ヨルダン、イスラエル、パレスチナを歴訪した。現地では政府首脳と

会談し、中東諸国との友好関係を確認するとともに、経済関係者とも会合を開き、政治経済等

の幅広い協力関係を強化した。また、岸田外務大臣をはじめとする政府関係者も、日本や中東

現地、国際会議の場で中東諸国の政府要人と様 な々協議を行ってきた。これらの安倍政権によ

る積極的な中東外交は、我が国と中東地域の関係拡充に大きく貢献したといえる。今後は、イ

ランなど未訪の中東主要国への訪問を進めるとともに、各国の首脳や有識者、経済界関係者を

日本に招聘し、様 な々レベルでの協議を行うことで、中東外交のいっそうの拡充が期待される。
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序章　長期化する中東の混迷――困難な一元的統治の再建

立山　良司

はじめに――混迷の継続と新たな変化

中東の混迷は構造的な背景を持っている。それだけに、出口を見出せない状況が続いている。

ここでいう構造的な背景とは、本研究事業の平成 27年度報告書で述べたように、三層からな

る「力の真空」が中東で進行していることを意味している 1。

国家レベルでは、シリアやイエメン、リビア、さらにイラクなどのアラブ諸国において、統治能

力が完全に消失するか大幅に低下し、各国内や周辺諸国で不安定な情勢を引き起こしている。

国家レベルでの力の真空は地域レベルにも反映され、アラブ地域全体でも力の真空が生じ、イ

ランがアラブ地域で影響力を拡大させる大きな要因となっている。そのことがまたサウジアラビ

アを筆頭にアラブ諸国の対イラン警戒心を強め、「スンナ派とシーア派の宗派対立」という宗教

的な側面が前景化している。国際レベルでは、バラク・オバマ（Barack Obama）政権の 8年間

で、米国が中東と距離を置いたことは明らかだった。その間、ロシアはシリアへの軍事介入をいっ

そう強めるなど、中東での影響力の拡大に腐心している。

中東の混迷の背景にあるこうした構造的な要因、つまり国家、地域、さらに国際の 3つのレ

ベルで同時進行している力の真空は、今後も相当期間、継続すると思われる。その一方で、こ

の 1年ほどの間に、中東ではいくつかの注目すべき変化や動きがあった。シリア内戦をめぐる各

アクター間の関係の変化や、サウジアラビアなどの産油国の財政・経済改革に向けた試み、「イ

スラーム国（Islamic State: IS）」の後退などである。加えて、米国の新大統領にドナルド・トラ

ンプ（Donald Trump）が就任したことは、今後の中東の情勢にすでに新たなインパクトを与え

始めている。

それ以上に中東にとって長期的かつ構造的な意味合いを持っているのは、シリア、リビア、イ

エメン、さらにイラクが通常の意味での主権国家の姿を本当に取り戻す日が来るのだろうかとい

う問題である。これらの国において、一元的な統治能力を有する政治体制が近い将来、再建さ

れる可能性はほとんどないように思える。混迷する状況を踏まえ、一部では中東の安定化のた

めには国境の引き直しが必要だとの議論すら出ている。こうした議論は ISがサイクス・ピコ協定

の破壊を主張したことや、2016年が同協定締結からちょうど 100年たったことに触発されている

のだろう。しかし、国境の引き直しは現実的な選択肢ではない。一部を除いて各国内の多くの

勢力は、国家の再分割を志向していないからである 2。その一方で、トルコ、イラク、シリア 3

か国のクルド人の国境を越えた動きに示されているように、国境はますます意味を失いつつある

のかもしれない。

以下では、第 1節でこの 1年に見られた中東における主要な変化を概観する。第 2節では、
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シリア内戦をめぐる動向を整理する。その上で第 3節において、国家権力がどこまで社会内部

に浸透していたかを社会契約の再構築という論点から分析し、一元的統治の「再建」がいかに

困難な課題であるかを検討する。結論部分では、日本を含む国際社会が中東の状況にいかに

対処すべきかについて若干の提案を行う。

1．中東における主要な変化

2016年で大きな関心を集めた第 1の変化は、ロシアによるシリアへの軍事介入がいっそう拡

大し、その支援を受けたバッシャール・アサド（Bashshār al-Asad）政権側が反体制側への軍

事攻勢を強めたことである。2016年 12月には体制側が北部の主要都市アレッポを約 4年半ぶ

りに反政府勢力から奪い返した。アレッポ奪回は政権側や、それを支援するイラン、ロシアにとっ

て象徴的にも大きな意味を持っている。しかし、アレッポ奪回はアサド政権によるシリア全土へ

の支配回復を確約するものではない。この点については本章第 3節で検討する。

第 2の変化は、シリア内戦の長期化を背景に、トルコ、イラク、シリア 3国それぞれのクル

ド人組織が連携を強めていることである。シリアのクルド人は、政府側が撤退した 2012年以

降、シリア北部に事実上の自治区を設立している。シリアのクルド人組織「民主統一党（クル

ド語 Partiya Yekîtiya Demokrat: PYD）」とその軍事組織「人民防衛隊（クルド語 Yekînêyen 

Parastina Gel: YPG）」は、トルコのクルディスタン労働者党（クルド語 Partiya Karkerên 

Kurdistan: PKK）と密接な関係にある。そのため PKKをテロ組織と認定しているトルコ政府は

YPGの勢力拡大を危険視し、軍の一部によるクーデター未遂事件直後の 2016年 8月末に、IS

掃討を名目にシリア北部に軍事介入した。一方、米国は YPGをシリアにおける対 IS作戦の重

要な同盟者と位置づけ、軍事支援を行っている。またイラクのクルド人勢力も支配地域を拡大し

つつあり、シリアのクルド人が樹立した事実上の自治区と地理的につながっている。

第 3はイランと P5+1（国連安保理 5常任理事国およびドイツ）との間の核に関する合意「包

括的共同行動計画（Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA）」の履行が、予定通り 2016

年 1月に開始されたことである。この結果、核に関係する制裁は解除ないし停止された。しかし、

核合意に含まれていない米国による制裁は依然として継続されており、2016年 12月に期限を迎

えた対イラン制裁法もさらに10年間延長された。このため米・イラン関係は依然として緊張を伴っ

ている。米国による制裁継続は米国以外の先進諸国のイランへの経済進出にブレーキをかける

要因となっている。このことが 2017年 5月に予定されている大統領選挙をはじめとするイラン内

政にどのような影響を与えるか、さらにトランプ政権が核合意にどのような対応をとるかは大い

に注目される。この点については本報告書第 3章で分析している。

第 4の大きな変化は、サウジアラビアをはじめ湾岸協力会議（Gulf Cooperation Council: 

GCC）各国が、経済開発の推進や財政健全化のための改革を模索し始めたことである。特にサ

ウジアラビアは 2016年に、石油依存体質からの脱却を目指した経済改革計画「ビジョン 2030」
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と、その中間達成目標を示した「国家変革計画（National Transformation Program: NTP）

2020」を発表した。改革を本当に実行しようとすれば、同国で長年維持されてきた利益分配シ

ステムにまで手を着ける必要がある。それだけにどこまで踏み込めるかは今後を見る必要がある。

ただ、2016年 11月末に開催された石油輸出国機構（Organization of the Petroleum Exporting 

Countries: OPEC）総会で、サウジアラビアが自ら譲歩するかたちで 8年ぶりの石油減産合意を

実現したように、石油価格の長期低迷は産油国の経済と財政に深刻な影響を及ぼしている。サ

ウジアラビアなど GCC諸国の動向については本報告書第 6章で、エネルギー資源の長期的な

趨勢と中東の政治状況の関係については第 2章でそれぞれ分析している。

第 5の変化は、「イスラーム国（IS）」の後退である。米国やその同盟国、さらにイラク政府軍

などによる軍事攻勢の結果、ISの支配地域は 2016年 9月時点で、最大時だった 2015年 1月

時点に比べ 28％減少したとの推定もある 3。10月にはイラク政府軍などによるモスル奪還作戦

が始まった。こうした攻勢を受け、ISは全体的に弱体化しているようだ。リビアの ISも、2017

年 1月までに支配領域を失っている。モスル奪回作戦を中心とするイラクにおける ISへの攻勢

とその問題点については、本報告第 5章で検討している。だがその一方で、シリア政府側がア

レッポ奪回作戦に兵力を傾注している間に、ISはパルミラを政府軍側から奪い返すことに成功し

ている。加えて ISに関係しているとされるテロ事件が世界各地で起きており、ISの呼びかけに

呼応する勢力や個人が各地に存在していることを示している。

第 6に、トルコのイスラーム運動「ギュレン運動」が注目を集めた。トルコ政府は 7月中旬に

起きた軍によるクーデター未遂事件はギュレン運動によるものだったとして、徹底的な取り締まり

を行っている。トルコ政府の主張の真偽のほどはわからないが、トルコ社会、さらに中央アジア

などで、フェトフッラー・ギュレン師（Fethullah Gülen）の思想に共鳴する層はかなりの広がりを

持っているようだ 4。他方で、ギュレン運動は中央主権的な組織を持っておらず、むしろ自らを

「コミュニティ」と呼んでいるように、支持者間に構築されたつながりの強いネットワークと理解

した方がよいとの指摘もある 5。このようにギュレン運動は同じイスラーム運動といっても、ムス

リム同胞団、さらに ISとはまったく異なっている。しかしいずれにしても、それぞれがイスラー

ムを基盤とする広範な大衆動員力を兼ね備えていることは確かだろう。こうしたイスラームを基盤

とした大衆動員力の背景や経路については、第 1章で検討している。

2．シリア内戦が問いかけるもの

（1）甚大な人道危機と経済的損失

シリア内戦はますます深刻な人道危機をもたらしている。国連人道問題調整事務所によれば、

2016年 12月現在で、1,350万人が人道支援を必要としており、国内避難民は 630万人、国外に

出た難民は 480万人に上っている。また、政治的ないし軍事的な理由から外部とのアクセスを

絶たれ「封鎖下」にある人は、同年 11月上旬時点で 97万 4,080人に達している 6。死者につい



̶ 12 ̶

てはさまざまな数字があるが、シリア問題担当国連・アラブ連盟共同特別代表スタファン・デミ

ストゥラ（Staffan de Mistura）は、2016年 4月下旬時点で 40万人に上ると推定している 7。

シリア国内では国連機関などが人道支援活動を行っているが、各地での激しい戦闘以上に活

動の大きな障害になっているのは、戦闘を行っている各勢力、特にアサド政権が人道危機を政

治的に利用していることである。アサド政権側は反政府勢力が支配している地域に政権がコン

トロールできない統治の実態が出現することを阻止するため、学校や病院、診療所などを含む

非軍事的施設を故意に攻撃していると指摘されている 8。実際、米国を拠点とするNGO「人権

のための医師団（Physicians for Human Rights: PHR）」によれば、2011年 3月から 2016年 7

月までに 400の医療施設が攻撃され、768人の医療従事者が死亡した。このうち、293施設（全

体の 73％）の破壊、667人（同 87％）の死亡はシリア政府側による攻撃が原因だった 9。

また、潘基文国連事務総長が 2016年 9月に国連安保理に提出した報告によると、シリア

政府は国連諸機関によるシリア国内での人道支援の実施計画に対し、承認拒否、修正要求、

手続きの遅延、さらにシリア政府支配地域での追加援助の実施要求といった「行政的妨害

（bureaucratic blockage）」行為を恒常的に行っている。その結果、人道支援を計画通りに実施

することは極めて困難で、同年 8月の場合、計画の半分以上は許可を得ることができなかったと

している 10。

その一方で、国連機関も厳しく批判されている。特に、シリア政府支配地域での支援を拡大

していることに対し、「国連はシリア政府が（本来、住民支援に使うべき）資源をシリアの政治

家や軍隊、治安部隊、同盟勢力に振り向けることを可能にしている」として、国連の支援は中立

性や普遍性といった人道支援原則から逸脱しているとの批判が相次いでいる 11。こうした批判

の高まりの中で、2016年 9月には、国際 NGOなど 73の人道支援団体が国連機関との協力を

停止すると発表した 12。一連の批判に対し、国連のスティーブン・オブライアン（Stephen O’Brien）

人道問題担当国連事務次長兼緊急援助調整官は、英紙『ガーディアン』への寄稿で、人道支

援における普遍性とは、紛争のいずれの側を支持しているかとは無関係に、助けを必要として

いる人 を々支援することであり、国連は普遍性に基づいてシリアでの人道支援を行っていると反

論している 13。

シリア内戦は経済的にも甚大な損失をもたらしている。西アジア経済社会委員会（Economic 

and Social Comission for Western Asia: ESCWA）などの推定によると、2011年から 2015年ま

での 5年間にシリア内戦がもたらした経済的な損失は、累積で 2,596億ドルにのぼる（うち1,697

億ドルは GDPの、899億ドルは資本ストックの損失）。この結果、シリアの GDPは 5年間で

55％低減したという 14。



序章　長期化する中東の混迷

̶ 13 ̶

（2）ロシアの積極的介入とアサド政権側の攻勢

ロシアのシリアへの空爆を中心とする軍事介入は、シリア政府の要請に基づいているとして、

2015年 9月末に開始された。攻撃対象は基本的に反政府勢力だが、ISへの攻撃も行われてい

る。2016年 3月にロシアは空軍主要部隊の撤収を表明したが、むしろその後、シリア国内と周

辺海域でのロシア軍のプレゼンスは拡大している。シリア駐留ロシア軍は、以前から使用してい

るタルトゥースの海軍基地、および新たに改修されたラタキアの空軍基地の要員、さらに特殊部

隊員などを含めると、2016年 8月時点で約 4,000人とみられている 15。

さらに、同年 8月にはロシア空軍の爆撃機がイラン北西部のハマダーン空軍基地を中継点にシ

リア空爆を行い、シリア問題でロシアとイランが密接に協力していることが明らかになった。し

かし、イランはロシア空軍による基地使用が明らかになった直後、ロシアが基地使用を過大に

公表したとして、基地使用許可を取り消している。これとは別に、同年 11月からは、ロシア海

軍の空母がシリア沖の地中海に展開し、シリア空爆に参加している（2017年 1月初めに東地中

海海域から撤収）。

シリアに対するロシアの積極的な軍事介入の目的は、一義的に、地中海海域でロシア海軍が

唯一使用可能なタルトゥース港へのアクセスを維持することにあるのだろう。加えて、軍の投射

能力や最新兵器を誇示することで、中東での影響力を拡大し、「大国ロシア」の地位を回復さ

せることを狙っているとの見方も多い。さらに、2008年ごろに始まった装備品の更新などによる

ロシア軍の再建が一定の成果を上げていることから、ロシアが外交手段の一つとして軍事力を

重視する傾向を強めているとの指摘もある 16。

ロシア、さらにイランやヒズブッラーなどの直接的な軍事支援を受け、アサド政権側は失地を

取り戻しつつある。特に、2016年 12月下旬には 4年ぶりに北部の主要都市アレッポの奪還に

成功した。アサド大統領はアレッポ奪還について「（内戦）終結に向けた重大な一歩」と述べ、

反政府勢力の制圧に自信を示した。

（3）シリア内戦をめぐる外部環境の変化

一連の軍事的な攻勢を背景に、シリア内戦に対するロシアの発言力はいっそう増大しており、

トルコもロシアとの協調関係を強めている。アレッポ奪回直後の 12月 30日には、ロシアとトル

コが共同でまとめた、両国を保証国とする停戦合意がシリア全土で発効した。合意は ISとヌス

ラ戦線 17などの「テロ組織」を停戦対象から除外するとしている。一部では戦闘や空爆も続い

ており、合意がいつまで守られるは極めて不透明だ。さらに、停戦呼びかけに関連して、ロシア、

トルコ、イラン 3か国間の合意に基づき 2017年 1月に、カザフスタンの首都アスタナで政治解

決に向けた国際会議が開催された。会議終了後に、停戦監視メカニズムの構築、政治プロセ

スを通じた紛争解決などを呼びかける合意文書が発表されたが、具体的な内容はなく、政府側、

反政府側いずれも文書に署名していない。
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シリア内戦に関しては従来、対立しながらも米ロが停戦合意や和平交渉実現のためのイニシャ

ティブをとってきた。2012年のジュネーブⅠ、2014年のジュネーブⅡはいずれも米ロが主導した。

さらに、2015年 11月の「国際シリア支援グループ（International Syria Support Group: ISSG）」

会議のウィーンでの開催も、米ロ間の事前調整に基づいていた。ISSG会議では、2016年 1月

からの停戦と政治交渉の開始などを呼びかける和平案が合意され、同和平案は 2015年 12月

に安保理決議で承認された。しかし、アサド個人の処遇をめぐる主張の相違や、反体制勢力

各派間の対立などから、実質的な交渉は行われなかった。米ロ両国は 2016年 2月と 9月にも、

共同で部分停戦を呼び掛けている。

このように、従来は米ロ間の協議・調整を軸に、停戦や政治解決のための試みが模索されて

いた。しかし、2016年 12月に発効した停戦合意やアスタナでの会議開催は、明らかに様相を

異にしている。米国は完全に合意や交渉の場から除かれており、これまで反体制勢力を支援し

てきたトルコがロシアとイランと共同歩調をとっている。また、反体制派を積極的に支援してきた

サウジアラビアやカタールは目立った動きをしておらず、存在感を薄めている。プーチン（Vladimir 

Putin）政権が米国との協議を重視していない直接の理由は、オバマ政権が任期終了を控え「レ

イムダック化」しているとの判断があるのだろう。加えて、ロシアとの協調を重視するとしている

トランプ政権の外交の方向性を見定めようとしているとも考えられる。

もちろん、ロシア、トルコ、イラン 3か国主導の停戦合意や政治交渉の試みが具体的な成果

をもたらすとの保証はまったくない。しかし、シリア内戦を取り巻く状況が内戦開始 6年目に入っ

て一定程度変化していることは確かである。

3．統治の再建は可能か

（1）二層の社会契約

では、ロシアの後ろ盾を得て軍事攻勢を強めているアサド政権が、かつてのような中央集権的、

一元的な統治体制を再構築することは可能なのだろうか。アレッポが政権側によって制圧された

結果、反体制勢力が支配しているのはアレッポ西側のイドリブ周辺、トルコ国境沿いのユーフラ

テス川以西の一部地域、さらに南部の一部などに限られている。それとは別に、ISがラッカを

中心にユーフラテス川流域を、クルド人勢力がトルコ国境沿いの帯状地帯を支配している。

これまでの経緯から見てロシア、イラン両国が、今後ともアサド政権を軍事的に支援すること

は確実といえる。それ故、時間はかかっても政権側が支配地域をさらに拡大することは間違い

ない。しかし、アサド政権が再制圧した地域を含めシリア全土に一元的な統治を再建することは、

不可能ではないにしても極めて困難で、相当な長期の時間を要すると思われる。その理由をこ

こでは、社会契約の再構築という議論と関係づけて考えてみたい。

社会契約は国家（ないし体制）が領域内の秩序維持の権限を一元的に握り（暴力装置の独占）、

公共サービスを提供する一方で、国民各個人は国家の支配や統治に服従するという、ある種
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の契約関係を意味している。「失敗国家」や「崩壊国家」では国家（ないし体制）と個人との

間の社会契約が崩壊していると見なされ、社会契約を再構築することが国家を再生するための

有効な処方箋と位置づけられている。例えば平和構築に関する国連開発計画（United Nations 

Development Programme: UNDP）の報告書は、社会契約を統治エリートと市民との間の相互

作用から生み出される合意であり、信頼性のある社会契約を作り出すことは、統治と平和構築

を確かにするために極めて重要であると位置付けている 18。

しかし、デーヴィッド・レオナード（David Leonard）らはソマリアやコンゴ民主共和国などア

フリカの紛争国で行った調査に基づいて、社会契約は必ずしも国家と個人の間に直接形成され

るものではないと主張している。レオナードらによれば、ソマリアなどにおける社会契約は国家

と個人という一つの層で形成されているのではなく、国家と地方のコミュニティ・リーダー、およ

びコミュニティ・リーダーとそのコミュニティを構成する個人の二層からなっている。これらの国

では、国家レベルの政治指導者は地方のコミュニティ内部まで浸透できる十分なパワーを有して

いない。そのため、国家レベルの政治指導者は地方のコミュニティ・リーダーと社会契約を結び、

国家レベルでの統治を行っている。他方、コミュニティ・リーダーはコミュニティ内の個人との間

に、伝統や慣習に基づいた非公式の社会契約を維持し、コミュニティ内の秩序を維持・管理し

ている。こうしたコミュニティ・リーダーは部族や氏族の指導者、宗教指導者、長老など伝統的

なリーダーの場合もあれば、武装集団の長や大きな経済的な利権を有する「ビジネスマン」といっ

た近年登場したリーダーの場合もあるという 19。

（2）権力基盤の崩壊とローカル・アクターの台頭

中央政権が地域のコミュニティ内部にまで浸透できないため、社会契約は二層になっていると

の分析は、シリアや他の中東諸国にも当てはまるようだ。アーロン・ランド（Aron Lund）はイド

リブをケースに、アサド政 権の権力基盤が地方では比較的短期になぜ崩壊したかを分析してい

る 20。ランドによれば、アサド政権の地方における権力基盤は、地方の有力者を国家との間に

作られる相互利益の関係に取り込むことによって形成されていた。これら有力者はバアス党地

方幹部、退役した将校、宗教指導者、実業家、部族指導者などで、彼らは地域コミュニティに

おける自分たちの個人的な影響力を利用して、中央政府と地域コミュニティとの仲介役を果たし

てきたという。

だが、反体制側の支配が及んだ地域では、仲介役となっていたこれら地方有力者は撤退する

か追放されてしまった。その結果、アサド政権の草の根レベルにおける権力機構は完全に破壊

されている。そのため、政権側が反体制派の支配地域を奪還しても、草の根レベルの権力機構

をゼロから再建することは極めて困難だろうとランドは分析している。ランドはシリアにおける社

会契約のあり方自体を論じているわけではない。しかしアサド体制下での社会契約は、レオナー

ドらがソマリアなどを事例に提示しているように、地域コミュニティのリーダーを仲介者とする二
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層になっていたことを強く示唆している。

同様の示唆は、体制側武装勢力の「民兵化（militiafication）」を分析しているコディー・ロッ

シュ（Cody Roche）の議論からも得ることができる 21。ロッシュによれば、アサド政権側の兵力

は 2016年 3月時点で約 25万人と推定されるが、正規の政府軍は半数以下で、他はさまざまな

民兵組織や国外からのシーア派武装組織や個人など、非正規勢力から構成されている。このう

ちシリア国内の民兵組織は一定の地域を基盤として形成されたもので、エスニシティや宗派、部

族などの違い、あるいはシリア政府の異なる軍事組織や情報機関との関係などによって、細分

化されているという。ロッシュがいう体制側武装勢力の「民兵化」は、アサド政権の権力が地

方のコミュニティ内部にまで浸透していなかったため、徴兵による正規軍の補充が十分に行えず、

各地域を基盤とする民兵組織に兵力を依存していることを物語っている。

またシリアにおける「民兵化」は、フレデリック・ウェーリー（Frederic Wehrey）らが「治安

権限の地方委託（localized security）」と名付けた現象 22とも符合している。ウェーリーらによ

れば、イラクや多くのアラブ諸国では、政府が治安や社会秩序を維持する能力を失った。代わっ

て登場したのが、地域を基盤とした無数の武装非国家主体である。その結果、多くの政府は治

安維持の権能を、これら地域を基盤とする武装非国家主体にアウトソースしているという。イラ

クにおけるシーア派民兵を中心とする「人民動員部隊（Popular Mobilization Unit）」はその典

型例である。

ローカル・アクターが活発に活動しているのは、治安や秩序維持の分野だけに限らない。反

体制派が支配している地域では、地方評議会（local council）と呼ばれる組織や非政府組織

（Non Governmental Organization: NGO）が食料や飲料水の支給、基礎的医療の提供、上下

水道の整備、発電機能や配電網の維持、住宅の修繕、学校の運営など基本的な公共サービス

を提供している。こうした地方組織はいわば住民の必要に応じて組織されたもので、国内避難

民（Internally Displaced Persons: IDP）へも支援の手を差し伸べているという。組織化の主体

も地方の伝統的な名士や宗教指導者、青年や婦人組織、職能団体などさまざまなようだ。ラナ・

ハラーフ（Rana Khalaf）によれば、これら地方組織は組織されてから日が浅く、十分な経験や

ノウハウを有しておらず、かつ治安や外部へのアクセスの状況によって、活動の程度はかなり差

がある。しかし、いずれも住民が必要としている最低限のサービスを提供することで重要な役

割を果たしているという 23。

こうした状況を考えると、シリアだけでなく、リビア、イエメンではもちろん、中央政府が制

度的には樹立されているイラクにおいても、武装組織を含めたさまざまなローカル・アクターが

中央政府に代わって広範な役割を果たしているといえる。それだけに政治プロセスが始まっても、

権力や権限を再び中央に一元化することは相当に困難で、すでに権益を握っている地方勢力は

権力の一元化に激しく抵抗するに違いない。シリアにおける戦争経済の影響を分析しているジ

ハード・ヤジギ（Jihad Yazigi）によれば、内戦の長期化で多くの経済権益は地方勢力の手中に
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ある。それ故、彼らは中央集権的な権力が再構築されることを嫌い、地方の自律性が認められ

る政治枠組みの樹立を要求するだろうと分析している 24。

おわりに

シリアやイラク、イエメン、リビアなどの状況を考えると、中東に近い将来、安定的な状況が

訪れることは期待できない。シリアに関しても、たとえ停戦合意が維持され、政治交渉が行わ

れたとしても、前節でみたように国家としての一元的な統治を回復するまでには、膨大な時間を

要するからである。

さらに、難民や IDPの帰還をどのように実現するかという問題もある。紛争後のボスニア・ヘ

ルツェゴビナにおける不動産の元の所有者への返還問題に携わった経験から、ポール・プレッ

ティトーレ（Paul Prettitore）は、シリアの難民や IDPの多くが自分たちの土地や家屋の所有権

を回復することは多くの困難を伴うと指摘している 25。プレッティトーレによれば、シリアではも

ともと半分程度の土地しか登記されておらず、しかも内戦の過程でかなりの登記書類が散逸、

破壊された。加えて、難民らが放棄した住宅や土地には、国内外の戦闘員らが住み着いている

といわれている。すでに述べたように、シリアの難民と IDPは合計で人口の半数以上の 1,100

万人に上っている。膨大な人的資源の喪失や流出の問題を含め、シリアが国家としての統治や

制度を回復するまでには、極めて多くの時間が必要に違いない。

結局、シリアを含む各国の不安定な情勢は外部アクターの介入を招き、安定化をより難しくする

傾向にある。冒頭で述べたように、国家レベルの「力の真空」は地域、および国際レベルでの

「力の真空」と重なり合い、相乗効果的に中東の混迷を深刻化させている。

このような中東の状況に対し、日本を含む国際社会はどのように対応すべきだろうか。以下、

包括的な問題に関し 3点を指摘する。

第 1に、人道支援を質量ともに拡大する必要がある。OCHAによれば 2016年 11月の推定

で、世界全体で人道支援を必要としている人は合計 1億 2,860万人に上り、そのうちほぼ半数

の 6,170万人は中東の 6か国・1地域に集中している 26。国連諸機関は 2016年に、世界全体で

行う人道支援のために合計 221億ドルの資金拠出を要請したが、実際に拠出された資金はわず

か 52％の 114億ドルだった 27。特にシリアに関しては第 2節で述べたように、国内における人道

支援活動も多くの障害に直面している。

第 2に、ローカル・アクターに対する支援を拡大すべきである。ローカル・アクターといっても

さまざまであり、武装集団と一体化している組織も多いと考えられる。しかし、第 3節で述べた

ように、各地域においてさまざまなローカル・アクターが基本的な住民サービスを提供しているこ

とも事実である。これら組織は充分な資金や専門的な知識を有していない。ローカル・アクター

に対する資金提供やキャパシティ・ビルディングの支援を拡大することは、これら組織の自立性

やコミュニティ・レベルでのレジリエンスを高め、再生に向けた動きを草の根から支えることに寄
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与する。

第 3に、一元的な統治の再建が極めて困難である以上、国家再建に向けた取り組みに対す

る支援は慎重に行うべきである。イラクやアフガニスタンの例が示すように、もともと不安定な

移行期において、外部アクターが性急に介入し、歴史的に培われてきた社会状況とは無関係に、

政治改革や治安部門改革（Security Sector Reform: SSR）などを押し付けることはむしろ混乱

を助長し、新たに作られる政治体制の正統性を掘り崩す恐れがある。イラクにおけるアイデン

ティティ・ポリティックス拡大の一因が不用意な選挙の導入であることは、多くの分析が指摘して

いる。社会的統合が不十分な状況において、「上からの民主化」を急ぐことは十分に慎重であ

るべきだ。
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第 1章　 「イスラーム的」動員の回路
――スーフィズムと市民運動

森山　央朗

はじめに――イスラームにおける宗教的権威

「イスラームには僧侶や聖職者はいない」と言われる。大学の「イスラーム概論」などでその

ように説明されることは多いし、ムスリム（イスラーム教徒）もしばしばそのように語る。日本に

おけるムスリム団体である宗教法人日本ムスリム協会も、ホームページ内の「イスラームQ＆ A」

のコーナーで、イスラームには聖職者はいないと説明する 1。この場合の「聖職者」とは、神と人

とを媒介する特別な階級であり、「平信徒」とは異なる戒律に従う人 を々意味するとされる。こ

こでイメージされているのは、主にキリスト教（特にカトリック）の聖職者と仏教の僧侶であろう。

こうした説明は、個 人々が唯一神に直接向き合う「厳格な一神教」としてのイスラームや、イス

ラームの平等主義的な側面を強調する際に用いられる。しかしその一方で、ウラマー（‘ulamā’）

と総称される宗教知識人や、スーフィー（ṣūf ī）と呼ばれる神秘主義修行者が、宗教指導者とし

て強い社会的権威と影響力を行使してきた。ウラマーやスーフィーは、宗教的な知識や徳に秀

でていると認められた人 と々して指導的な立場にあり、その意味において、僧侶や聖職者と同様

の社会的機能を果たしてきたのである。

ただし、ウラマーやスーフィーの指導力や権威は、寺院や教会に相当する組織や機関によっ

て認定・管理・保証されているわけではない。これもよく言われることであるが、イスラームには、

信徒を一元的に管理する組織や機関が存在しないからである。イスラームの基本的な宗教施設

であるモスクは、あくまで礼拝をする場所であり、そこに集まるムスリムたちを名簿などに登録し

て管理することは一般的ではない。

また、複数のモスクを統括する上部機関も存在しない。モスクにも、世界遺産に登録される

ような著名で大きなものから、町や村にあって日常に密着した小さなものまで様々である。しかし、

大きなモスクが複数の小さなモスクを監督しているわけではない。モスクの間には、「本山－末寺」

といった関係になぞらえられる関係は原則的には存在しない。したがって、スンナ派とシーア派

というイスラームの 2大宗派においても、それぞれの宗派内部の様 な々学派や学統においても、

どこかに総本山に相当する巨大なモスクがあって、大僧正に相当する統一的な最高権威の下に、

各宗派・学派・学統に所属するウラマーやスーフィーの宗教的指導権が認定され、思想や運動

が統制されているわけではない。

スーフィーについては、後述するとおり、一定の組織性が伝統的に見られるが、ウラマーに関

しては組織性が元来希薄である。ウラマーと呼ばれる人々は 8世紀頃に史料中に登場するが、

それから10世紀頃までの間、ウラマーと呼ばれることは、「聖職者」のような身分に属すること
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を意味しなかっただけでなく、それによって生計を立てる職業でもなかった。初期のウラマーは、

カーディー（qāḍī 裁判官）に任命された場合などを除いて、イスラームに関する知識とそれに関

する活動から直接収入を得るのではなく、商人や職人などとして生計を維持する傍らで、イスラー

ムの法学や宗教思想などに関する研究・教育・議論を行っていたと考えられている 2。ウラマー

の原型は、その名称の原義（「知る人 」々）が表すとおり、『クルアーン（al-Qur’ān コーラン）』や

ハディース（ḥadīth 預言者ムハンマド＜ al-Nabī Muḥammad 632年没＞の言行に関する伝承）

などの知識を豊富に持つと周囲から認められた人 と々いう以上のものではなかったのである。

初期のウラマーは、自宅やモスクの一隅でハルカ（ḥalqa「輪」、「車座」）などと呼ばれる私的

な講座を開き、集まってくる人々に知識を伝授し、議論を行った。そして、それらの私的な講義

を渡り歩き、多くのウラマーから多くの知識を学び、高い学識を身につけたと周囲から認められ

た人々が、また新たなウラマーとなった。初期のウラマーの活動と養成は、私的かつ組織性の

希薄な環境で行われ、そのなかで形成された師弟関係などの属人的なネットワークが、8世紀

から10世紀にかけて進行した、シーア派とスンナ派それぞれの宗派的思想と古典学派の形成

に大きな役割を果たした。

その後 11世紀になると、イスラーム法学などの研究教育施設としてマドラサ（学院）が普及

し、その教授職などをとおしてウラマーの職業化が進展した。さらに、17世紀以降のオスマン

朝（1299-1922年）においてはウラマーの位階制度（イルミエ ilmiye）が整備され、近現代に

入ると、ウラマーに対する国家管理の強化や大学でのウラマーの養成など、ウラマーを組織化

する施策が進められた。しかしそれでもなお、ウラマーの学識や地位を統一的に認定・管理す

る機関は存在していない。そのため、ウラマーの宗教的権威と社会的影響力は、周囲の評判に

依存する曖昧な部分がいまだに多いと言える 3。このことを政治・社会運動との関連から見ると、

イスラームという宗教を利用してムスリムたちを動員する際に、動員する側がどのような資格でそ

れを行い、動員される側がどのように権威や指導権を承認して反応しているのかが、組織や機

関の側面からは明瞭ではないということになる。

もちろんそれは、イスラームを利用した政治的・社会的動員がなされてこなかったことを意味

するわけではない。イスラームの歴史には、宗教的な主張を掲げた運動や反乱が数多く見いだ

せるし、近現代においても、多くのムスリムを動員したイスラーム主義運動が複数存在している。

顕著な例として、ヒズブッラー（Ḥizb Allāh）、ダアワ党（Ḥizb al-Da‘wa al-Islāmīya）といった

シーア派のイスラーム主義政党・抵抗運動組織や、スンナ派イスラーム主義運動組織であるムス

リム同胞団（al-Ikhwān al-Muslimūn）などがあげられる。これらの政党や政治運動組織につい

ては、政治学などの分野で成された多くの研究がある 4。ここでは、ムスリムに対する宗教的動

員について別の角度から見るために、スーフィー教団と、直接的な政治運動を掲げない「宗教的

な」市民運動に焦点を当てる。

以下、まず、スーフィー教団の歴史を概観した上で、近現代において変革されたスーフィズムで
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ある「ネオ・スーフィズム（Neo-Sufism）」を見る。そして、「ネオ・スーフィズム」と宗教的市民

運動としてのギュレン運動（Gülen Hareketi/Gülen Movement）との関係を観察する。これらの

作業をとおして、ムスリムを「イスラーム的」に動員する回路のあり方に考察を加えることとしたい。

1．スーフィーとタリーカ 5

スーフィーは、イスラームの神秘主義修行者に対するアラビア語などでの総称である。その語

源は詳らかではないが、羊毛を意味するアラビア語の単語「スーフ（ṣūf）」に由来するという説

明が有力である。つまりスーフィーとは、中東や中央アジアでは最も安価な素材であった羊毛の

粗末な衣服を着た人であり、富や権力といった現世（=被造物）的なものに対する欲望を滅却し、

神（＝創造主）との合一を目指して修行に専念する人を指すと説明される。羊毛云々の部分に

は異説もあるものの、スーフィーが禁欲を旨として神を求める修行者を意味し、修行を極めた者

は、神秘体験の中で神に接近することができると信じられてきたことは事実である。こうした

スーフィーの実践と理論は、アラビア語ではタサウウフ（taṣawwuf「スーフィーであること」）と

呼ばれ、英語などではスーフィズム（Sufism）と呼ばれる。

スーフィーとスーフィズムの起源については不明の部分が多いが、スーフィーと呼ばれる人々が

出現したのは 9世紀頃と考えられている。やがて、修行を極めて神に接近したと認められたスー

フィーは、ワリー（walī［神に］近しい人）などと呼ばれる「聖者」として、人々の崇敬を集める

ようになった。そうした高名なスーフィーの修行理論は体系化され、10世紀頃から高度な神秘

主義思想が展開した。ガザーリー（Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī 1111年没）やイブン・

アラビー（Muḥyī al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Arabī 1240年没）など、イスラーム思想史の偉人た

ちの多くがスーフィーであったことからも、スーフィズムがイスラーム宗教思想に占めてきた重要

性が明らかになる。

とはいえ、スーフィズムは理論や思想のみで完成するものではない。修行をとおした神秘体験

を目指すことから、修行の実践が不可欠となる。高名なスーフィーが神秘体験を得たとされる修

行の実践は、その弟子たちによって継承され、洗練されていった。そして、12世紀頃になると、

修行を極めたと認められたスーフィーを導師とし、その指導下でスーフィーたちが修行に専念す

る教団がいくつも形成されるようになった 6。こうした教団はタリーカ（ṭarīqa 道）と呼ばれ、そ

れぞれに独特な修行の様式を編み出していった。

日本や欧米でスーフィーというと、白い長衣を着て回転するイメージが根強いが、回転舞踊を

修行に用いるのは、13世紀のアナトリアで活躍した偉大なスーフィー、ルーミー（Jalāl al-Dīn 

Muḥammad al-Rūmī 1273年没）を「我らの師（Mawlā-nā）」と仰ぎ、その修行道を「師の

道」として継承するマウラウィー教団（al-Ṭarīqa al-Mawlawīya）7である。それに対して、例え

ば、14世紀の中央アジア西部で活躍したナクシュバンド（Bahā’ al-Dīn Muḥammad Naqshband 

1389年没）の修行道を受け継ぐ、ナクシュバンディー教団（al-Ṭarīqa al-Naqshbandīya）では、
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黙って座り、心の中でひたすら神を祈念する「沈黙のズィクル（dhikr 祈念）」を重視してきた。

その他、神や預言者ムハンマド、過去の高名なスーフィーたちを讃える歌や、神への愛を詠んだ

詩文なども、それぞれのタリーカにおいて様々に発達し、ムスリムの宗教文化の発展に重要な

貢献をなした。

各教団は、修行の段階に応じてメンバーの間に序列を設け、シャイフ（shaykh 「老師」）など

と呼ばれる導師を頂点とする位階制度を整えてきた。この位階制度においては、下位の者は上

位の者の指導に無条件で従うべきとされる。その理由は、修行には階梯があり、各階梯の意味

は、その階梯を登ってみなければ理解できないためである。すなわち、修行の階梯を登るため

には、意味を理解できない修行の実践を続けなければならないため、その階梯を既に登って意

味を理解している上位者の指導に疑問を抱いてはならないのである。したがって、教団の頂点

に座す導師は、教団のメンバーに対して絶対的な指導権を持つことになる。前節で指摘したと

おり、宗教的権威の組織性が希薄であることがイスラームの特徴の一つにあげられるが、スー

フィー教団は階梯秩序を持つ組織であり、導師の宗教的権威は一定の組織性を持つ。

そうした導師の宗教的権威は、教団内部にとどまらない。教団に属さない、つまり、修行に

専念するスーフィーではないムスリムの民衆にとって、教団の導師や高位のメンバーは、「聖者」

とそれに類する「有り難い」存在なのである。修行を極めて神に接近したスーフィー、すなわち

「聖者」は、バラカ（baraka）と呼ばれる神の祝福を人々に伝達することができ、このバラカは、

「聖者」の肉体や持ち物、墓や遺品などをとおして伝播し、家内安全、病気平癒、良縁、子宝、

商売繁盛、心願成就など、様 な々「利益」をもたらすと信じられてきた。

イスラームに限らず、どの宗教においても、いわゆる「民衆」が宗教に求めるものの多くは日

常的な「現世利益」であろう。イスラームにおいては、高名なスーフィーの「聖者」たちが、人々

の「現世利益」への願いを満たしてきた。もう一つ「民衆」が宗教に求めるものとして、救済の

希望があげられる。この面においても、神に近づいた高名なスーフィーは神に救いを取りなすこ

とができると信じられ、民衆は「聖者」にすがることで、神による救済の希望をより確かなもの

としていたのである。

したがって、教団の民衆に対する影響力は強力であった。例えば都市部では、教団は同職組

合や町会などと結びついて路地の隅々にまで浸透した。都市のムスリム民衆にとって、日々の生

業と生活を営む人間関係をとおして、皆で教団の行事に参加し、「聖者」の廟に参詣し、導師

の説教を聞き、修行に専念するスーフィーたちに布施を供えることが、彼らのイスラームの重要

な部分を占めていたのである。そのため、政治権力者にとっても、教団の協力を取り付けること

が安定的な支配を築くための重要な要件となった。様々な教団が確立し、中東・中央アジアの

各地に広がった 14世紀以降になると、各地のムスリム王朝の君主たちは、それぞれの支配地

域で活動する教団のために立派な修行場を建て、莫大な寄進を行った。権力者からの庇護と援

助を受けるようになった教団は、禁欲的神秘主義修行者の集団という宗教的側面と同時に、豊
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かな財力と強い影響力を持つ宗教勢力という政治的・社会的側面も併せ持つようになったので

ある。

禁欲的で隠遁的な理論と実践を掲げる修行者集団が、大きな富と強い政治的・社会的影響

力を持つことは、仏教の寺院やキリスト教の修道院などにもみられることであり、珍しいことで

はない。そして、中世の日本で寺院が一揆の中核になることがあったように、前近代のムスリ

ム社会においては、スーフィー教団が宗教的権威によって人々を動員し、様々な運動を主導し

た。それらの運動のほとんどは、教団を庇護・援助する王朝に協力するものであったが、既

存の王朝に対立する運動を起こす教団がなかったわけではない。サファヴィー教団（Ṭarīqa-yi 

Ṣafavīya）にいたっては、トルコ系遊牧民を軍事的に動員して先行するムスリムの王朝（アク・コ

ユンル朝 1378-1508年）を滅ぼし、イラン高原を制圧して、自らの王朝（サファヴィー朝 1501-

1736年）を打ち立てた。サファヴィー教団の例は極端とも言えるが、スーフィー教団が、前近代

のムスリム社会における宗教的動員の主要な回路であったことは確かである。

2．「ネオ・スーフィズム」（1）――「近代的」教団

スーフィー教団が民衆に強い影響力を持つことに対して、18世紀までは大きな批判はおこらな

かった。上層民の間でも教団に関与することは一般的であったし、知識人であるウラマーも、そ

の多くがスーフィーでもあった。つまり、法学などの理知的な学問を研究・運用しつつ、神秘主

義的な修行にも参加し、神秘主義思想の研究も行うというのが、14世紀頃から19世紀までの

ウラマー／スーフィーの一般的な姿であったのである。

とはいえ、全く批判がなかったわけではない。スーフィズムは 9世紀頃から発達してきたため、

7世紀に成立したとされる『クルアーン』のテキストや、同じく7世紀に活動した預言者ムハンマ

ドの言行を伝えるとされるハディースに、スーフィーの修行やスーフィズムの理論を直接的・明示

的に述べた部分を見いだすことは難しい。スーフィーは、自分たちの修行と理論がイスラームに

かなったものであることを示すために、『クルアーン』やハディースの比喩的・秘儀的解釈を行っ

てきた。この比喩的・秘儀的解釈を激しく批判したのがイブン・タイミーヤ（Taqī al-Dīn Aḥmad 

Ibn Taymīya 1328年没）であり 8、そのために、彼はスーフィズムを否定したと理解されるよう

になった。

また、見世物的な「奇蹟」を演じて民衆を惹きつけてきたことや、『クルアーン』やハディース

の理解とイスラーム法の実践に努めることよりも、教団の行事や祝祭への参加を重視する傾向

も、迷信やイスラーム法からの逸脱などとして批判を受けてきた。加えて、民衆と直接接する末

端のスーフィーたちの間には、他の宗教の同様の修行者たちと判別しがたい人 も々少なくなく、「現

世利益」を求めて他宗教の「聖者」に参詣するムスリム民衆も多かった。逆に、イスラームの「聖

者」の祭礼に他宗教の信徒が参加することも珍しくなかった 9。

権威的なイスラーム法解釈からは導かれない民衆的な信仰実践や、他宗教との混淆は、多く
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の地域で観察され、「民衆イスラーム」と呼ばれたり、時には「田舎イスラーム」として批判され

てきた 10。特に、ヒンドゥー教徒が圧倒的多数を占める南アジアで活動するウラマーの間で、現

地のムスリム民衆の信仰は、ヒンドゥー的要素の混ざり込んだ「不純」な状態にあるのではない

かということが、17世紀頃から重要な問題の一つとして認識されるようになった。そうした問題

意識を背景として、南アジアのナクシュバンディー教団の導師であったアフマド・スィルヒンディー

（Aḥmad Sirhindī 1624年没）は、スーフィズムにおけるイスラーム法遵守の重要性を強調し、『ク

ルアーン』とハディースからの逸脱を厳しく戒めた。スィルヒンディーを「ヒジュラ暦 2000年紀

（西暦 1592-2562年）の革新者（ムジャッディド Mujaddid）」11と見なした弟子たちは、ナクシュ

バンディー教団ムジャッディド派を形成し、イスラーム法を遵守するスーフィズム、迷信的な「奇蹟」

の演出や他宗教との混淆を排除した純化されたスーフィズムを唱えて、世界各地に多くの支持者

を獲得していった 12。

ナクシュバンディー教団ムジャッディド派の拡散は、インド洋に展開したオランダとイギリスの

東インド会社の商船網によるところが少なくなかったと考えられる。西欧商業資本によって、17

世紀頃から世界規模で整備されていった交通網は、ムスリムに対しても、地域を越えた思想や

情報の交流の活発化などの影響を与えた。特に、マッカ（メッカ）巡礼が容易になったことで、

南アジアや東南アジアからも多くの巡礼者が集まるようになり、マッカが思想的交流のハブとし

て重要な役割を果たすようになった。

そうしたマッカを中心としたアラビア半島において、スィルヒンディーなどの南アジア発の純化

思想の影響も受けつつ、18世紀頃から様 な々思想家が活動するようになった。その中で、イブ

ン・タイミーヤの継承者を自認し、『クルアーン』とハディースの厳格な字義的解釈と実践を主張

したイブン・アブド・アル =ワッハーブ（Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wahhāb 1792年没）は、スー

フィズムを『クルアーン』とハディースに根拠のない逸脱として否定し、「聖者」崇敬を多神信仰

として非難した。「ワッハーブ派」と呼ばれる彼の思想を統治イデオロギーとしたサウード家（Āl 

Sa‘ūd）がアラビア半島で勢力を広げている時代に、モロッコからマッカに巡礼したアフマド・ブ

ン・イドリース（Aḥmad b. Idrīs al-Fāsī 1837年没）は、「ワッハーブ派」への反駁をとおして、『ク

ルアーン』とハディースに則ったスーフィズムを唱えて新たな教団を創始した。創始者の名前から

イドリースィー教団（al-Ṭarīqa al-Idrīsīya）と呼ばれるこの教団は、北アフリカやスーダン、ソマ

リアなどに浸透し、多くの分派を産み出していった。

それらの分派の中で、アルジェリア出身のムハンマド・ブン・アリー・アッ =サヌースィー

（Muḥammad b. ‘Alī al-Sanūsī 1859年没）がマッカで開いたサヌースィー教団（al-Ṭarīqa al-

Sanūsīya）は、やがてリビア東部（キレナイカ）に根拠地を築いた。そして、20世紀に入ってイ

タリアがリビアを植民地（1911-51年）とすると、サヌースィー教団は、導師の宗教的権威の下

に住民たちを動員して反植民地闘争を組織し、1951年にリビアが独立すると、教団の導師で

あったムハンマド・イドリース（Muḥammad Idrīs al-Sanūsī 1983年没）が、国王イドリース1世
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（在位 1951-69年）として即位した。リビア独立に至るサヌースィー教団の反植民地闘争は、スー

フィー教団の組織と動員力を軍事的に活用した事例である。同様の事例は、他の地域にも見ら

れ、例えば、コーカサスや中央アジアに浸透していたナクシュバンディー教団ムジャッディド派の

諸教団は、それらの地域に侵攻してきた帝政ロシアに対する反植民地闘争を組織した 13。

ナクシュバンディー教団ムジャッディド派やイドリースィー教団、サヌースィー教団など、18世

紀から 20世紀にかけて形成・拡大していった比較的新しい教団は、メンバーの帰属管理を厳

格に行い、導師の指導の上意下達を徹底しようとするなど、それまでの古典的な教団と比べてよ

り強い組織性を持つ。欧米と日本の研究者は、軍事活動にも転用できる強い組織性と、イスラー

ム法の遵守や『クルアーン』とハディースへの回帰といった純化志向を併せ持つこれらの教団を、

「ワッハーブ派」の台頭や帝国主義勢力の世界覇権といった、近代的状況への反応をとおして刷

新されたスーフィズムと捉え、「ネオ・スーフィズム」と呼ぶ。

3．「ネオ・スーフィズム」（2）――スピリチュアルなスーフィズムと市民運動

ところで、「ネオ・スーフィズム」という呼称は、上述の意味でのみ用いられるわけではない。

20世紀後半に欧米で一定の支持を得た「新しいスーフィズム」に対しても用いられる。それは、

イスラームという伝統宗教の枠を離れた、スピリチュアルな癒しの実践としてのスーフィズムで

あり、20世紀後半に流行した「新宗教（New Religiosity）」あるいは「代替宗教（Alternative 

Religiosity）」の一種としてのスーフィズムである。

これは、禅やヨガと同様の現象である。禅とヨガが仏教とヒンドゥー教の教義と信仰から切り

離されて、競争社会のストレスからの解放や心身の健康維持・増進のための実践として欧米社

会に広まったように、スーフィーが修行の形式として発達させてきた音楽や舞踊、瞑想なども、

イスラームから切り離されて、精神と身体の平安と均衡を保つための「東洋の秘法」的なものと

して受容された。そのため、スーフィズムはイスラームとは異なる教えであるといった説明が流布

することにもなった。そして、例えばヨガがヒンドゥー教的なテイストをまとった新興宗教にしば

しば結びついたように、欧米に広まったスピリチュアルな「ネオ・スーフィズム」も、オリエンタ

ルな雰囲気をまといつつ伝統的なイスラームとは異なる「新宗教」を作り出した。

欧米における「ネオ・スーフィズム」を研究しているセジウィック（Mark Sedgwick）は、イド

リース・シャー（Idries Shah 1996年没）の活動を、「新宗教」としての「ネオ・スーフィズム」の

事例として分析している 14。セジウィックによれば、イドリース・シャーは、1924年に英領インド

でムスリム知識人の家に生まれ、イギリスで育ったという。1950年代後半から、スーフィズムを

「東洋の秘法」として紹介するような本を英語で書き、イギリスやアメリカで出版するようになっ

た。1960年代には、やはり「新宗教」の著名な指導者であったグルジエフ（George Ivanovich 

Gurdjieff 1949年没）の運動などの影響を受けつつ、作家などの著名人の支持者を獲得し、「亡

命アフガン貴族の偉大なスーフィー導師」として知られるようになった。その出自の真偽や、彼
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がどのようなスーフィズムを、どこでどのように学んだかについては不明な部分が多いものの、スー

フィズムをスピリチュアルな癒しの実践と位置づけ、伝統宗教としてのイスラームの枠組みを越え

た「人類の叡智」や「民衆の知恵」として、多元主義的・普遍主義的に価値付ける彼の語りは、

欧米社会において一定の支持を得ていった。

特定の伝統宗教に根ざした思想と実践を、その宗教の枠組みを越えた「人類の叡智」や「民

衆の知恵」と読み替える多元主義・普遍主義的傾向は、他の「新宗教」にも見ることができる。

そして、そのことを示すためか、あるいは権威付けのためか、世界の宗教指導者や著名人と会

見したり、各国の名門大学で講演を行って名誉学位を集めたり、そうした活動の成果を著書、

新聞、雑誌、ラジオ、テレビといったメディアを駆使して宣伝したりする。イドリース・シャーの

「ネオ・スーフィズム」は、日本であれば創価学会に典型的に見られるような 15、「新宗教」に特

徴的なこれらの諸活動をなべて行ってきた。

現在、トルコの公正発展党（Adalet ve Kalkınma Partisi: AKP）政権（2002年－）と鋭く対

立しているフェトフッラー・ギュレン（Fethullah Gülen 1941年－）の運動も、1960年代から発展

し、スピリチュアルな実践としてのスーフィズムを唱えて 16、発祥地のトルコだけでなく、欧米に

おいても一定の支持を獲得してきた。ギュレンの思想と運動の位置づけをめぐっては議論が続け

られているが 17、セジウィックは、古典的なスーフィズムを再編・普遍化し、従来のいかなる教

団の枠内にも収まらないものとした点において、「新宗教」的な「ネオ・スーフィズム」に含まれ

るとしている 18。確かに、イスラームの伝統的な教義に含まれる相互扶助や公正といった教えを

人類普遍の価値と見なし、他宗教との融和などの多元主義を強調するなど 19、ギュレンの思想

と運動には、イドリース・シャーの「ネオ・スーフィズム」と類似した「新宗教」的な装いが強い。

しかしその一方で、ギュレン運動は、主な支持者がムスリムである点で、イドリース・シャーの

「ネオ・スーフィズム」と大きく異なる。イドリース・シャーは、イスラームからの離脱を明確に

宣言したわけではないが、ムスリムとしてムスリムに対して「新しいスーフィズム」を説いたわけ

でもない。彼の聴衆は、近代的合理主義や西洋の伝統的価値観に疑問を抱き、「東洋の秘法」

に期待を寄せた欧米人であり、そうしたいかにも 60年代的な人々に対するスーフィズムの語りの

中で、イスラームという伝統宗教は背景に後退させられた。これに対してギュレンは、あくまで

ムスリム、特にトルコ国民を主要な対象として運動を展開してきた。欧米における支持も、直接

欧米人に働きかけた結果というより、トルコ系移民をとおして広まった部分が大きいと考えられ

る。したがって、ギュレンの思想と運動は、「新宗教」的な装いが強く見えるものの、ムスリム

によるイスラームに則った宗教的市民運動と見なければならない。

ギュレン運動のスーフィズムについても、その系統は比較的はっきりしている。周知の通り、

ギュレン運動は、サイード・ヌルスィー（Bediüzzaman Saîd Nursî 1960年没）の「ヌルジュ運動

（Nur Cemaati/Nur Movement）」を母体としている。そのヌルスィーは、ナクシュバンディー教

団ムジャッディド派の導師ハーリド（Ḍiyā’ al-Dīn Mawlā-nā Khālid Baghdādī Shahrazūrī 1827
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年没）の道統を継いでいると言われる 20。ギュレンとスーフィズムの関係の詳細については今後

の研究が待たれるものの、ギュレン運動がナクシュバンディー教団ムジャッディド派の「ネオ・スー

フィズム」の影響を受けていることは確かであろう。したがって、ギュレン運動は、迷信の否定

とイスラーム法を遵守する「浄化された」スーフィズムを志向する一つの「ネオ・スーフィズム」と、

「新宗教」的なスピリチュアルな実践として、イスラームという伝統宗教の枠組みを越える普遍

主義・多元主義的傾向を示すもう一つの「ネオ・スーフィズム」を併せ持っていると捉えることも

できる。

こうした多面的な、あるいは悪く言えば、八方美人的な思想と運動は、1960年代から 2000

年代までにムスリムたちを取り巻いてきた社会状況に柔軟にアピールするものであった。例えば、

迷信の否定は 20世紀に流行った「宗教と科学の融和」というテーマに沿うことができ、イスラー

ム法の遵守は 1980年代以降の「イスラーム復興」に対応し、普遍主義的・多元主義的傾向は、

2000年代以降もてはやされている「宗教間対話／融和」という題目に良く合致する。

ギュレン運動は、イスラーム的にも近代的価値観から見ても非難のしようのない主張を掲げつ

つ、教育の支援と振興の分野で重点的に活動し、ポジティブで「意識の高い」ムスリムの若者

たちに支持を広げてきた。イスラームの信仰には敬虔であり、同時に、人道主義や多元主義、

理性や科学といった近代的価値にも信頼が厚く、したがって、イスラーム過激派は言うまでもなく、

イスラームの優位を声高に叫ぶ急進的なサラフィー主義にも馴染まない穏健な若者たちを惹きつ

けてきたのである。

政治的にも、少なくとも表面的には、穏健である。というより、明確な政治目標を掲げてきた

わけではないし、ムスリム同胞団のように自らを政治組織と規定してきたわけでもない。「奉仕

（Hizmet）運動」という自称から明らかなとおり、公的な自己規定としては、弱者救済や社会

改良のためのボランティア活動であり、社会に奉仕する有為の人材を育てる教育支援・教育振

興に力を入れてきたということになる 21。この自己規定をそのまま受容するならば、ギュレン運動

は、極めて穏健で穏当なイスラーム解釈を背景とした市民運動であり、その活動の重要な要素と

して、スーフィズムの実践を取り入れてきたと見なすことができる。この穏健で「明るい」外観は、

政治闘争や革命を掲げて権威主義体制からの弾圧に抵抗を続けてきたイスラーム主義政党の重

苦しいイメージとは対照的であり、社会問題に敏感でありながらも、政治運動には抵抗感のあ

る多くの若者に、関与しやすい運動として魅力的に映ったとも考えられる。

実際に、ギュレン運動は大きな成功を収めた。先に述べたとおり、トルコ国内と欧米諸国に

多くの支持者を獲得し、公正発展党と協力関係にあった 2013年までは、同党の重要な支持基

盤とも目されていた。近代的価値観と融和が可能な「穏健イスラーム主義」運動として、国際的

な期待も寄せられてきた。しかし、2013年からギュレン運動と公正発展党政権との関係は悪化し、

2016年 7月のクーデター未遂事件の後には、クーデターを首謀したとして、公正発展党政権か

ら激しい非難と禁圧を受けるようになった 22。
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このギュレン運動をめぐる状況の大きな変化の背景には、何があるのだろうか。この問題を考

えることを足がかりに、「イスラーム的」動員をめぐる諸問題に若干の考察を加えて、本章を終え

ることとしたい。

おわりに――「イスラーム的」動員の諸問題

ギュレン運動がクーデターを首謀したか否かについて、ここで何かを述べることはできない。

ただし、ギュレン運動は市民運動を隠れ蓑に国家転覆を企んでいるという公正発展党の主張は、

トルコ国内では必ずしも荒唐無稽に響かないという。それは、ギュレン運動に対して、非難のし

ようのない穏当な主張と、いかにもポジティブな奉仕活動の裏側に、何か別の目論見を隠してい

るのではないかという疑いの目が向けられてきたことによる。多くの塾や学校、大規模な病院や

災害援助 NGOなどを運営し、新聞やテレビなどのメディア企業も所有する一方で、政治的な主

張を明確に述べたり、自ら政党を立ち上げたりせず、公正発展党などを支援する形をとったこと

が、公言できない政治的意図を隠しつつ、裏から政治を操ってきたのではないかという疑念を人々

の間に生むことになったとも指摘される 23。また、ギュレン運動の教育支援・振興活動の恩恵を

受けて高等教育機関に進学し、運動の熱心な参加者となった若者たちの多くが、官公庁、特に

警察や治安機関に就職したことも、利益誘導によって洗脳した若者たちを国家機関と暴力装置

に送り込んで、国家を乗っ取ろうと企んでいたという言説につながることになった 24。

陰謀論的言説の真偽は不明であるが、「怪しい集団」という疑念を向けられること自体は、

ギュレン運動に限ったことではない。一定以上の人 を々動員し、ある程度成功した「新宗教」や

市民運動は、周囲から何らかの疑念を向けられることがむしろ普通と言えよう。ある社会にお

いて、特定の主張や運動を掲げて人 を々動員しようとした際に、その社会の成員の全てが等しく

反応することはあり得ないからである。動員に積極的に反応する人々もいれば、動員をかける側

の意図とは別の意図を持って参加する人々もいるだろう。反応しない人々や反発する人々もいる。

したがって、ある程度の動員に成功することは、周囲とは異なる集団を形成することであり、そ

の集団に属さない人々から疑念や反発を受けることにもなる。

ムスリム社会においても同様であり、当然のことながら、イスラーム的な主張や運動を掲げれ

ば全てのムスリムを等しく動員できるわけではない。そもそも、何が「イスラーム的」かをめぐっ

ても、非常に幅広い見解の相違が見られ 25、個々のムスリムが置かれている状況や直面してい

る問題も多様である。したがって、どこのどのようなムスリムたちにアピールするかによって、イ

スラームを用いた動員のあり方も相当に異なってくる。

第 1節で述べたとおり、18世紀以前の前近代においては、古典的なスーフィー教団が「聖者」

の権威によって、強い動員力を持っていた。批判もあったものの、ムスリム民衆にとって、「聖者」

のバラカによって「現世利益」を得られると信じ、「聖者」の取りなしにすがって救済の希望を

確かにすることがイスラームだったのである。そのため、大多数のムスリムが、当たり前のことと
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して、特に意識することなく教団に関わっていた。

しかし、「ワッハーブ派」による否定や、近代的合理主義や科学思想に基づく批判などによっ

て、19世紀以降、スーフィズムの正統性とスーフィー教団の権威は大きく揺らいでいくことになる。

こうした否定や批判への対応をとおして現れた「ネオ・スーフィズム」は、迷信的な「奇蹟」の

演出や他宗教との混淆を排除し、イスラーム法の遵守と『クルアーン』とハディースへの回帰を強

調する純化志向を持つとともに、教団のメンバーシップの管理を厳格にするなど、より強い組織

性も持つ。このことは第 2節で述べたとおりである。そして、この強い組織性が、反植民地闘

争での活躍や世界各地への浸透に貢献したと考えられることも既に述べた。

強化された組織性は、その一方で、教団に関係する者としない者とをより厳格に分けることに

もなった。19世紀から 20世紀にかけて国家が「世俗化」し、スーフィー教団を援助・庇護す

ることもなくなった。社会的にも、教団に関わることは「後進的」とも見なされるようになり、教

団に関与しないムスリムも増えていった。そうした中で、強い組織的凝集力を示す「ネオ・スー

フィズム」教団に関与することは、関与する本人にとっても自覚的にならざるを得ず、周囲からは

特定の教団のメンバーとして選別されるようになった。

19世紀以来の「ネオ・スーフィズム」は、「脱宗教」や「宗教の個人化」が進んだ近現代にお

ける「宗教」がある程度共通して直面してきた問題を共有してきたと言えるが、第 3節で述べた

とおり、20世紀後半における「新宗教」的なスーフィズムも「ネオ・スーフィズム」と呼ばれる。

すなわち、イスラームという伝統宗教の枠組みを越えるような、普遍主義的で多元主義的な傾

向を持ったスーフィズムである。ギュレン運動が、19世紀以来の組織性の強い「ネオ・スーフィ

ズム」の系統を引きつつ、20世紀後半の「新宗教」的な「ネオ・スーフィズム」の側面も併せ持っ

ていることも第 3節で論じた。

しかし、その「新宗教」的な普遍主義や多元主義が、組織性の強さに起因する周囲からの

異質感を緩和するかと言うと、そのようには見受けられない。むしろ、場合によっては、周囲か

らの異質感や疑念を強化しているようにも感じられる。この場合の疑念とは、自分たちの出自や

立場を意図的にぼかしているのではないかという疑念である。

同様の現象は、「ネオ・スーフィズム」的な他の教団・運動にも共通する。それらの教団・運動

は、イスラームという伝統宗教の枠組みを越えるほどの普遍主義や多元主義を示すことはないに

しても、特定の教団の枠組みを越えてイスラーム全体に共通する価値観や目標を体現しているよ

うな主張を行うことは珍しくない。端的な例としては、そうした教団・運動のメンバーに、どの

系統の教団・運動かと質問すると、「神のタリーカ（道、教団）」であるとか、「イスラームの道

（タリーカ）は 1つである」といった答えを返されることが多い。このような答えは、ムスリムで

はない筆者にとっても釈然としないが、ムスリムの中には、調子の良いことを言ってイスラームを

恣意的に利用しようとしているといった反感を口にする者もいた。

ここから、ギュレン運動が抱えるジレンマを見ることができよう。すなわち、ポジティブで普



̶ 32 ̶

遍主義的・多元主義的主張を状況の変化や語りかける相手に合わせて発信し、多くのムスリム

を惹きつけ、彼ら／彼女らを凝集力のある運動に組織すればするほど、さらに多くの運動に参

加しないムスリムの反感や疑念を強めるというジレンマである。ギュレン運動の勢力拡大を警戒

した公正発展党政権は、このジレンマの結果、トルコ国内で増大していたギュレン運動に対す

る反感や疑念を利用したとも考えられるだろう。

以上の議論から考えられることは、「イスラーム的」にムスリムを動員する回路は複雑であり、

その成果や影響も予想が難しいことである。特に、スーフィズムとスーフィー教団の権威だけで

なく、イスラーム自体の正統性も大きく揺らいできた近現代においては、18世紀までのスーフィー

教団のような、多くのムスリムが疑問を抱かない動員の回路は存在していない。「ネオ・スーフィ

ズム」であれ、イスラーム主義政党であれ、「イスラーム的」な思想や運動を掲げて多くのムス

リムを動員すると、それ以上に多くのムスリムの疑念や反感を買うという状況が続いてきた。加

えて、伝統的なスーフィー教団などの前近代的な動員の回路も消滅したわけではなく、生活に密

着した形で影響力を保持している 26。他方、「ワッハーブ派」の影響を強く受けた急進的なサラ

フィー主義者などは、スーフィズム全般に対する非難を続けており、教団に関与するムスリムとの

間に抗争も発生している 27。

「正しいイスラーム」をめぐる議論が錯綜しているために、ムスリムを「イスラーム的」に動員

する回路も分裂し、複雑に絡み合っているのである。にもかかわらず、中東の政治などを語る際

には、イスラームの影響力を単純に捉える傾向が強い。しかし、ここまで見てきた「イスラーム

的動員」の複雑さを踏まえれば、どのような勢力が、どのようなイスラームを掲げて、どのよう

なムスリムを、どのように動員しようとし、どのような結果に帰着したのかについて、細密な実証

分析が必要になると言えよう。そのような分析を蓄積することで、ムスリム諸社会における政治

的 1変数としてのイスラームを的確に評価することができると思われるのである。
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第 2章　 イージーオイル時代の終焉が産油国および中東域内秩序に
与える影響

山本　達也

はじめに――イージーオイル時代の終焉

安い石油に大量にアクセスできた時代は、過去のものになってしまった。振り返ってみると、

20世紀は「石油の世紀」であった。特に、第 2次世界大戦を境として、世界の石油消費量は

爆発的に増大していった。この時期には、大油田も次 と々発見されていった。1938年には、クウェー

トの大ブルガン油田が発見され、1948年には世界最大であるサウジアラビアのガワール油田が

発見された。その後も中東やアメリカを中心に大油田が相次いで発見されるようになるが、こう

いった時代は長くは続かなかった。結局、油田発見のピークは 1965年頃であった。

原油供給量はその後も急速に伸びていくが、油田の発見については翳りが見え始める。1970

年代には、北海油田を含むいくつかの大油田が発見されたが、それ以降は皆無である。この時

発見された北海油田にしても、1990年代の後半に生産ピークを迎えている。1980年代に入ると、

その年の油田発見量よりも、原油消費量が上回るようになる。この時から、人類は、過去に発

見された油田のストックを切り崩しながら原油生産を続けている 1。

最近では、シェールオイルに代表されるような非在来型資源の実用化を可能とする技術が登場

し、実際に生産、供給が始まっている。新たな技術の誕生は喜ばしいことのようであるが、見

方を変えれば、人類は、かつてであれば「バカらしくて」無視していたような深海油田、オイル

サンド、シェールオイル、極地の油田などにスポットライトを当てなくてはならないような状況に置

かれるようになってしまったということでもある。

人類は、割のよいもの、簡単に採掘できる資源から利用する。あとに残るのは、採掘が技術

的に困難であったり、コストが余計にかかったりする資源である。ここで言うコストとは、採掘

に必要な金銭的なコストとともに、エネルギー的なコストも同時に指している。

エネルギー的なコストを測るための指標が、EROI（Energy Return on Investment）ないしは

EPR（Energy Profit Ratio）2である。その概念図は、図 1のかたちで示すことができる。自然

界から抽出されたエネルギー（回収エネルギー）が Eoutであるが、エネルギーを取り出すにも

エネルギーが必要である。これが、投入エネルギー（Ein）であり、実際に社会が使うことので

きる余剰（正味）エネルギー（Enet）は、「回収エネルギー（Eout）－投入エネルギー（Ein）」で

求められる。

EROIは、「回収エネルギー÷投入エネルギー」という単純な割り算で求められ、単位のつか

ない数字で表される。社会が使うことのできるエネルギーを考える上で問題となるのは、EROI

が 1以下になる時である。1リットルの石油を取り出すのに 10リットル分の石油エネルギーが必
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要な場合（EROI＝ 0.1）、ここで抽出された 1リットルの石油にもはやエネルギーとしての価値は

ない。つまり、取り出すのに必要となった 10リットル分の石油エネルギーをそのまま社会で使っ

た方がよい。

実際には、社会は余剰エネルギーを必要としているために、EROI＝1では、文明が成り立た

ない。EROIをめぐっては、「10」あたりが現代文明を成り立たせる上での境目であると認識され

ている。図 2は、「正味エネルギーの崖（net energy cliff）」として知られているグラフである。

このグラフが示すように、EROIは 10を切るあたりから、エネルギー生産に使われるエネルギー

の割合が増え、割りの悪い（質の悪い）エネルギーとなってしまう。

かつての中東の大油田は、地下から原油が勢いよく自噴しており、EROIは 100を越えたと見

積もられている。ところが、年数が経つにつれ、自噴することをやめてしまい、今では、海水を

図1 EROI および EPRの概念図

（出所）“eroei.net” および、松島潤を参考に一部筆者改変 3。

図 2 正味エネルギーの崖

（出所）Kurt Cobbを基に一部筆者改変 4。
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注入することで中の原油を取り出す 2次回収や、水蒸気を注入する3次回収が行われるようになっ

ている。また、非在来型油田は、概して EROIの値が低く、一桁台という資源も珍しくない。

世界のイージーオイルは、ほぼすべて発見されてしまった。現在の国際社会は、かつて発見さ

れたイージーオイルの残りと、新たに供給されるようになった非在来型油田からの原油に頼るよう

になっている。今後どのような技術が生み出されようと、再びイージーオイル時代に戻ることはな

いだろう。イージーオイル時代はすでに終焉を迎えたことを受け入れ、これからの国際社会の秩

序は、ポスト・イージーオイル時代だということを前提に組み立てられなければならない。

本稿では、このような認識に基づき、イージーオイル時代の終焉は、国際社会にとってどのよ

うな意味を与えるのかという点について考察していく。特に、エネルギー環境の構造的変化が、

産油国および国際秩序に与える影響について考える。そのことで、ポスト・イージーオイル時代

におけるエネルギー安全保障の課題についての示唆を導き出したい。

１．在来型油田と非在来型油田をめぐる評価

図 3は、人類が原油を利用するための条件を図式化したものである。人類が原油にアクセス

するためには、「地下の論理」と「地上の論理」の両方が合致する必要がある。地下の論理と

は、地球物理学的・地質学的な制約や利用可能な技術、1以上の EROIなどを指す。石油地質

学や資源工学など、これまで自然科学が主に扱ってきた領域である。地上の論理とは、治安状

況を含めた当該国の政治経済状況や、法的な規制の状況、油価、投資環境などを指す。こちら

は、社会科学が扱ってきた領域である。

イージーオイル時代には、アクセスする地下の原油はどれも「イージー」なものだけであったの

で、「地下の論理」にそれほど注意を払わなくてもよかったが、ポスト・イージーオイル時代には、

この両者の合致が重要になる。金銭的なコストさえ釣り合えば、いくらでも原油にアクセスでき

るという時代ではないのである（地下の論理的に割に合うか合わないかという資源の「本当のコ

スト」を見誤り、地上の論理である「市場の動向」だけで投資判断を行うと、手痛いしっぺ返

しを食う可能性がある 5）。このような視点から、在来型油田と非在来型油田をどのように理解

図 3 原油利用のための条件

（出所）筆者作成。
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したらよいのかを説明したのが、図 4および図 5である。

図 4は、在来型資源の特徴を示している。ガワール油田やブルガン油田のような巨大油田は

利用できる正味エネルギー量も多いが、油田の数は極めて少ない。EROI（図中では EROEIと

なっているが、同じ概念である）の値も高く、採掘コストも安い。最近発見されているような規

模の小さな油田は、数は多いが、使える正味エネルギー量は少ない。EROIの値も低く、採掘

コストも高い。これらの油田をどれだけかき集めたとしても、中東の大油田とは、その価値にお

いて比較にならない。

図 4 在来型資源を表す三角形

（出所）Gareth Robertsを基に一部筆者改変 6。

図 5は、非在来型資源の特徴を表している。EROIの値が高く、採掘コストも安く、かつ純

度も高い「スウィートスポット」は限られている。その他、EROIの値が低く、採掘コストも高く、

純度も低い原油であれば地下に大量にあるが、そのような原油は、在来型油田の減衰を代替で

きるような代物ではない。

採掘コストが高いということは、油価が一定以上の水準でないと、ビジネスとして成り立たない。

投資をする立場から言えば、当然ながら、質の高い「スウィートスポット」の原油を目指すことに

なるが、こうした原油の量は限られている。残っていくのはより質の悪い原油であり、埋蔵量に

比例するかのように投資リスクは大きくなっていく。投資家が二の足を踏むようでは、非在来型

油田のビジネスは回っていかない。アメリカのシェールオイルについても、2020年頃が転換点と

なるのではないかという見方を示す専門家は多い 8。

油価が高くなれば、EROIの低い非在来型油田の開発・生産が促進されるようになる。これ

らの原油は、開発費用の転嫁が保障されるような時だけ市場に運ばれる原油である。逆に油価
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が下がると、これらの油田からは撤退せざるを得ない。採掘コストが非在来型油田と比べもの

にならないくらい低い在来型油田への依存度が高まることになる。とはいえ、こうした在来型油

田であっても、投資が停滞するようでは中長期的に見て既存の減衰分を補うことができなくなる。

また、油価が安いと、産油国の財政状況にマイナスの影響を与える。

総合的に考えると、原油輸入国がシェールオイルをはじめとする非在来型資源に多くを期待す

図 5 非在来型資源を表す三角形

（出所）Gareth Robertsを基に一部筆者改変 7。

図 6 アメリカの原油生産量、消費量、輸出量

（出所）BP Statistical Review 2016を基に筆者作成。
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るのは避けた方が無難であろう。図 6は、アメリカの原油生産量、消費量、輸出量を示したグ

ラフであるが、ここ数年でアメリカの原油生産量は増加しているとはいえ、国内消費をまかなえ

るほどの量に達していない。国内での原油の精製量に限界があるため、この限界を越えるよう

なシェールオイルについては、一部輸出に回ることになるであろうが、量としては少ない。アメリ

カでの原油生産は大半が国内消費に回るのであって、資源輸入国にとって「シェール革命」に多

くの期待をするわけにはいかない。

結局のところ、多少なりとも増産余力があり、採掘コストが安く、EROIが比較的高い原油の

大半は、依然として中東地域に存在している。ポスト・イージーオイル時代における、「イージー」

な石油の価値を過小評価してはいけない。

「地下の論理」で優位に立つ中東地域の懸念は、混迷する「地上」の状況である。リビアも

イラクもイランも、イージーな石油の増産余力があるが、「地上の論理」がスムーズな生産と輸

出の妨げとなっている。中長期的に中東の域内秩序を保ち、今以上の混乱状況にさせないため

の努力は、エネルギー安全保障の観点からも重要な課題となる。

２．エネルギー環境の変化が産油国に与える影響と中東域内秩序の展望

今や、中東各国の情勢や域内秩序は、国内や域内だけでは完結しなくなってしまった。域内

の国家の状況や域内秩序が外部環境に与える影響が増大していることに加え、外部環境が域

内秩序に与える影響も同時に増している。

このエネルギー環境の構造的変化と関連して論じられることの多い「外部環境」は、金融お

よび経済システムが障害を来す可能性があるのではないかというものである。

国際社会におけるエネルギー環境の構造的変化についての議論としては、原油生産量のピー

ク時期を論じてきた「ピーク・オイル論（Peak Oil）」がある 9。

ピーク・オイル論では、主に石油地質学者や資源工学者らによって、原油生産の物理的なピー

ク時期の予測が主な論点となっていた。ピーク・オイル論者の主張は、物理的なピークが一般

的に思われているよりも早い 2000年代にやってくることと、これらを技術によって解決すること

は不可能であるというものであった。第 1世代のピーク・オイル論者たちは、こうした主に自然

科学的な議論を積み重ねてきた。

ところが、最近のピーク・オイル論の展開は、より社会科学的視点からの議論が行われるよう

になっている。第 2世代のピーク・オイル論者の関心事は、EROIの低下という問題が社会にど

のような影響を与えるのかというものであり、真っ先に影響が表出する先として金融および経済

システムが取りあげられている 10。

紙幅の関係から議論の詳細は割愛するが、要約すると以下のような議論が行われている。「金

利」の持続可能性は、経済が拡大局面にある時のみ担保される。なぜなら、少なくとも金利分

以上の拡大がなければ、どこかで誰かが金利を工面できずに破綻してしまうし、この状況を放
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置しておくと金融機関の不良債権が増大し、金融機関自体が破綻してしまうためである。他方、

経済成長を決める第一義的要因は、正味のエネルギー投入量である（エネルギーの消費量と経

済成長との間には正の相関関係がある）が、エネルギー投入量には限界があり、どこかでピー

クがやってくる。

「原油を必要とする経済」を伸ばせないのだとすれば、システムのクラッシュを避けるために

は「原油を必要としない経済」がカバーをしていかなくてはならない。代表的な政策的対応は、

「（金融機関の）救済措置」、「量的緩和」、「流動性の注入」などである。第 2世代のピーク・

オイル論者は、経済成長のスピードよりも国家債務の成長スピードが速いような状況は不健全で

あり、こうした政策をいつまでも続けることは不可能であるから、どこかの段階で金融システム

に不具合が生じることを懸念している。

金融システムの機能不全として記憶に新しいのは、2008年に起きた「サブプライムローン」に

端を発した金融・経済危機である。こうした「外部環境」の劇的な変化は、当然中東地域にも

影響を与えた。バブルの様相を呈していたドバイの躍進にブレーキがかかったのも、この金融

危機の影響であった。「次の金融危機」が本当に起きるとしたら、中東の域内秩序は今以上に

揺さぶられることになる。特に懸念されるのは、産油国への影響である。

サウジアラビアは、石油収入に頼った社会設計からの脱却を目的として「ビジョン 2030」を打

ち出している。石油収入にのみ頼った国家運営に限界があることは、これまでも指摘されてきた

ことであるが、本気で取り組まなくてはいけないような状況になっていることの裏返しでもある。

産油国にとっての困難は、原油の産出量がピークを迎えることで一気に加速する。特に、国

内人口の増加を伴い、国内での原油消費量が増大することと同時に起こると、輸出余力を一気

に失ってしまう。産出ピーク、国内消費量の増加（主な要因は人口増加）、輸出余力の消失とい

う3点セットは、多くの産油国がこれまでも経験したことである。石油収入のみに頼らない社会

設計に成功すれば、大きな混乱に巻き込まれずに済むが、経済構造の変革に失敗すると社会は

持続可能性を失ってしまう。中東地域で、こうした困難にいち早く直面したのがエジプトである。

図 7は、エジプトの原油生産量、消費量、輸出量の推移を示したグラフである。このグラフ

が示しているように、エジプトにおける原油生産は、1970年代から1990年代にかけて毎年のよ

うに産出量を増やしていったが、1990年代に入ると産出量が横ばいとなっている。エジプトの

原油生産がピークを迎えたのは、1993年である。それ以降、1993年を上回る生産を記録した

年はない。

重要なのは、原油の輸出量である。エジプトの原油輸出量がピークを迎えたのは 1996年で

あるが、注目しなければいけないのはピークを迎えてからの減衰率が著しいという点である。最

大量の輸出を誇った 1996年以降、輸出量は一気に減り始め、2000年代後半には輸出余力を

失い、原油輸入国に転落している。

この原因は、国内での原油消費量の増加である。1つの要因は近代化が進んだことで、1人
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あたりの原油消費量が増加したことであるが、決定的な要因は人口の増加である。エジプトに

おける爆発的な人口の増加は、若年層の失業率の問題と共に、原油輸出国から原油輸入国へ

の転落というもう1つの重要な変化をエジプト社会に突きつけた。

同様の構造的な変化を経験する産油国は多い。図 8はマレーシア、図 9はインドネシアの状

況を示したものであるが、両国とも似た変化を経験していることがわかる。両国ともすでに原油

の輸出収入に頼れない状況にあり、経済運営に失敗すると、その社会的影響は大きい。

図7 エジプトの原油生産量、消費量、輸出量

（出所）BP Statistical Review 2016を基に筆者作成。

図 8 マレーシアの原油生産量、消費量、輸出量

（出所）BP Statistical Review 2016を基に筆者作成。
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このような視点は、産油国の社会情勢の変化を分析するにあたって有用である。どの産油国も、

基本的には似たようなエネルギー環境をめぐる構造的変化を経験することを踏まえるならば、現

在のところ原油の輸入国には転落していないものの、近い将来同様の状況に直面する可能性の

ある国家を洗い出すことができる。

たとえば、図 10が示すメキシコの事例である。メキシコには、世界有数の巨大油田であるカ

ンタレル油田がある。メキシコの原油生産は、2000年代中頃にピークを迎えており、現在は減

図10 メキシコの原油生産量、消費量、輸出量

（出所）BP Statistical Review 2016を基に筆者作成。

図 9 インドネシアの原油生産量、消費量、輸出量

（出所）BP Statistical Review 2016を基に筆者作成。
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衰期に入っている。メキシコの原油輸出量のピークは 2003年の日量 179万バレルであったが、7

年後の 2010年には約半分の日量 90万バレルにまで落ち込んでいる。

「ビジョン 2030」を打ち出したサウジアラビアの状況については、図 11が示す通りである。

サウジアラビアの場合は、まだ原油生産のピークに達していない。生産量を増やす余力は今後

もあると言われているが、いつまでも増やし続けることはできない。世界最大のガワール油田を

抱えるサウジアラビアであっても、その他の世界中の油田が例外なく経験してきたように、いつ

かは原油生産のピークを迎えることになる。

図11 サウジアラビアの原油生産量、消費量、輸出量

（出所）BP Statistical Review 2016を基に筆者作成。

他方、サウジアラビアでは、人口増加に加え、火力発電による電力供給を行っていることもあ

り（海水を淡水化するプロセスに電力は不可欠であり、飲料水を確保するために電力を必要とし

ているという国内事情もある）、原油の国内消費量が増加傾向にある。社会システムの大部分を

原油収入に頼っているサウジアラビアにとっては、現状でもすでに大きな圧力を受けている。

原油生産が（おそらくそう遠くない将来に）ピークを迎えることを防ぐことはできないし、人口

が増加する社会で原油の国内消費を抑えることも難しい。補助金を削減してエネルギー価格を引

き上げれば、節約を促すことができるかもしれないが、安いエネルギーに慣れていた国民にとっ

ては不満の種になるだろう。

油価も国家財政に大きな影響を与える。サウジアラビアの油田の採掘コストは安いとはいえ、

国家財政を原油輸出収入が支えている状況にあっては、油価が安すぎては財政が成り立たない。

油価がいくらなのかも重要であるが、ある程度油価が安定していることも、国家運営の観点か

ら必要なことである。現在のように、油価が安定せず、簡単に変動してしまうような状況は、国
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家の安定にとってはマイナス要因となり得る。

現状でも十分な圧力に直面している中、「外部環境」の変化として金融システムにダメージ

が起きると、「アラブの春」以降も比較的安定していた産油国の政情が不安定化する可能性が

ある。イタリアのモンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行やドイツのドイツ銀行など、ヨーロッパ

のいくつかの銀行が名指しで「経営危機」を指摘されているし、ギリシャの「国家債務危機」

も本質的には何も解決をしていない。中東の域内秩序をめぐる展望は、引き続き厳しいと言わざ

るを得ない。

おわりに――ポスト・イージーオイル時代のエネルギー安全保障

産油国で、原油生産のピークが訪れ、国内需要が増加することに伴って、輸出余力が徐々に

失われていくというモデル（Export Land Modelとして知られている）は、産油国自身に影響を

与えると同時に、日本のような原油輸入国にとっても懸念すべき問題である。本稿で検討したよ

うに、EROI概念を使いながら在来型油田と非在来型油田の特徴を見ていくと、非在来型資源

に過度な期待はできないことが見えてくる。ポスト・イージーオイル時代では、尚更、残存する

イージーオイルの重要性が増してくる。

厄介なことに、われわれがアクセスできるイージーオイルの量は限られているうえに、こうした

油田は偏在しており、ほとんどは中東地域に集中している。リビアやイラクのように、「地下の論

理」としては十分なポテンシャルがありながら「地上の論理」が原油生産を難しくしているケー

スもある。

日本にとって最大の原油輸入先はサウジアラビアであるが、「産油国」としてのサウジアラビ

アは経済構造の変革に本気で取り組まざるを得ないほどの圧力を受けている。サウジアラビア

の安定は、エネルギー安全保障の観点から極めて重要であるが、安定を脅かす要因に事欠か

ない。

日本にとって、サウジアラビアに次ぐ原油の輸入先はアラブ首長国連邦（UAE）である。当

然、日本以外の各国も原油へのアクセスを求めて UAEに積極的に働きかけている。油田開発

の現場からは、中国の存在感の大きさを聞くことが多い。日本の自主開発油田については、政

府目標として40％を掲げているものの、現状では 20％に満たない状況である。イージーなオイ

ルが急激に減少していくような現状では、投資のリスクもそれだけ大きくなることを意味する。

市場や民間だけでは、対応が難しい案件が増える中、政府による政策的対応も求められるだろ

う。いずれにせよ、貴重なイージーオイルへのアクセスをいかに維持していくか、真剣に取り組

んでいく必要がある。

原油を安定的に供給していくためには、投資環境を保持し、継続的な投資が続けられる必要

がある。一般的に、油田開発から生産までには 6～ 7年程度の時間が必要だと言われている。

投資が滞ると、中長期的な原油供給に問題を生じさせる。
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この点でも、「イージー」な原油が少なくなっていることは逆風となっている。原油の採掘コス

トの上昇は、石油企業の業績を圧迫している。儲けを出しにくい状況は、こうした企業への投

資資金を遠ざけてしまう。ポスト・イージーオイル時代では、あらゆる局面で原油への安定的な

アクセスが困難になっていく。自国でエネルギーを自給することができない資源輸入国としては、

お金さえ出せばいつでも手に入るという「市場物資」としてのみ原油を捉えないようにしなくては

ならない。

原油供給先として、引き続き中東地域は重要である。他方、「アラブの春」以降、この地域は

極めて不安定な状況にある。比較的政情が安定していた産油国であっても、この先楽観視はで

きない。産油国も含む形で域内秩序が失われるような状況を、なんとしても避けなくてはならな

い。
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第 3章　 制裁解除から 1年のイラン――トランプ政権への警戒と
2017年大統領選挙に向けた動き

貫井　万里

はじめに

2016年 1月16日にイラン核合意、すなわち「包括的共同行動計画」（Joint Comprehensive 

Plan of Action: JCPOA）が施行されてから1年が経過した。これによって核関連の制裁は解除

されたものの、テロ支援やミサイル関連活動、人権問題に関するアメリカの対イラン独自制裁は

続いており、海外との経済取引はロウハーニー政権（Ḥasan Rouḥānī）が合意前に喧伝してい

たほどには活発化していない。また、2016年 11月 9日の米国大統領選挙の結果、核合意に批

判的な共和党のトランプ政権（Donald Trump）が誕生し、対イラン強硬策への転換が危惧され

ている。イラン国内では強硬保守派が、経済停滞を理由にロウハーニー政権への攻撃を強め、

2017年 5月の大統領選挙に向けて対決姿勢を露にしている。本稿では、核合意施行から約 1

年を経たイランの内政と外交の現状と課題を、対米関係に焦点をあてて分析する。

1．制裁解除後のイラン経済

（1）イラン経済の概況

2012年に－ 6.8%を記録した経済成長率は、2014年 3%、2015年 1%、2016年約 7.4%（イ

ラン中央銀行見込み）に上向き、イラン経済は回復基調にある 1。2012年と 2013年に 30%を

超えたインフレ率は、2014年と 2015年には 15%前後、2016年に入ってからは 10％以下と、政

府の財政健全化とインフレ抑制政策の効果が出てきている。2013年に対ドル市中レートが 1ド

ル 4万リアルにまで下落したリアル価は、ロウハーニー政権が成立した 2013年以降、1ドル 3

万リアル前後で安定していた。しかし、トランプ候補の米大統領選出後、2016年 12月に再

度、1ドル 4万リアルにまで急落し、新政権への警戒感がイランの市場に広がっている 2。また、

2016年 7月にイラン全土で行われた世論調査において、回答者の 74%が「生活水準に向上が

みられない」と回答しており、制裁解除による恩恵の実感が国民に広がっていない 3。

（2）核合意後の主な海外との取引

2017年 1月17日に国会に提出されたイラン外務省報告書では、核合意後の主な成果として①

海外凍結資産の解除、②「国際銀行間通信協会」（Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications: SWIFT）システムへの再接続、③石油輸出の増加、④航空産業の活性化、

⑤海運・鉄道輸送業の活性化、⑥観光業の振興、⑦自動車産業の回復、⑧絨毯輸出の増加、

⑨医薬品・医療機器輸入の円滑化の 9項目が挙げられている 4。
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2012年にアメリカおよび欧州連合（Europe Union: EU）による対イラン制裁強化措置を受け、

イランの石油輸出量は 1日150万バレルに低下していたが、2016年 9月には制裁前とほぼ同量

の日量 385万バレルに回復した。核合意によって、石油輸入代金として海外の銀行口座に支払

われていた海外凍結資産が解除され、約 99億ドルがイランに送金された。しかし、イランが

保有する総額 1千億ドル以上と見込まれる在外資産の送金は滞りがちであり、大規模プロジェ

クトへの資金が不足しているとされる。

中央銀行を含むイランの諸銀行が 4年ぶりに SWIFTの国際支払い通知システムに再接続さ

れたにもかかわらず、海外送金が停滞している大きな原因として、アメリカの独自制裁に対する

警戒から、欧州大手行経由の対イラン取引が回復していない点が挙げられる。加えて、イラン

の銀行側に SWIFTに対応できる技術や体制の未整備という問題もある。そうした中、日本の

大手銀行は、2016年以降、イランの主要銀行とのコルレス契約を復活させ、円建て送金が可能

となった。欧州大手行に比べた邦銀の迅速な対応は、2016年 2月 5日に調印された「日・イラ

ン投資協定」が促進材料となったといえよう。

他方、制裁下でも一部認められてきた分野でのイラン企業と外国企業との取引は正常化しつ

つある。2015年 9月に、フランスの大型ホテルチェーンのアコーホテルズが、イランへの出張者

や観光客の増加を見据え、イランでホテル事業を始動させた 5。一部の医薬品や医療機器につ

いても、米財務当局の対イラン輸出の免除規定が 2009年以降も設けられてきたが、海外送金

の障害から輸入が停滞し、イラン国内で薬不足が深刻化した。ロウハーニー大統領当選後の

2013年 7月にオバマ米政権（Barack Obama）はイランに輸出される医療用品、農産品及び人

道援助物資への制限を大幅に緩和し、制裁解除後は薬不足が解消された 6。

イランにとって制裁解除後の最大の成果は、約 40年ぶりに旅客機の購入が実現したことであ

る（「JCPOA」第 22条）。1979年のアメリカ大使館占拠事件後の対イラン経済制裁により、イラ

ンの航空会社は航空機材の更新ができず、機体の老朽化のため、事故が相次いでいた。欧州

エアバス社は、2016年 1月のロウハーニー大統領の訪仏時に中距離飛行（A320及びA330）と

中長距離飛行（A350）旅客機のイランへの売却を決定した。しかし、エアバス機部品の一部

がアメリカ製であったため、販売許可を得る必要が生じた。2016年 9月に米財務省は、軍事転

用や他国への転売禁止を条件に、米ボーイング機と欧州エアバス機の対イラン輸出を許可した。

2016年 12月 22日にエアバス社は、イラン航空と旅客機 100機の売却契約を確定させ、2017

年 1月17日に最初の旅客機 A320がテヘランのメフラーバード空港に到着した。2017年中に約

10機（A320及びA330）の引き渡しが予定されている。

2016年 12月11日にボーイング社も、取引総額 166億米ドル（約 1兆 9,600億円）の旅客機

80機をイラン航空に販売する正式契約を締結し、2018年に最初の機体がイラン側に引き渡され

る見通しである。ボーイング社とイラン航空との基本契約から最終契約までに半年近くの時間が

かかった背景には、米財務省からの販売許可の取得に加え、米ドルでのイランとの取引が原則
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禁止されているため、決済上の制約も障害となったこともある。同社は、イランとの取引に否定

的なトランプ政権や議会多数派の共和党議員に対し、「同社の航空機販売が世界的に減少する

中で、イランへの販売中止は大きな打撃であり、イラン向けの航空機製造の就業者人口は 10万

人に達する」と主張し、契約履行を推し進めようとしている 7。

（3）対外貿易の課題

当初の予想ほどに、イランの貿易や投資が活発化していない理由は、第 1に、再
スナップバック

制裁や米政

府による対イラン新制裁法の導入への企業の警戒によるところが大きい。第 2に、アメリカのテ

ロ及び人権関連の制裁が維持されており、アメリカの金融システムを利用したイランとの取引の禁

止、米企業・個人の対イラン貿易や米ドル決済の制限などが継続している。そのため、イランと

の取引を開始しようとする外国企業は、まず国連及び欧米の制裁リストにある企業・個人と、イ

ランの取引先との関連を調査するデューデリジェンス（Due diligence）を行う必要がある。第 3

に、銀行送金の制裁は解除されたものの、ヨーロッパの大手銀行がイランとの取引に二の足を

踏んでいるため、ユーロでの決済が滞っている。第 4に、長期にわたる制裁の下で特別な経済

構造を発展させてきたイランに、グローバルな市場経済取引に対応できるシステムや人材が整備

されていない。

2016年 1月のフランスの自動車メーカー、PSA・プジョーシトロエングループによるイラン・ホ

ドロー社への 4億ユーロ（約 520億円）に上る投資契約や、2016年 9月のフランスの自動車大

手ルノー社とイラン鉱山産業貿易省傘下の開発革新公社（Industrial Development & Renovation 

Organization of Iran: IDRO）の合弁事業の再開が発表されている 8。ドイツのシーメンス社も、

テヘラン＝マシュハド間の電化高速鉄道やテヘラン＝エスファハーン間の高速鉄道への参入を決

定した。2015年 7月14日のイラン核合意成立直後から、大規模な経済ミッションをテヘランに

派遣してきた欧州勢は、次 と々大型プロジェクトへの参入を決定したが、上記の問題、特に海

外送金の困難が原因となって、多くの契約が本契約に至らず、事業は停滞しており、イラン側の

不満が募っている。加えて、次節で詳説するように、トランプ政権の成立により、アメリカの対

イラン政策が JCPOA維持の最大のリスク要因として浮上している。

2．アメリカの対イラン政策――JCPOA体制維持の最大のリスク要因

2016年 9月及び 12月に国際原子力機関（International Atomic Energy Agency: IAEA）は、

JCPOAに規定された義務に対するイランの概ね遅滞ない遂行を報告している 9。しかし、米両

院で多数を占める共和党議員の大半が、JCPOAに懐疑的で、新たな対イラン制裁法案を導入

しようとする動きが度々浮上してきた。これに対し、核合意を「政治的遺産」と位置づけるオバ

マ大統領は、拒否権発動を示唆することによって JCPOAをかろうじて維持してきた。エアバス

社とボーイング社のイランへの航空機の輸出許可が下りたのも、オバマ政権の政治的判断によ
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るところが大きい。しかし、2017年 1月 20日のトランプ政権誕生によって、JCPOAの行方が不

透明になっている。

トランプ新大統領は、選挙キャンペーンの時から「JCPOAは最悪の取引であり、当選の暁に

は即刻破棄する」と宣言していた。国連安全保障理事会常任理事国及びドイツ（P5+1）の各国

首脳が JCPOA体制の維持を働きかけているが、トランプ大統領は EU諸国や北大西洋条約機

構（North Atlantic Treaty Organization: NATO）への批判を繰り返し、外国首脳の説得を聞き

入れるそぶりは今のところ見られない。本節では、トランプ大統領の対中東政策に影響を及ぼし

うる政権の主要アクターを分析し、JCPOAの今後とイラン制裁を巡るアメリカの動きを考察する。

（1）トランプ政権内の対中東政策のキーパーソン

国務長官に任命されたレックス・ティラーソン（Rex Tillerson）・エクソン・モービル前会長兼

最高経営責任者（CEO）は、2014年 5月に同社の株主総会で制裁の効果に疑問を呈する意見

を述べ、2016年 5月の CNBCとのインタビューではイラン進出に関心を示していた。2017年 1

月11日に行われた上院公聴会で、ティラーソンはイランに JCPOAの規定をより厳格に遵守させ

るための措置の検討、及び JCPOA後のイランの核関連活動に対する監視システムの構築の必

要性を認めつつも、「JCPOAの枠組みを維持することが望ましい」との見解を示した。また同氏

は、中東における優先課題は対「イスラーム国（Isalamic State: IS）」であり、政
レジーム・チェンジ

権転覆政策

を否定し、対中東政策への現実的な姿勢を示した 10。現時点では同氏のトランプ大統領への影

響力は未知数である。

退役海兵隊大将のジェームス・マティス（James Mattis）は、イランを「中東の安定と平和に

対する最大の脅威」とみなす、対イラン強硬派として有名な人物である。マティス将軍はイラン

領内の核関連施設の空爆を主張したため、2013年にオバマ大統領によって中央軍司令官を罷

免されている。マティスは「オバマ大統領の『リバランシング政策』に伴う中東からの撤退が地

域に力の空白を生み出し、不安定化の原因となった」として、サウジアラビアを始めとする中東

の同盟国との協力の必要性を説き、プーチン大統領（Vladimir Putin）やアサド大統領（Bashshār 

al-Asad）には批判的な姿勢をとってきた。マティス国防長官候補は、上院公聴会では「JCPOA

は不完全ではあるが維持すべきで、他国との国際協定を簡単に破棄すべきではなく、イスラエ

ルの安全保障にとっても JCPOAは有益」との見方を示した 11。また、イランや ISの脅威につ

いては、イランとの戦闘やペルシア湾駐留米軍の増派を否定している 12。マティスは、専門家と

してトランプ大統領に対し、自由に見解を述べることができる立場にあるとされ、大統領からの

信頼も厚いとみられる。

トランプ新政権にとって、マイケル・フリン国家安全保障担当大統領補佐官（Michael Flynn）

が、ロシアとの接触疑惑から政権発足後わずか 3週間で辞任に追い込まれたことは大きな痛手

である。元国防情報局（Defense Intelligence Agency: DIA）局長のフリンは、自著の中で、イ
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ランをテロ支援国家として徹底批判し、「9.11事件後、イラクよりもイランの政
レジーム・チェンジ

権転覆を実施す

べきであった」と主張し、イランに対する強硬な姿勢を明示してきた 13。フリンがホワイトハウス

を去った後も、同様に対イラン強硬派のスティーブ・バノン首席戦略官（Steve Bannon）が、国

家安全保障会議（National Security Council: NSC）で大きな発言権を持つと考えられる。バノ

ンは、失敗に終わった 1980年の「在テヘラン米国大使館人質救出作戦」に当時、海兵隊員と

して後方支援に関わった経験から、イラン・イスラーム共和国に対する強い反感と猜疑心を持っ

ているとされる。今後、強硬な対中東政策実施をトランプ大統領に働きかけるバノン等強硬派

に対し、マティス国防長官とティラーソン国務長官が緩衝材となって現実路線に修正しようとす

る、政権内の攻防が予想される。

また、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相（Benjamin Netanyahu）は、2016年 12月の

電話会談に続いて、2017年 2月15日にトランプ新大統領とホワイトハウスで会談を行った。イ

スラエル政府は、直接、あるいはイスラエル・ロビーやユダヤ系のジャレッド・クシュナー大統領

上級顧問（Jared Kushner）を含む親イスラエル派の要人を通して、ホワイトハウスや米議会に対

イラン強硬策に転換するよう働きかけているとみられ、イランにとって不利な状況が続く見通し

である。

（2）再
スナップバック

制裁の際に想定される事態と手続き

万一、アメリカが再制裁を決定した場合、どのような事態や手続きが想定されるであろうか。

「JCPOA」第 36及び 37条、「国連決議第 2231号」第 11及び 12条によれば、イランもしくは

P5+1側による明示的な JCPOA違反が発覚し、共同委員会、外相会談及び諮問委員会を通し

た 35日間の紛争解決プロセスで問題の解決に至らなかった場合、制裁解除の維持の如何が国

連安保理で協議の後、票決される。そして、国連安保理常任理事国の一国でも、制裁解除に

拒否権を発動した場合、あるいは制裁解除の維持を求める決議が通告から 30日以内に採択さ

れない場合、再制裁が課される 14。

紛争解決プロセスは最短で 35日間であるが、その過程で紛争当事者による証拠資料の提出

や調停の遅れにより、対イラン再制裁を問う国連安保理の票決に至るまで数か月の時間がかか

ることが想定される。そのため、イランの内政を左右する 2017年 5月のイラン大統領選までに

再制裁を成立させることは困難であろう。また、イランによる明らかな JCPOA違反が見られな

い場合、国際世論の反発が予期され、米政府にとって対イラン再制裁を導入するコストは高くな

る。そして、アメリカが再制裁を課すことに成功しても、各国による制裁破りが蔓延し、効果的

な制裁網を構築できない恐れもある。

従って現状では、トランプ新政権はミサイル実験、テロ支援、人権問題等、核問題と直接か

かわらない事項を理由に新たな制裁を課してイランへの監視を強めつつ、JCPOAの枠組みを残

す可能性が高い。2015年 7月の核合意成立後も、アメリカ政府はいくつかの対イラン制裁法を
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成立させている。

（3）米国による対イラン制裁法の延長

1996年に成立した対イラン制裁法（Iran Sanctions Act: ISA）は、2016年 12月 31日に期限

切れを迎えることになっていたが、同法の 10年間延長法案が 12月1日までに米両院でほぼ満

場一致で可決した。オバマ大統領は署名を拒否したものの、拒否権を発動しなかったため、対

イラン制裁延長法は大統領の署名のないまま12月15日に成立した 15。

同法は、イランのエネルギー分野に対して年間 2億ドル以上の投資を米国及び第三国の企業

に禁じているため、海外からの投資を呼び込みたいイランにとって大きな打撃である。そのため

ロウハーニー大統領は、12月13日に原子力船用の核燃料開発を検討するようサーレヒー原子力

庁長官（‘Alī Akbar Ṣāleḥī）に指示を出し、明確な対抗措置を実施することで、国内強硬派に

よる批判の回避を図った。オバマ政権はこの措置を JCPOA違反ではないとの見方を示し、抑

制的に対応している。

12月17日に、ザリーフ外相（Moḥammadjavād Ẓarīf）が P5+1に「JCPOA共同委員会」の

設立を要請した。これを受け、2017年 1月10日に、アメリカの対イラン制裁法の 10年延長が

JCPOAに抵触するかどうかを審査するための共同委員会がウィーンで開催された。最終的に

「アメリカの代表団は、同国の JCPOA遵守を再度確約し、米制裁法の中身は、JCPOA協定の

実施を困難にするものではないと述べた」との声明が発表され、両国の JCPOA体制からの離

脱は回避された 16。

（4）イランのミサイル実験に対する解釈

トランプ政権は、2017年 1月 29日のイスラーム革命防衛隊（Islamic Revolutionary Guard 

Corps: IRGC）によるミサイル実験を機に、イランへの批判を強めているが、ミサイル実験は

JCPOA 違反となるのであろうか。2015年 7月 17日に成立し、2016年 1月 16日に発効した

JCPOAを承認する国連安保理決議 2231号は、イランに対し、核弾頭搭載可能な形に設計され

た弾道ミサイルに関して、ミサイル技術を使用した発射を含め、如何なる関連活動も 8年間実施

しないよう求めている（Annex B para. 3-4）。2010年 6月 9日に成立し、決議 2231号の発効に

よって失効した国連安保理決議 1929号では、ミサイル関連活動は明示的に禁止されていたが、

2231号はイランに努力を求めているものの、必ずしも明確に禁止する文言を使用していない 17。

従って、イランの弾道ミサイル実験が JCPOAに抵触するかどうかはグレーゾーンにあり、2016

年 1月16日以降に実施された核弾頭搭載可能な形に設計されていない弾道ミサイルの実験は、

厳密には JCPOA違反ではないとの解釈が可能である。

イランは、核弾頭搭載可能な形に設計されていない弾道ミサイル実験は JCPOAの枠内の活

動であると主張して、2015年 10月11日、2016年 3月 9日、2017年 1月 29日に中距離弾道ミ
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サイルの発射実験を繰り返した。また、国連安保理決議 1929号によって中断していたロシアか

らイランへのミサイル防衛システム S300の引渡しが 2016年 10月に完了し、イランはミサイル防

衛能力を向上させてきた。

これに対し、米議会は 6企業と 2個人を制裁対象とする制裁法案を可決し、2016年 1月17

日にオバマ大統領も承認した。2017年 2月1日にフリン大統領補佐官は、イスラーム革命防衛

隊によるミサイル実験を激しく非難するとともに、「今後、イランを公式に監視対象とする」と警

告し、オバマ前政権の対イラン融和策との決別を宣言した。続いて 2月 3日に米財務省は、イ

ランのミサイル実験への関与及び IRGCゴッズ軍支援が疑われる13名の個人と12名の団体を

新たにイラン制裁リストに加えることを公表した。同日、トランプ大統領もツイッターで、「イラン

の挑発行為に対し、オバマ前大統領とは異なって断固たる対応をとる」と発言している 18。

（5）米上院での対イラン制裁強化法案導入に向けた動き

2017年 1月 25日にマルコ・ルビオ上院議員（Marco Rubio、フロリダ州選出共和党）は、12

月に上院に提出された「対イラン制裁強化法案」を再提出することを公表し、オバマ前政権の

対イラン融和策を全面的に改め、イランへ強硬な姿勢をとるために、トランプ新政権に協力する

と述べた。ルビオ、トッド・ヤング（Todd Young、インディアナ州選出共和党）、ジョン・コーニ

ン（John Cornyn、テキサス州選出共和党）の三上院議員の提案した同法案では、IRGC及び

マーハーン航空に加え、「航空産業機構（Sāzmān-e Ṣanāye‘-e Havāfaẓā）」、「シャヒード・ヘン

マト産業グループ（Gorūh-e Ṣana‘tī-ye Shahīd Hemmat）」、「シャーヒード・バーゲリー産業グルー

プ（Gorūh-e Ṣana‘tī-ye Shahīd Bāqerī）」等ミサイル計画への関与が疑われる組織によって 25％

以上の株式を所有されている企業が新たに制裁対象に含まれる。また、国連安保理決議の制

裁リストに以前に掲載されていた組織・個人は、ミサイル実験に関与していないという米大統領

の証明書を必要とし、証明書がない場合には制裁の対象となる。同法案は、イランのミサイル

実験にかかわった組織・個人による米金融システムの利用を禁止し、大統領に対しては、イラン

やその他の国 を々テロ支援リストから外すための条件を厳格化した 19。

これまで、2011年に制定された国防授権法によって、IRGCやマーハーン航空等によって

50％以上の株式が保有されている企業が制裁対象とされてきた。同法案が成立して上記組織の

株式保有制限が 25％以上へと厳格化した場合、海外企業によるデューデリジェンスの負担がさ

らに重くなることが予想される。

（6）イラン国内でのトランプ政権への見方

トランプ新政権の対イラン政策、特に JCPOAの行方について、イラン国内で懸念が広がって

いる。2017年 1月17日に国会に提出した報告書の中で、イラン外務省は、「米議会のイラン制

裁法延長とトランプ候補の当選をポスト核合意期における障害」と位置づけ、「イランとの経済
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協力を検討していた外国企業や政府の多くが、JCPOAの将来に不安を抱いている」との情勢

分析を行っている 20。同報告書では、「こうした局面において、イランは国際的な協定を遵守し、

米新大統領のアプローチに対して早急な判断を避ける一方で、あらゆる事態への備えもしておく

べきである」との提言がなされ、慎重に様子を見守ろうとする姿勢が示されている。

保守派系、改革派系を問わず、イランのメディアは総じてトランプ政権の対イラン政策や保護

主義の横行に懸念を示すとともに、イランを含む 7か国のイスラーム諸国出身者の米国入国を

制限する大統領令を人種差別と批判し、JCPOAの行方を不安視する見解が多い。ジャハーネ・

サナァト紙は、トランプ大統領の予想不可能な行動と、アフマディーネジャード前イラン大統

領（Maḥmūd Aḥmadīnezhād）との類似性を指摘し、「イランにとって社会科学、特に経済のモ

デルと思われていたアメリカがイランと同様の混乱を経験している」として驚きを示しつつ、「米

国の政治・社会組織、司法、政党、マスコミ、NGOは、自由を求めて抗議をすることで、自

ら選んだトランプ大統領にどの程度影響を与えることができるのか注視したい」と締めくくって

いる 21。

他方、強硬保守派を代表するケイハーン紙は、「トランプ大統領によるイラン人を含めた入国

禁止、特にイランをテロの元凶とする考えに基づく措置は、トランプ政権に始まったことではな

く、オバマ政権時代に準備されたものの延長にすぎず、トランプは少なくとも我々に恥ずべき

JCPOAを強要しなかった」とトランプ擁護とも受け取れる見解を示し、終始一貫してオバマ前

大統領と JCPOAを受け入れたロウハーニー政権への批判を展開している 22。

同様にアクバル・ハーシェミー・ラフサンジャーニー師（Akbar Hāshemī Rafsanjānī）に代わっ

て新たに公益評議会議長に就任した伝統保守派のモハンマドアリー・モヴァヘディー・ケルマー

ニー師（Moḥammad‘alī Movahedī Kermānī）も、2月 3日の金曜礼拝で、トランプ大統領を「前

任者とは異なり、人間的な高貴さや偉人としての野心を持ち、自国の民に奉仕して、他国に干渉

せず、テロとの戦いのために大統領になった公正な人物」と持ち上げ、「アメリカによる文化的

侵略の脅威が減った」と異例なトランプ称賛発言さえ行っている 23。

イラン国内が対米強硬策か融和策かで二分する中、独自の見解を寄せているのが、ファラヒー

フテガーン紙である。1月 26日付同紙論説は、「トランプの政策は米中間層に打撃を与え、太平

洋では中国の台頭を許し、NATOではフランスの影響力拡大を許す結果になるだろう。イラン

外交もトランプの必然的な失政をチャンスととらえ、国益の維持・拡大に努めるべきである」と

するポジティブな論調である 24。また、トランプ政権という新たな脅威を前に、保守派と改革派

の国民的和解を促す発言も、モハンマド・ハータミー前大統領（Moḥammad Khātamī）を始め

とする改革派から出されている 25。

2月 7日にアリー・ハーメネイー最高指導者（‘Alī Khāmeneī）は、「アメリカの真の姿を示した

トランプに感謝する」と皮肉を込めて語り、「トランプに対するイラン国民の回答は、革命記念

日の 2月10日のデモ行進で示される」と発言した。それは、従来の断固とした対米批判と比べ
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てかなりマイルドであり、不要な対立を避けつつ、国際世論を味方につけ、敵失を待つ最高指

導者の慎重な姿勢の表れとの見方ができる 26。

政府系メディアの報道によれば、2月10日の革命記念日に数百万人がデモ行進に参加し、記

念式典の演説でロウハーニー大統領は「トランプ政権に対して、その圧力に屈しないイラン国民

の一致団結を示した」と宣言した。今年の革命記念日のデモ行進には、改革派のハータミー前

大統領が国民和解を示すために人々への参加を呼び掛けたため、「トランプ政権に抗議するア

メリカ国民を支持する」あるいは「アメリカ政府を批判するが、市民はイランに歓迎する」といっ

たプラカードも掲げられ、恒例の官製デモに留まらない広がりを見せた。

現時点では、ロウハーニー大統領やザリーフ外相は、トランプ政権のイラン批判に対して比較

的強く反論することで、強硬保守派からの弱腰との批判を避けつつ、国内の統合を図ろうとし

ている。他方、ハーメネイー最高指導者は対米批判の先頭には立たず、現実・穏健派と強硬保

守派との間のバランスを取っているものとみられる。

また、2017年 2月 11日に、シャムハーニー国家安全保障最高評議会事務局長（‘Alī 

Shamkhānī）は、「ロシアの戦闘機によるイラン領空通過を必要な場合、継続許可する」と発言

し、ロシアとの連携を強調してみせた。2016年 8月にロシア軍による領内の基地使用が発覚す

ると、イランの国会及び世論では外国軍の領内駐留を禁止する憲法の規定に反するとの批判が

高まり、1週間後にはロシア軍の基地使用が中止された経緯がある。また、2017年 1月 23-24

日にアスタナで行われたロシア主導のシリア和平交渉においても、戦後のシリア権益を巡って

ロシアとイランの確執が報道されていた 27。しかし、トランプという脅威を前に、イラン政府は

JCPOAの破棄や安保理でのアメリカによる対イラン強硬策を封じるための頼みの綱として、ロシ

アに歩み寄りを見せた可能性がある。

3．イラン大統領選に向けた駆け引き

（1）現実・改革派の動き

2016年 2月 26日のイラン国会及び専門家会議選挙では、ロウハーニー政権を支持する現実

派と改革派が大幅に議席数を伸ばした。その背景には、国民の核合意への支持と、制裁解除

後の経済状況改善への強い期待があったからと考えられる 28。第 10期国会で 290議席中約

120議席を有する最大派閥の現実・改革派は、その多数を政治に不慣れな新人議員が占めたた

め、議長団や主要な委員会の委員長選挙で、原則主義派（強硬保守派と伝統保守派で構成）

の後塵を拝し、議会運営での初動ミスが目立った。しかし、今国会では、原則主義派が多数

を占めた前国会では顧みられなかった人権や汚職問題が取り上げられ、司法の不正を正そうと

する新たな動きが出ている

現実・改革派の大きな目標の一つは、2011年以来、自宅軟禁に置かれている緑の運動リーダー

のミールホセイン・ムーサヴィー元首相（Mīrḥosein Mūsavī）とメフディー・キャッルービー元国
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会議長（Mehdī Karrūbī）を解放することにある。しかし、ロウハーニー政権成立後も、依然と

して司法権及び治安当局の締め付けは強く、イスラーム体制に批判的なジャーナリストや政治・

人権活動家の逮捕が続いている。こうした現状を打破するため、現実・改革派議員が中心となっ

て、2016年 7月にテヘラン州エスラームシャフル市のスンナ派モスク閉鎖への抗議 29、10月には

16年の禁固刑に処された人権活動家のナルゲス・モハンマディー（Narges Moḥammadī）の釈

放要求など 30、治安当局と司法によるマイノリティーや人権活動家、ジャーナリストへの弾圧に

対する挑戦が行われている。

2016年 8月には、2兆 2,000億トマンに上るテヘラン市の所有地を違法に払い下げたスキャン

ダルを報道したメーマーリー・ニュース編集長のヤーシャール・ソルターニー（Yāshār Soltānī）

が逮捕されたことを、アリー・モタッハリー副議長（‘Alī Moṭahharī）や改革派議員のマフムード・

サーデキー（Maḥmūd Ṣādeqī）が批判した。市議会議員、国会議員、治安維持軍高官を含む

45名に違法な土地譲渡が行われ、150名の市役所や司法権幹部に法定価格以上の値引き額で

市有地が払い下げられた事実を、モハンマドバーゲル・ガーリ－バーフ市長（Moḥammadbāqer 

Qālībāf）は周知していないと主張している。世論の批判の高まりを受けて、検察は同事件を起

訴したが、司法権は市役所による組織ぐるみの犯行はなかったとの判断を下した 31。現実・改

革派議員は、原則主義派に有利な判決を出すことで、事件をうやむやに終わらせようとしている

司法権の姿勢を問題視し、国会内に調査委員会を設立して事件の真相を明らかにさせる意向を

示した。

テヘラン市有地違法譲渡事件は、2016年 6月以降、政府高官の法外な高給支払いを理由に、

ロウハーニー政権への批判を強めてきた強硬保守派への対抗措置という派閥闘争としての側面

も否めない。しかし、現実・改革派が権力の中枢で権益を独占してきた原則主義派の汚職の一

端を公表できる程度に発言力を復活させてきたことは注目に値する。

11月には、上述のサーデキー議員が、「こうした汚職を隠匿し、それを報道しようとするジャー

ナリストへの弾圧の責任は司法権にある」として、司法の横暴にメスを入れるために、サーデク・

ラーリージャーニー司法権長（Ṣādeq Lārījānī）の汚職の疑いを公表した。その直後にサーデ

キー議員は、夜間に突然、検察当局への出頭を求められたが、議員の不逮捕特権を盾に抵抗

して逮捕を免れたことが明るみになると、多数の議員から司法権への非難の声が上がった。こ

の事件は、司法権長と国会の現実・改革派議員、さらに彼らを擁護する大統領との全面対決に

発展した。

12月にロウハーニー大統領は、司法権が腐敗撲滅運動の指揮を執る一方で、司法権長名義

の口座に裁判手数料等を違法にプールしていたことを公表した。それに反発する司法権長は、

ロウハーニーが大統領選挙で政商バーバク・ザンジャーニー（Bābak Zanjānī）から巨額の資金

を得ていたと主張して反撃する前代未聞の泥仕合が展開された。この背景には、原則主義派と

IRGCの経済的権益を奪取しようとするロウハーニー政権やそれを支持する現実・改革派との攻
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防、さらには 2017年 5月19日の大統領選挙を見据えた派閥抗争の意味合いがある。

最終的には、2017年 1月 8日にハーメネイー最高指導者が、「司法権の独立した勇敢な存在

に全ての人は敬意を払うべきであり、行政と司法の争いは重要ではない」と発言することで対立

は収束に向かった 32。汚職批判の矛先が自身に向かうことを恐れた最高指導者が、司法寄りの

発言をすることで、政府に司法権の攻撃を控え、財政腐敗問題をこれ以上追及しないように示

唆したと考えられる。

（2）経済権益を巡る攻防

2006年以降、対イラン制裁強化によって海外企業が撤退し、アフマディーネジャード政権下

で国営企業の民営化が促進される中、最高指導者直轄の財団や企業、IRGC系企業が石油

産業、金融、サービス、工業、インフラなど多岐にわたる分野に進出し、イラン経済界で大き

な役割を果たすようになった 33。

制裁解除を受けた海外企業のイラン復帰に対し、IRGC高官によって懸念が示されてい

る。2016年 12月に韓国の現代重工業グループが、イラン国営海運会社のイリスル（Islamic 

Republic of Iran Shipping Line: IRISL）から10隻の船舶総額 7億ドルの契約を受注した 34。

制裁解除後初となるこの造船契約の発表後、IRGCハータム・アル＝アンビヤー（Khātam al-

Anbiyā）司令官のアブドッラー・アブドッラーヒー（‘Abdollāh ‘Abdollāhī）は、イランの失業対

策と国内景気浮上のために、国内の企業、特に IRGC系サドラー社（2010年代に資金難で倒

産の危機に直面）と契約を結ぶべきと批判した。これに対し、第一副大統領のエスハーク・ジャ

ハーンギーリー（Esḥāq Jahāngīrī）は、「現代社からの船舶購入の契約は 2008年に締結され、

契約金の 25％を支払ったが、経済制裁後に支払いが滞ったため、現代社は船舶建造を停止し、

イランを告訴していた」との経緯を説明して契約を正当化し、「イラン国内では造船技術は未発

達であり、まずは海外からの技術移転が必要」と主張している 35。

ロウハーニー政権による IRGCの権益縮小の試みの中で最も顕著な事例は、2016年 12月

13日に政府の命令で、契約違反を理由に民営化機構から IRGC系企業への通信会社の株式

譲渡契約破棄が通告された事件である。2009年に 9月 27日に民営化政策の一環として、国

営通信会社の株式の 50％以上が、IRGCの二会社「トウセエイェ・エッテマード社（Touse‘e-ye 

E‘temād）」、「シャフリヤール・メフスターン社（Shahriyār Mehstān）」と最高指導者命令実

施機関（Setād-e Ejrāī-ye Farmān-e Emām）傘下の企業「イラン・モビーン・エレクトロニック

社（Sherkat-e Gostaresh-e Elektronīk-e Mobīn-e Īrān）」に譲渡されることが決定した。「民営

化促進」のために 78億ドル相当のイラン最大の株取引が実施されたものの、「治安上の理由」

から、当時、株式購入を競っていた民間企業の「ピーシュギャーマーネ・キャヴィーレ・ヤズド・

グループ（Gorūh-e Pīshgāmān-e Kavīr-e Yazd）」が参入から排除されたことが、改革派議員及

び世論から大きな批判を受けた 36。
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その後、上記三企業は、株式譲渡費の支払遅延を繰り返したために、今度、契約破棄を通

告され、株式は一旦政府所有となり、再び入札される見込みである。これは、民営化を利用し

た IRGC及び最高指導者の経済権益独占に対する現実・改革派の挑戦と評価できる。通信会

社の株式譲渡問題は、最高指導者の資金源と直接かかわるため、不透明な結果に終わる可能

性はあるものの、アフマディーネジャード政権下の代表的な不公正な取引に一矢を報いたことで、

一般市民に現政権の改革姿勢を印象付けることには成功したに違いない。

おわりに――大統領選に向けた派閥争い

経済制裁解除から1年が経過したイランでは、経済指標の上では、インフレ抑制や着実な経

済成長率の上昇など改善が見られるものの、国民の間では制裁解除による恩恵の実感が広がっ

ていない。イラン国内の強硬保守派は、政府が人々の期待に十分に応えていない点を強調し、

JCPOAとロウハーニー政権への批判を強めている。JCPOAの行方は、トランプ政権の登場に

よってさらに危機的な状況となった。アメリカの対イラン政策が強硬になるに比例して、イラン国

内の強硬保守派が勢いづき、対外融和策をとるロウハーニー大統領を始めとする現実・改革派

は不利な状況に追い込まれる図式となる。加えて、2017年 1月 8日のラフサンジャーニー元大

統領の死は、後ろ盾を失った現実・改革派に大きな危機感をもたらしている。

他方、原則主義派の有力候補であったアフマディーネジャード前大統領や、アリー・ラーリー

ジャーニー国会議長（‘Alī Lārījānī）、ガーセム・ソレイマーニー IRGCゴッズ軍司令官（Qāsem 

Soleimānī）が早々に大統領選への出馬を辞退し、原則主義派はいまだ統一候補を絞れていな

い。有力候補と目されてきたガーリバーフ・テヘラン市長は、不法土地取引スキャンダルが暴露

された上に、漏電により市内の商業ビル「プラスコ」の建物全体が崩壊した事件において、テ

ヘラン市の危機管理体制不備への批判に晒されており、人気の低下が著しい。前述のラフサン

ジャーニー師の突然の死は、現実・改革派政治家と支持層の都市中間層への大きな打撃である

と同時に、危機感を覚えた都市中間層の投票率が高くなると、ロウハーニーに有利な投票結果

となる可能性もある。

従って、現時点では、トランプ政権による JCPOAの破棄、厳格な新制裁法の導入といった

強硬策、あるいはペルシア湾での IRGCと米軍の意図しない衝突から戦闘への発展といった緊

急事態が生じない限り、ロウハーニーが再選される可能性が高い。トランプ政権の任期中、ロ

ウハーニー政権は直接対決を避けつつ、JCPOAとイスラーム体制の維持、次期最高指導者へ

のソフトな移行を目指すこととなるだろう。
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第 4章　 先行きが見えないトルコの内政と外交
――権力基盤の強化と治安の安定化の両立は可能か

今井　宏平

はじめに

2016年はトルコにとって激動の年であった。その象徴は、言うまでもなく7月15日に起きた

クーデタ未遂事件であった。この事件を通して、一般市民 129名が死亡するなど、トルコは大

きな犠牲を払ったものの、大統領を中心に国民が結束を見せ、レジェップ・タイイップ・エルドア

ン（Recep Tayyip Erdoğan）大統領と公正発展党（Adalet ve Kalkınma Partisi: AKP）は政治

基盤を固めることに成功した。とはいえ、トルコを翻弄した変化の波は、突然起こったのではなく、

すでに 2016年以前から存在していたものが継続したり、さらに勢いを増したりしたと表現した

方が適切だろう。例えば、トルコ政府が 2016年 7月15日のクーデタ未遂の首謀者とみなしてい

るフェトフッラー・ギュレン（Fethullah Gülen）師を中心としたギュレン運動とAKPの確執はす

でに 2012年から顕在化していた 1。シリア難民危機の波は 2011年 4月から始まっており、2015

年夏以降のヨーロッパへの移動も含め、その動きは流動的である。2016年 3月には、トルコと

ヨーロッパ連合（European Union: EU）が難民に関する共同声明を出した。また、トルコにおけ

る「イスラーム国（Islamic State: IS）」やクルディスタン労働者党（Partiya Karkerên Kurdistan: 

PKK）の活動は、2015年 6月の総選挙以降の時期から活発化している。加えて北大西洋条約

機構（North Atlantic Treaty Organization: NATO）加盟国であるトルコは、これまで常にアメリ

カとの関係を気にしながら外交を展開してきたが、2016年はロシアとの関係が急速に強化され

た年であった。本章では、このように 2015年以降、急激に変化しつつあるトルコの内政と外交

について、大統領制、シリア越境攻撃、ロシアとの関係、テロとの戦い、難民問題を中心に概

観し、トルコの現状把握に努めることを目的とする。

1．大統領の権限強化に向けた歩み

2014年 8月10日に AKPの党首であり、首相であったエルドアンがトルコで初めての国民の

直接投票による大統領選挙で過半数の支持を得て当選した時から、大統領制移行に向けた議

論が活発になった。大統領制を実現するためには憲法改正が必要であり、定数 550のトルコ大

国民議会において 367議席以上を確保すれば単独で憲法改正を行うことができ、それを下回っ

ても 330議席以上あれば憲法改正を国民投票にかけることができると「憲法」第 175条に規定

されている。

エルドアン大統領とその出身政党であり、2002年 11月以降、単独与党の座を維持していた

AKPは、2015年 6月の総選挙キャンペーンにおいて大統領制への移行を前面に押し出した。
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しかし、結果としてその戦略は裏目に出て、第 1党の座は維持したものの、AKPは初めて単独

与党の座から滑り落ちた。結果的に同年 11月の再選挙で単独与党に返り咲いた AKPだが、そ

の後はエルドアン大統領、AKPの政策決定者ともに大統領制に言及することが少なくなった。

しかし、2016年 7月15日に起きたクーデタ未遂事件がその状況を一変させることになる。軍部

の一部の反乱勢力によるクーデタ未遂事件で動揺したトルコ国民は、安定した政権と強いリー

ダーシップを望むようになった。もう少し詳細に記すと、クーデタ未遂事件で国民を驚かせたの

は、最後の軍事クーデタから 36年が経過し、トルコが EU加盟交渉国となっている中、民主主

義を無視した武力によるクーデタが現実に試みられた点、そして 300人前後の人々が死亡すると

いうトルコ共和国史上稀にみる暴力性を伴っていた点であった。

エルドアン大統領およびAKPは、クーデタ未遂の首謀者としてアメリカに滞在しているギュレ

ン師を名指しで批判している。クーデタ未遂後、同師率いるギュレン運動への関与を疑われた人々

が、軍、警察、官僚、司法関連組織から大量に排除された。

加えて、首相がアフメット・ダーヴトオール（Ahmet Davutoğlu）からビナリ・ユルドゥルム（Binali 

Yıldırım）に交代したことも大統領制を後押した。エルドアン大統領とダーヴトオール首相の不

和は、2015年 9月のAKPの党大会において党執行委員会の人事が前者によって進められたこ

とですでに顕在化していた。両者の対立はダーヴトオールが大統領制に反対し、外交、特に

EUとの関係で存在感を高めたことから決定的になった。ダーヴトオールの辞任の直接的なきっ

かけとなったのが、2016年 5月1日にインターネット上に匿名で掲載され、エルドアン大統領とダー

ヴトオール首相の不仲を暴露した「ペリカン文書（Pelikan Dosyası）」であった 2。この文書は、

エルドアン大統領に近いジェミル・バルスラス（Cemil Barslas）が執筆したとみられている。

ダーヴトオールの辞任に伴い、AKP党首および首相の座に就任したのがユルドゥルムである。

ユルドゥルムはエルドアン大統領の「右腕」と言われており、彼のイスタンブル市長時代からの

友人であり、2002年から 2013年、また 2015年 11月から 2016年 5月までと長年に亘り運輸大

臣を務めてきた人物であった。

2015年 11月の再選挙後、大国民議会で 317議席を保持するAKPは、あと 13議席積み

上げれば国民投票が可能となり、単独での憲法改正には 50議席が必要であった。再選挙後

AKPは、11.9%の得票率で 40議席を得た第 3政党の民族主義者行動党（Milliyetçi Hareket 

Partisi: MHP）と、10.8%の得票率で 59議席を得た第 4政党の人民民主党（Halkların 

Demokratik Partisi: HDP）の票の切り崩しを狙った。ナショナリスト政党であるMHPは党首で

あるデヴレット・バフチェリ（Devlet Bahçeli）の求心力低下により、クルド系政党である人民民

主党は、2015年 7月にトルコ政府とクルド系の非合法武装組織である PKKとの間で 2013年 3

月から続いていた停戦の破たん、更に PKKとの関連が疑われている「クルディスタン解放の鷹」

（Teyrêbazên Azadiya Kurdistan: TAK）によるその後のテロや南東部での情勢悪化により、そ

れぞれ次期総選挙において議席確保の最低条件である得票率 10%の確保が厳しいという見方
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があった。さらに 7月15日クーデタ未遂はMHPの支持者をAKPになびかせた。AKPは親イ

スラーム政党という側面が強調されがちであるが、中道右派政党でもあり、特にクーデタ未遂事

件以降、その傾向は顕著になった。バフチェリはこの状況を自身の求心力回復に利用し、MHP

がAKP主導の大統領制を支持する旨を発表した。MHPの大統領制支持により、2016年末か

ら憲法改正に向けた動きが本格化している。2017年初頭から大国民議会において憲法改正の

協議が行われ、1月 21日に議院内閣制から大統領制への移行を含む 18の条項に関する改正案

が賛成票 339で可決され、4月16日に国民投票が行われることが決まった。

2．シリア越境攻撃

2016年 8月 24日から、トルコはシリアへの越境攻撃を開始した。介入の目的は、ISの掃討

とクルド系組織の勢力拡大阻止（ユーフラテス川西岸から撤退）によるトルコ国境の防衛であっ

た。クルド勢力、具体的には民主統一党（Partiya Yekîtiya Demokrat: PYD）、その軍事部門で

あるクルド人民防衛隊（Yekîneyên Parastina Gel: YPG）、そしてクルド人とアラブ人の合同部隊

であるシリア民主軍（Syrian Democratic Forces: SDF）は、アメリカやロシアにとって、ISとの

戦闘で有効なカードであった。昨年の報告書でも述べたように、2014年 9月から翌年 1月にか

けてのコバニ（アイン・アル＝アラブ）をめぐる戦闘でクルド勢力が ISを駆逐したことで、クルド

勢力は国際社会からの信頼を勝ち取った。しかし、PYDをはじめとしたグループを PKKの関

連組織とみなしているトルコにとって、PYD等一連の組織が国際社会から支援を受けている状

況は許容できなかった。さらに PYDはトルコとロシアの関係が悪化した際に、モスクワに外交

オフィスを開いた。そして 2016年 3月17日には、自治政府の樹立を一方的に宣言した。シリア

北部、特にロジャヴァと呼ばれるジャズィーラ、タッル・アブヤド、コバニ、そしてアフリーンに

至る地域の一部において、PYDの自治が現実のものとなる可能性を危惧したトルコ政府は、越

境攻撃に踏み切った。

とはいえ、シリア内戦が始まってからの 5年半、トルコは早期にアサド（Bashshār al-Asad）

政権との対立姿勢を打ち出したものの、越境してまでの攻撃は展開してこなかった。なぜこの時

期にトルコは越境攻撃を敢行したのだろうか。その理由として、①前年の 9月からのシリアにお

ける空爆の開始して以降、特に 11月 24日に起きたトルコ空軍による空軍機撃墜事件以降悪化

していたロシアとの関係の改善、②越境攻撃直前の 2016年 8月 21日にトルコのガズィアンテプ

県で発生し、54名が死亡した、ISによるとされる自爆テロ、③ PYDが 8月13日にシリア領内

のマンビジュを ISから奪還して勢力圏を拡大していたこと、④越境作戦当日、エルドアン大統領、

ユルドゥルム首相とアメリカのジョー・バイデン（Joe Biden）副大統領が会談し、アメリカが越

境攻撃に理解を示したこと、を指摘できる。

ジャラーブルスからシリアに入ったトルコ軍は、その後マンビジュ方面に進行した。加えて 9月

4日には新たに、エルベイリからシリアのチョバンベイ（アル＝ライ）に入る対 IS戦第二陣を開
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始した。トルコ軍のシリア介入後、アメリカは、PYDおよび YPGとトルコ政府が共闘して IS掃

討作戦を進めることを提案するも、8月 31日にはイブラヒム・カルン（İbrahim Kalın）大統領

補佐官が「テロリストと共闘することはない」とその提案を一蹴している。アメリカの提案による

PYDおよび YPGとの共闘は一蹴されたものの、トルコとアメリカはシリアにおいて協調した活

動も展開している。9月 6日にはアメリカ兵 50名がトルコ領内のガズィアンテプに展開し、対 IS

のための HIMARSロケットシステムを設置した。

10月1日にトルコで大国民議会が始まると、初日にシリアとイラクでの軍事作戦を 2017年 10

月 30日まで延長する法案が可決された。10月上旬にはチョバンベイから入った部隊がダービク

まで進行し、ISと戦闘になったものの、同月16日に同地区を占領した。その一方で、10月19

日には、トルコ軍がアレッポ北部のマーラト・ウム・ハーシュ地区を空爆し、PYDおよび YPG

の兵士 160～ 200名を殺害したと発表するなど、トルコ軍は予想されたように ISだけではなく、

クルド勢力に対する攻撃をも展開している。

次節で述べるように、ロシアと関係改善したトルコは、2016年 12月 20日にロシア、イランと

ともにモスクワ宣言に合意し、シリア危機の解決に向けて協力するとともに、シリアの国家とし

ての一体性を保つこと、そして ISやファトフ軍などの過激派を一掃することを確認した 3。2017

年 1月 23～ 24日にカザフスタンの首都、アスタナで開催されたシリアに関する協議にも、トル

コはシリア反体制派、アサド政権、ロシア、イラン、アメリカ、国連の代表団とともに出席した。

トルコ、ロシア、イランはこの和平協議でも中心的な役割を担い、シリア内戦を政治的に解決す

る合意を締結させた。

3．トルコとロシアの関係改善

ロシアは上述した 2015年 11月 24日の空軍機撃墜事件後、トルコに対してビザなしの渡航禁

止と17品目の輸入禁止措置という経済制裁を行使した。ロシアの経済制裁は、とりわけテロの

多発によって打撃を受けたトルコの観光業にさらなる追い打ちをかけた。2015年と 2016年の月

ごとの観光客の増減を比較すると、例えば、5月は前年比 34.2%、6月は同 40.8%の減少、ロ

シア人観光客に限ると、7月までで前年比 93%も減少した 4。また、メルスィン県アクッユでロシ

アの国有企業ロスアトム社と共同で進められており、2015年 4月に着工した原発建設事業も一

時的に停止を余儀なくされた。また、制裁の対象とはならなかったものの、ロシアはトルコにとっ

て主要な石油と天然ガスの供給国であり、2014年の統計では、石油はイラク、イランに次ぐ第3位、

天然ガスは第 1位となっている 5。

このように、ロシアとの関係悪化は大きな不利益をもたらす事態であったため、トルコは事態

打開の道を探り、2016年 6月 29日に関係を改善させ、翌 30日にはロシアによる経済制裁が解

かれた。ヒュリエット紙およびヒュリエット・デイリーニュースの主筆、ムラト・イェトキン（Murat 

Yetkin）によると、トルコとロシアの関係改善に向けた動きは、4月末からフルスィ・アカル（Hulusi 
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Akar）統合参謀総長が持つルートで大統領補佐官のカルンが中心となって進められた 6。トルコ

の元国務大臣でビジネスマンのジャヴィット・チャーラル（Cavit Çağlar）は、ダゲスタン共和国

の首長であり、ウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領の補佐官ユーリ・ウシャコフ

（Yuri Ushakov）と関係が深いラマザン・アブドゥラチーポフ（Ramazan Abdulatipov）を国務

大臣の時代から知っており、その後、ビジネスでも同氏と接点があった。アカル統合参謀総長

は、チャーラルの国務大臣在任時に軍の内閣担当長であり、お互いに知り合いであった。アカ

ル統合参謀総長は、トルコとロシアの関係改善にこのルートを使用することをエルドアン大統領

に進言し、4月 30日にチャーラルと会談した。そして、両名にカルン補佐官を含めたチームがア

ブドゥラチーポフを通じてウシャコフと交渉し、最終的にカザフスタンのヌルスルタン・ナザルバ

エフ（Nursultan Nazarbayev）大統領の助けも借りながら関係改善を達成した。

8月 9日には、エルドアン大統領がロシアを訪問、プーチン大統領との会談が実現した。そ

れ以降、両国の軍事的な連帯も目立つようになった。9月15日には、ロシアのヴァレリー・ゲラ

シモフ（Valery Gerasimov）統合参謀総長がトルコを訪問し、アカル統合参謀総長とシリア内

戦の今後や二国間関係についての話し合いが持たれた 7。10月 31日には今度はアカル統合参謀

総長がモスクワを訪問し、ゲラシモフ統合参謀総長と会談した 8。

このように、劇的な改善を見せたトルコとロシアの関係は、2016年 12月に大きな試練を迎え

ることになる。それが、シリア内戦に関するモスクワでのロシア、トルコ、イラン 3か国外相会

談を翌日に控えた 12月19日、駐トルコ・ロシア大使を務めていたアンドレイ・カルロフ（Andrey 

Karlov）がトルコの首都アンカラでの写真展の開会の辞を述べる際に、警護を装って会場にい

た警察官に背後から銃撃され死亡した事件であった 9。犯人は 22歳の警察官メヴルット・メルト・

アルトゥンタシュ（Mevlüt Mert Altıntaş）で、彼は「アレッポを忘れるな、シリアを忘れるな。我々

の同胞が住む地域が安全でない限り、お前たちも安全を享受できない」と叫んだ後、カルロフ

大使を銃撃した。アルトゥンタシュは、他の警察官によってその場で射殺された。この事件に際し、

エルドアン、プーチン両大統領は事件を強く非難すると同時に、両国の結束を強調した。3か国

外相会談はその開催が危惧されたが、予定通り実施された。この事件に関しては、犯人に関し

てさまざまな噂が飛び交い、ロシアとトルコが共同捜査を行っているが、単独犯（ローン・ウルフ

型）の可能性も否定できない。

4．止まらないテロの連鎖

大統領制が現実味を帯びるなど、エルドアン大統領およびAKP政権は国内において権力を

強めているが、2015年 7月以降、有効な治安対策を打ち出せないでいる。AKPは 2015年 6

月の総選挙で失った単独与党の座を、同年 11月の再選挙で取り戻すことを可能にしたのは、ト

ルコ国内の治安の悪化とその治安を改善できる唯一のアクターという期待であった。しかし、

AKPの勝利後もテロの連鎖は続いている。
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トルコ国内のテロは、大きく3つに分類可能である。1つ目は、2015年 7月に停戦交渉がと

ん挫した PKKに関連するテロである。PKKとの関係が疑われているTAKは、元々都市部で

テロを行ってきた組織だが、2016年以降にその活動を活発化させ、2月17日と 3月13日にアン

カラ（それぞれ 30名、38名が死亡）で、12月10日にイスタンブル（48名が死亡）で多数の

死者を出すテロを重ねた。TAKは主に治安関係者を狙ったテロを主眼に置いているが、3月や

12月のケースでは、多くの市民が巻き添えとなっている 10。TAKが PKKもしくは PYDに通じ

ている組織であるのならば、TAKによるテロを減少させるためにはクルド問題の解決、もしくは

PKKとの和平交渉の再開が必要である。

トルコにおけるテロで最も多くの犠牲者を出しているのは、ISによるテロである 11。ISによる

テロはさらに 2つに分類することができる。まずは、トルコ人の ISメンバーによるテロである。

トルコ人の ISメンバーによるテロは、ディヤルバクルにおいて人民民主党の会合を狙った 2015

年 6月のテロ（5名死亡）が最初であり、その後、同年 7月にスルチ（34名死亡）、10月にアン

カラ（109名死亡）と立て続けに大規模な自爆テロを起こした。10月10日のアンカラにおける

テロは、トルコ共和国史上最も多くの犠牲者を出したテロ事件であった。これらのテロの実行

犯は、アドゥヤマン県出身の若者たちであった。彼らは、トルコ国内の ISリクルーター、ムスタ

ファ・ドクマジュ（Mustafa Dokmacı）に勧誘されてテロリストになったために、「ドクマジュラル・

グループ」と呼ばれている 12。

トルコ人の ISメンバーによるテロの特徴として、クルド人と外国人観光客を狙う点が挙げられ

る。上述したディヤルバクル、スルチ、アンカラのテロは全て、クルド人を狙ったテロであった。また、

2016年 8月 21日にガズィアンテプ県で起こり、女性と子供を中心に 54人が亡くなったテロ事件

の標的もクルド人であった。なぜ ISはクルド人を狙うのか。その理由としては、トルコにおける

ISの活動の一端がプランナーとして活動していたユヌス・ドゥルマズ（Yunus Durmaz）の計画

書に沿ったものであり、そこではトルコ人とクルド人との対立を煽ることで、国家を不安定化させ

ようとする明確な意図があったことが挙げられる。

加えて、ISはシリア領内でクルド勢力と戦闘状態にあり、そこで領土を失うとその報復として

トルコ国内でテロを実行している。2016年 1月にイスタンブルの観光名所、スルタンアフメット

で起きた自爆テロでは、外国人観光客がそのターゲットとされ、12人のドイツ人が死亡した。ま

た同年 3月にも、やはりイスタンブルの目抜き通りであるイスティクラル通りで ISメンバーによる

自爆テロが起こり、外国人観光客 5名が死亡した。

トルコ人の ISメンバーによるテロに加えて、外国人構成員によるテロも散見されるようになって

いる。まず、2016年 6月 28日にイスタンブルの玄関口、アタテュルク国際空港で起き、45人が

死亡したテロの実行犯は、ロシア、カザフスタン、クルグズスタン（キルギスタン）出身者であり、

その背後にはチェチェン出身のテロリスト、アフメド・チャタエフ（Akhmed Chatayev）がいると

報じられた 13。若者に人気があるイスタンブル・オルタキョイ地区のナイトクラブ、レイナ（Reina）
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で発生し、39人が死亡した 2017年 1月1日のテロ事件も、実行犯は 1月17日に逮捕されたウ

ズベキスタン出身のアブドゥルカディル・マシャリポフ（Abdulkadir Masharipov）であった 14。

外国人の ISメンバーによるテロの特徴は、その無差別性である。彼らは、トルコ出身者のよう

に特定の人 を々攻撃対象にしているわけではない。また、アタテュルク国際空港でのテロもレイ

ナでのテロも、その実行犯はロシアまたは中央アジア出身者である。これは、上述したように、

2016年 6月末にトルコとロシアの関係が改善したことや、トルコには中央アジアやコーカサス地

方の出身者が多く暮らしていることもその背景にあると考えられる。

5．難民問題

トルコはシリア難民の最大の受入国である。国連難民高等弁務官事務所（United Nations 

High Commissioner for Refugees: UNHCR）の発表によると、2017年 2月現在、約 290万人

がトルコに難民として滞在している 15。この受け入れ人数は、レバノンやヨルダンなど他の主要

受入国と比較しても圧倒的に多い。

また、2015年夏以降、トルコからヨーロッパ、特に EU加盟諸国に渡る難民も目立つように

なった。これは、ギリシャとの海上の国境が最も短時間で密航できるためトルコを通過したケー

スと、トルコよりもEU諸国での生活を望み、トルコから脱出したケースに分けられる。同時に、

シリア内戦前からトルコに滞留していたアフガニスタンやイランの難民も渡欧を試みた。これら

移民・難民の大量流入によりEUの移民対策は破たんし、EU諸国、特にその中心であるドイツ

は難民を規制するようトルコに要請した。トルコと EUは、2015年 11月 29日のトルコ・EUサミッ

ト、2016年 3月 7日のトルコ・EU首脳会談、2016年 3月17～ 18日の EUサミットと 3度に亘

り、移民に関する協議を行った結果、3月18日に共同声明を発表し、3月 20日以降にギリシャ

に不法入国した移民をトルコがいったん全て受け入れることで合意した。しかし、EU側がトル

コに提示した、トルコが基準を満たせばトルコ国民の EU加盟国へのヴィザなし渡航を自由化

するという案は 2017年 2月時点でも実現されておらず、トルコもEUに対して移民の受け入れ拒

否に言及するなど、先行き不透明な状況にある。

EUの政策決定者たちは、2016年 7月15日にトルコで起きたクーデタ未遂事件に関与した人々

に対して、エルドアン大統領が死刑の復活を言及したことを重く受け止め、トルコの EUの加盟

交渉の見直し、もしくは制裁を課すべきだという意見が見られた。また、毎年 10月から11月に

かけて発表される加盟交渉の「進捗レポート」の内容もトルコにとって厳しいものとなり、トルコ

政府は進捗レポートの受け入れを拒否している 16。さらに欧州議会は、11月 24日にトルコの加

盟交渉を凍結する決議を賛成多数で可決した。こうしたEUの対応を受け、エルドアン大統領は、

ロシアと中国が主導する上海協力機構にトルコが参加する可能性や移民の受け入れ拒否に言及

するなど、トルコと EUとの間の溝は深くなっている。
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おわりに

本章では、近年急激に変化しつつあるトルコの内政と外交について、大統領制、シリア越境

攻撃、ロシアとの関係、テロとの戦い、難民問題を中心に概観してきた。まず、大統領制に関

してだが、当然のことながら、実現すれば現状でも強いエルドアン大統領の影響力がさらに増

すことは必至である。ただし、大統領への極度の権力集中は、国内外から批判を招く可能性も

あり、大統領制がトルコの内政をより安定化させるとは断言できないだろう。

一方、外交問題であるシリア越境攻撃、ロシアとの関係、テロとの戦いは、シリア内戦が決

着しない限り、根本的な解決をみない問題である。トルコがシリアでの活動、特に ISの掃討

作戦および PYDに対する攻撃を強めると、トルコ国内でテロが起こるという状況となっている。

PYDとこれまでのところ協力関係にあるアメリカとロシアと、敵対関係にあるトルコとの間でこの

問題の落としどころをいかに設定できるかが大きな鍵となる。その意味では、PYDへの支持を

明確にしていたヒラリー・クリントン（Hillary  Clinton）ではなく、シリア内戦および 7/15クーデ

タ未遂の首謀者でアメリカに滞在しているギュレン師の引き渡しに関して一応はトルコの立場を尊

重しているドナルド・トランプ（Donald Trump）のアメリカ大統領就任によって、シリア問題が

どのように推移していくのかが大きな争点となる 17。

テロとの戦いに関しては、PKKとトルコ政府の和平交渉再開および停戦も、都市部での TAK

のテロを減少させるためには必要不可欠である。しかし、停戦が破棄された 2015年 7月以降、

PKKとトルコ政府の抗争によって約 2,500人が死亡しており 18、新たな和平交渉立ち上げのきっ

かけがつかめない状況である。

難民問題に関しては、アレッポにおける反体制派の敗北により、トルコに渡る難民はさらに増

えつつある。2017年にはついに、トルコにおけるシリア難民の数は 300万人に達した。市民権

の付与を含め、彼らをどのように扱うのかを本格的に検討する時期にきている。また、トルコは

難民問題という切り札を持ちながらもEUとの関係が悪化している。トルコが加盟交渉を放棄す

るといったドラスティックな変化はないと思われるが、両者の冷たい関係は暫くは継続すると見ら

れる。なぜなら、EU加盟国は大統領制によるエルドアン大統領の権限強化に懐疑的なためで

ある。

いずれにせよ、エルドアン大統領とAKPの権力は強化されてきているものの、それが必ずし

もトルコ国内の治安の安定と周辺地域に対する影響力の行使につながっていない。国内での権

力強化をどのように国内外の治安の安定化に結び付けていくのか、引き続き、エルドアン大統

領とAKP政権の政策動向に注目していきたい。
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第 5章　 誰がモスルを支配するのか
――奪還作戦の背後で交錯する思惑

吉岡　明子

はじめに

イラクでは 2017年 1月10日現在、モスルの軍事作戦が続いている。2016年 10月半ばに過

激ジハード主義組織「イスラーム国（Islamic State: IS）」からモスルを奪還する作戦が開始され

たとき、ハイダル・アバーディ（Ḥaydar al-‘Abādī）首相は年内のモスル解放を目標としていた。

しかし、それは叶わず、2016年の成果としては、モスル市を二分するチグリス川東岸のおよそ

半分が解放されたに過ぎない。ISの最重要拠点は市の西岸と言われており、作戦終結の見通し

が立たないまま、2017年を迎えた。市内に大勢の民間人が残されていることもあり、予定よりも

作戦の進行が遅れている。とはいえ、ISにもイラクで支配領域を次 と々拡大したかつての勢い

はもはやなく、数か月でイラクにおける最重要拠点であるモスルから追われることになるだろうと

いう見方が支配的である。

モスルが解放され、その後同様にいくつかの地方都市に点在する ISの領土も解放されれば、

テロリストが支配領域を持つという過去数年間の状況が是正され、イラクはいわば「正常化」す

ることになる。しかし、以下に見るように奪還作戦には様々なアクターが関与しており、ISから

の解放は、すなわちイラク政府が国土の支配を取り戻すということを意味しない可能性がある。

本稿では、2016年 10月に始まったモスル作戦に焦点を当てて、そこに関与する様 な々アクター

の思惑を整理し、モスル作戦後の課題を探る。

1．モスル作戦へ至る過程

（1）2016年春にはモスルが射程に

イラクにおける対 IS戦は 2014年央から始まった。それまでにも、「二大河の国のアル・カー

イダ」「イラクとシャームのイスラーム国」等、何度も名称を変えながら活動していた、現在の IS

の前身にあたる組織は、イラク各地でテロ事件を頻繁に起こしていた。しかし、あくまで隠れ家

に潜伏しながらテロ活動を行う地下組織であり、イラクに多数存在する反政府武装勢力の一つ

に過ぎなかった。しかし、この組織は 2014年 6月にモスルを含む多くの土地からイラク軍を駆

逐し一定の支配領域を築くと、イラクとシリアにまたがるカリフ国家の樹立を宣言して、世界を

驚愕させた 1。ごく初期には他の反政府武装勢力やイラクのスンナ派政治勢力の一部も、これを

イラク政府に不満を抱くスンナ派住民による反政府抵抗活動の成功と位置付けて歓迎したもの

の、ほどなく ISは他の勢力を軍事的に駆逐し、従わない者を容赦なく殺害する恐怖支配で住

民を統治し始めた。それに伴って、ISの興隆を一種の政治革命とみなす声はしぼみ、ISを掃討
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する対テロ戦争がイラクにおける最重要課題となった。

ISは当初はモスルから南進したものの、首都バグダードを陥落させるには至らず、2か月後に

は方向転換してモスルから北に向けて進軍し、さらに領土を広げた。それを受けて、2011年末

にイラクから完全撤退していた米軍が再びイラクに復帰し、2014年 8月から空爆を開始した。

地上では、イラク軍、自治区であるクルディスタン地域の軍隊ペシュメルガや、シーア派民兵を

中核とする義勇兵の軍事組織である人民動員部隊（Popular Mobilization Unit: PMU）などが

ISとの戦闘に従事し、徐々に ISから町を解放していった。ISは 2015年 5月にラマーディを陥

落させたものの、それ以降は新たな領土拡張に成功しておらず、防戦一方となっている。

北部戦線を担うペシュメルガにとって、2015年 11月のスィンジャール奪還により、ISに奪わ

れたクルドの土地は、モスル近郊の村を残すのみとなった。南部から ISと対峙するイラク軍お

よび PMUは、2015年 11月にサラーハッディーン県ベイジまで北上した 2。そして同年末にラマー

ディ、2016年 4月にヒートを奪還したことによって、イラク西部のアンバール県の主要都市もシリ

ア国境地帯を除いて一定の戦果を挙げた 3。こうした状況によって、2016年春頃には、ISの最

重要拠点であるモスル奪還が現実的な目標として浮上し、イラク政府は周辺地域の攻略を目指

したニナワ県の軍事作戦に着手し始めた。

（2）モスル作戦への地ならし

イラク政府の治安機関がモスルを奪還するにあたって、地理的な制約が問題となった。とい

うのも、モスルの周囲 20～ 30kmの地点を北西から南東にかけて包囲していたのは基本的に

ペシュメルガであって、イラク軍の 2016年春時点での北端の拠点であるベイジは、モスルから

150kmほど離れていたからである。

クルドは基本的に、自分たちの支配領域であるクルディスタン地域にイラク政府の治安部隊が

入ることを認めていない。かつて反政府武装勢力であったペシュメルガは 2003年以降、憲法に

則った自治区の軍事組織として、イラク軍と協力する立場にある。しかし、将来的に独立国家

になることを目指すクルドにとって、イラク軍は依然として仮想敵でもあり、イラク政府が指揮す

るイラク軍や連邦警察との協力関係はあくまで自治区の境界付近のみに限っている。そして、イ

ラク政府にとっては、国内の治安悪化や新生イラク軍の再建に手間取る中、クルディスタンを軍

事的に統合する余裕はなかった。

モスルは、歴史的に大勢のクルド人が暮らしてきた町ではあるものの、同時にアラブ・ナショ

ナリズムのシンボル的な位置づけにある。そのため、クルド人の間には、もはやモスルはクルディ

スタン地域の一部ではないという意識がある。仮に独立国家になるべく国境線を確定するとした

ら、モスルはそこに含まれないという暗黙の了解がクルド人の間にはあり、そこが自分たちの土

地ではないのならば、ISから解放するためにペシュメルガ兵士の血を流す必要はないという結論

になる。とはいえ、約 1,000kmの前線を挟んで ISと対峙し続けることには治安上のリスクが大
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きい。そうした事情から、モスル作戦の実行に向けてイラク軍を支援するため、ペシュメルガの

単独支配地域への展開を許可するという異例の対応となった 4。

2016年 2月には、エルビル県南部のマフムールにイラク軍の臨時基地が設置され、イラク軍

兵士 4,500名が駐留した。そこを拠点に 3月から、モスルがある西方に向かって小規模な町

や村の解放を目指した軍事作戦が開始され、8月にはニナワ県カイヤーラ、9月にはサラーハッ

ディーン県シルカートが解放された。

この間、モスル作戦の本格的な実施に向けてさらなる調整のために影響力を発揮したのは米

国政府だった。4月からブレット・マクガーク（Brett McGurk）対 IS米大統領特使が、首都バグ

ダードとクルディスタン地域の主都エルビルとの間のシャトル外交を行って、両者の間の調整役を

担った。その結果、8月には、キルクーク油田の輸出原油 15万バレル／日をイラク政府とクルディ

スタン地域政府（自治政府の名称。Kurdistan Regional Government: KRG）との間で折半する

こと、同時に、ペシュメルガ支配地域をイラク軍のモスル攻撃のために使用させること、ペシュ

メルガ自身はモスル市内に進軍しないことが合意されたという 5。つまり、イラク政府は財政的

に逼迫していた KRGに一定の支援を提供することと引き替えに、軍事作戦への後方支援を得

たことになる 6。これにより、10月以降モスル北方から東方にかけて数万のイラク軍兵士が大規

模に展開し、10月17日の作戦開始に至った。モスル作戦の地ならしとなる政治合意を締結す

るにあたって、米国政府が果たした役割は注目に値しよう。

2．モスル奪還作戦に関与するアクター

モスル作戦が開始されて半月ほどで、部隊は郊外の村を解放してモスル市内へと迫った。米

国政府を中心とする連合国からの空爆支援を受けながら、戦闘の前線には首相府直轄のエリー

ト部隊である対テロ部隊（Counter Terrorism Service: CTS）が展開し、それをイラク軍が補佐

するという形になっている。アバーディ首相は、モスル奪還作戦はあくまでイラクの正規治安部

隊のみが行う旨を繰り返し強調しており、市街戦が始まって 2か月の時点では、その方針は守ら

れている。しかし、モスル作戦への関与を表明している組織は正規治安部隊に限られない。以

下では、モスル作戦に関わっているアクターとその役割や思惑を明らかにする。

（1）米軍

イラク戦争から 8年に及んだ米軍のイラク駐留は 2011年末に終了した。その時点でもイラク

軍の再建は道半ばであり、訓練要員を残す必要性が検討されていたが、当時のイラク政府は主

権の完全回復という政治的パフォーマンスを最優先して、3年後の完全撤退を謳った 2008年の

地位協定の履行を強く主張し、米軍は撤退することになった。しかし、その後 2013年頃から

徐々にイラクの治安は悪化し、2014年に ISに領土の一部が奪われるに至って、再度米軍に支

援を求める結果になった。現在、米軍は約 5,000名をイラクに派遣しているが、イラクと米国双
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方とも地上部隊の再派遣は望んでおらず、米軍は主として空爆とイラク軍の訓練に携わっている。

ただし、特殊部隊は一部、空爆誘導や人質救出作戦などのために前線にも展開しており、2014

年以来 4名の死者を出している。モスル市内にもイラク軍の支援のため 450名ほどの米軍が入っ

ていることを国防総省が認めている 7。

イラク軍にも空軍があるが、1990年代以降機能していなかったこともあって、再建は遅れて

いる。したがって、精度の高い米軍の空爆支援は軍事的に大きな意味を持つが、同時に米国

政府の政治的な役割も重要である。2011年末の米軍撤退以降も、米国政府はバグダードに世

界最大規模と言われる巨大な大使館を維持しているが、その政治的な存在感は大きく減少した。

イラク国内のことはイラク人が責任を持って取り組むべきという同政府の対イラク政策の反映と見

られるが、その結果、第三者の立場からイラク政界で協調と妥協を強いる仲介者が不在となっ

たことは、マーリキ（Nūrī Kāmil al-Mālikī）首相（当時）の権力掌握と国内の亀裂悪化の一助

となり、イラク政治にプラスの影響をもたらさなかった。2014年以降、上述のように、イラク政

府とKRGとの間でシャトル外交を行って合意を取り付けるといった、米国政府の政治的な存在

感が増したことは、米軍駐留の副産物と言える。しかしながら、モスル奪還作戦が終われば、

トランプ（Donald Trump）新政権の下で米国政府がイラクの安定化にむけて引き続き政治的に

関与を続けていく可能性は低いだろう。

（2）イラク軍と PMU

イラク軍は、2014年に ISの攻撃を受けて大勢が逃亡し、また殺害されたことによってその兵

力を低下させた。推計では、2009年11月時点で 21万人だったイラク軍兵士は 2015年1月には4.8

万人まで減少した 8。2003年に旧イラク軍が解体された後、新軍の形成が進み人数は増えていっ

たが、多大な軍事支出にもかかわらず、汚職、旧軍兵士と新兵の関係の不和、政治家による軍

の私物化などの問題に直面し、国家建設の迷走とも相俟って、国土を守ることのできる軍を再

建できていなかったことが、2014年の ISの攻勢で明らかになった。

過去 2年余りの間、改めてイラク軍の再建が行われているが、対 IS戦の最前線のほとんどを

ごく少数の CTSが担っていることに見られるように、イラク軍全体の底上げがどれほど進んでい

るかは疑わしい。また、2014年にスンナ派住民の多い地域でイラク軍が瓦解したことも影響して、

今ではイラク軍の 75%、内務省の 70%をシーア派が占めると言われている 9。

その一方で、シーア派住民の間では、テロリストに領土を支配されるという国難に直面して、

イラク軍に参加するよりも義勇兵として戦場に向かう者が目立った。そうした義勇兵で組織さ

れた PMUは、シーア派民兵組織を中核として今では 6～ 8万の規模とみられ、そのうち1～

1.5万はイランの革命防衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps: IRGC）との関係が強い 10。

2016年 11月には、PMUをイラクにおける治安部隊の一つと見なす旨の法律が成立した。

モスル作戦においては、CTSを含むイラク軍がモスル郊外から市街地へと進軍する一方、
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PMUはモスル西方のタルアファル方面へ向かった。理由の一つは、もともとタルアファルの人口

の約半分はシーア派トルコマン人であったことから、シーア派住民の保護という側面があり、また、

一部には、タルアファルがシリアに繋がる幹線道路上にあることから、陸路のルートを確保して

おきたいイランの意向が背景にあるとも言われている。さらに、領土を拡張させるペシュメルガ、

あるいは影響力拡大を狙うトルコへの牽制という意味合いもあるだろう。PMUは、首相の意向

に従いモスルの市街戦には直接的に関与していないが、ニナワ県にはそのプレゼンスを確保して

いる。

（3）ペシュメルガ

ペシュメルガは、モスル作戦の開始にあたってイラク軍と共に前進し、主としてモスル郊外の

クルド人が多い村の解放に従事したが、モスルの市街戦には直接的には関与していない模様で

ある。

前述の通り、クルドの政治勢力はモスルそのものを軍事的に支配することを重視していないが、

モスルおよびそれを中心とするニナワ県の将来には大きな関心を抱いている。というのも、ニナ

ワ県には自治区に含むかどうかの法的帰属に決着がついていない係争地が多く残されているか

らだ。そして、そのほとんどを対 IS戦の過程でペシュメルガが実効支配するようになっており、

クルドはこの支配を既成事実化することで係争地問題を有利な形で決着させたいと考えている。

とりわけクルドは、ニナワ県北部やヤズィーディ教徒が多いスィンジャールなどは、ニナワ県から

分割した上で自治区に併合したいという意図を持っていたが、イラク議会は 9月末に、ニナワ県

の県境を維持する決議を可決して対抗している。

マスウード・バルザーニ（Mas‘ūd Barzānī）KRG大統領は、2016年 10月のモスル作戦開始

後のペシュメルガ展開地域はともかく、「モスル作戦前の防衛ラインについては交渉不可」とい

う姿勢を公言しており 11、領土問題はモスル作戦後の火種の一つとなることが予想される。

クルディスタン地域内部の政治対立や原油価格の下落に伴う経済状況悪化の影響で、近い将

来にイラク・クルディスタンが独立するという可能性はなくなっている。だが、それはイラク国家

に留まることを能動的に選んだことを意味しているわけではなく、長期的な目標としてのクルドの

独立志向は今後も変わらないであろう。したがって、ペシュメルガの支配地域は将来的な国境

の確定に影響を及ぼし得る問題と認識されている。

なお、ペシュメルガは ISから解放された村において、ISとの関係が疑われるとの理由で、家

屋を破壊したりスンナ派住民の帰還を阻んだりしていることが人権団体から指摘されている 12。

同様のことはシーア派民兵も行っていると報じられており 13、対 IS戦が各地の人口構成や土地

の帰属問題にも影響を与えている。
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（4）スンナ派治安組織

さらに、モスル作戦のアクターとして地元住民を中心に組織されたスンナ派の治安組織も存在

する。こうした、イラク軍に参加しているわけではないが、政府側に立って対 IS戦の一翼を担

う武装組織をスンナ派住民が組織するというケースは、アンバール県など他の地域でも頻繁に見

られる現象である。2000年代半ばに部族が反アル・カーイダで結集して自警団的な役割を果た

したサフワ（覚醒評議会）がその原型といえる。

イラク軍が、モスルを始めスンナ派住民の多い地域でその役割を十分に果たせてこなかった

という過去の経緯から、治安維持には一定の地元の支持が不可欠であり、そのためには治安

維持機能を含めた分権化が必要という認識がイラクに存在している。しかし、県知事が指揮す

る県単位の治安部隊として国民警備隊を組織するという法案はシーア派の反対で実現しなかっ

た。それでも 2014年以降、イラク軍に付随する形でイラク政府や米軍が装備を提供している組

織、PMUに組み込まれている組織、あるいは単なる地元組織、トルコが支援しているアスィー

ル・ヌジャイフィ（Athīr al-Nujayf ī）前ニナワ県知事が率いる組織など、複数の形態のスンナ派

治安組織が立ち上がっている 14。こうした様 な々スンナ派治安組織が事実上、国民警備隊の代

替として機能することが期待されており、トニー・ブリンケン（Tony Blinken）米国務副長官は

2016年 10月、1.5万人のスンナ派治安部隊の訓練が実施済みで、彼らが解放後のモスルで治

安維持にあたると説明した。しかしながら、異なる指揮系統を持つスンナ派組織が相互にどの

ように協力関係を築き得るのかは不透明だ。

（5）トルコ軍

イラクにおける対 IS戦は、シリアにおけるそれと比べると、国外からの介入が比較的少なく、

国内勢力の争いという側面が強い。それでも、イラク政府が支援を仰ぐ米国とその連合国（特

に英仏）が空爆を行ったり 15、イランがシーア派民兵を後方支援していたり、ロシアもイラク政

府に兵器輸出を行ったりという形で関与しており、トルコもイラクにおける軍事的なプレゼンスを

拡大させようとしている。

2015年 12月には、モスル北方 20kmでペシュメルガが実効支配しているバァシーカにトルコ

軍 1,500名ほどが戦車や重火器と共に到着し、2016年 10月には、トルコ議会がイラクおよびシ

リアへのトルコ軍駐留の 1年延長を決定した。こうした動きに対してイラク政府は強く反発し、イ

ラク議会も同月トルコ軍の撤収を求める決議を採択している。その後もレジェップ・タイイップ・

エルドアン（Recep Tayyip Erdoğan）・トルコ大統領とアバーディ首相との間で、メディアを通じ

た非難の応酬が繰り返された。

ただし、実際にモスル作戦が開始されて以降もバァシーカのトルコ軍がモスルに向けて動き出

した形跡はなく、トルコはモスル作戦への直接の関与は控えている。そして 2017年 1月には、

ビナリ・ユルドゥルム（Binali Yıldırım）・トルコ首相がイラクを訪問し、首脳間でバァシーカの
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問題が話し合われたとのことである。

トルコがイラク政府の反発を受けてまでわざわざバァシーカに駐留し、ヌジャイフィ前ニナワ県

知事が率いる部隊の訓練にあたってきた背景には、トルコのイラクに対する見方の変化がある。

2010年頃までトルコはイラクと比較的良い関係を築いてきたが、その後は、イラク政府に対して

スンナ派を政治的に周辺化し国内融和を実現できていないとの不満を公言することが増えた。

そして、それまで敵対してきた KRGに接近し、イラク政府の反対を無視して原油輸出パイプラ

インの敷設と輸出を支援している 16。これは、トルコがイラク政府を、「シーア派中心でイランの

影響力を強く受け、イラク全土を代表していない」、あるいは「国内の治安維持を実現する意図

や能力を欠いている」と見なすようになった結果であると考えることができる。それゆえにトル

コはイラク政府に頼らない自国防衛の観点からKRGとの関係を強化して、クルディスタン地域

をいわばイラクの過激派からのバッファーゾーンとして機能させ、IS駆逐後のモスルに関しても、

KRGに対して行っているように、一定の影響力を保持したいと考えているのだろう。歴史的に

20世紀初頭まで、モスルがオスマン帝国の一部であったという事実も、トルコがモスルへの影

響力拡大を図る理由の一つとなっている。

もう一つ、トルコがイラクへの関与を強める背景には、トルコにおける反政府武装クルド勢

力、クルディスタン労働者党（Partiya Karkerên Kurdistan: PKK）の存在がある。もともとこの

PKK対策として、トルコは 1990年代からイラク北部に 4カ所の軍事拠点を保持してきたという

経緯がある 17。2013年から始まったトルコ政府と PKKの和解プロセスにおいて、PKKがイラ

ク・クルディスタン地域に撤退して武装解除することになっていたが、2014年の ISによる北部

戦線の拡大に際して、当初敗走したペシュメルガに代わって PKKが前線に展開するようになっ

たことは、トルコにとって和平に逆行する動きと映っただろう。折しも彼らの姉妹組織であるク

ルド人民防衛隊（Yekîneyên Parastina Gel: YPG）がシリアで北部にクルドの自治区を作ろうとし

ていたことにもトルコは神経をとがらせていた。

なお、スィンジャールではヤズィーディ教徒が PKKや YPGの支援を受けてスィンジャール抵

抗部隊（Yekîneyên Berxwedana Şengal: YBŞ）を結成しているが、イラク政府もこうした地元

組織を PMUの一部として支援している 18。そこには彼らをトルコや KRGに対するカウンターバ

ランスにしたいというイラク政府の思惑があると見られる。

おわりに――モスル奪還後の課題

今後、ISが軍事的に駆逐されたとしても、モスルの統治は多難であろう。最善のシナリオと

して考えられるのは、イラクの正規の治安部隊であるイラク軍や連邦警察などが中心となって治

安維持を行い、地元のスンナ派治安組織を地元警察などの形で取り込む、あるいは彼らと一定

の協力関係を構築すること、そしてその上で、クルディスタン地域に避難しているニナワ県知事

がモスルに戻り、県議会を含む地方行政を立て直し、中央政界との協力関係を維持して法と秩
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序を再構築することだと言える。実際、過去 2年以上にわたって ISの苛酷な統治のもとに置か

れていたモスル市民にとって、現在の CTSやイラク軍による IS掃討は、「占領」ではなく「解放」

としてとらえられているとの報道も多い。その意味では、モスル作戦はイラク政府がモスル市民

から信頼を勝ち得る最良の機会と言える。

しかし、果たしてこの「解放」が今後どう推移するかは不透明である。IS戦闘員やその協力

者が他の町に拡散することを恐れて、イラク政府や KRGは避難民を受け入れる際に身元引受

人を求めるなど、厳しい対応を取ってきた。そして、ペシュメルガの支配地域では、クルドの統

治に対して一定の協力姿勢を取らない限り、身の安全が保障されないことがこれまでの対 IS戦

において明らかになっている。イラク政府もまた、非協力的なスンナ派政治家に対して逮捕状を

出し、あるいは協力的な県知事には、仮に県議会が罷免の決定を行っても司法判断を通じてそ

れを覆すなどの手段で、影響力を行使してきた 19。地方政界のスンナ派政治家にとって、イラク

政府との協調は不可欠になっており、こうした状況下では、地元の意見が尊重されていないとい

う不満が出てくることは十分に考えられる。

2014年来、ISはイラクにとって大きな脅威ではあったが、その脅威がバグダードに至ることは

なく、イラクの政治秩序は大きな変化を受けなかった。その結果、イラクにおいて周辺化されて

いるというスンナ派の不満よりも、ISの軍事的脅威への対処が最優先され、政治的解決策はな

おざりにされたままになっている。加えて、避難民の帰還やインフラの再建には何よりも資金が

不可欠だが、イラク政府もKRGも極めて厳しい財政状況にあり、復興事業にまとまった資金を

迅速に振り向けることはほとんど不可能に近い。それは地元住民にとって、自分たちがスンナ派

だからネグレクトされているという被害者意識を生む可能性がある。こうした状況下で、イラク

政府あるいはイラクという国家に、モスルやニナワ県の住民からどれほどの信頼が寄せられ、繋

ぎとめられるかは、難しい状況だと言わざるを得ないだろう。

なぜ、様々なアクターがモスル作戦へ関与しようとしているのかといえば、それは、戦闘の現

場で一定の存在感を示すことが、その後の影響力保持に直結することを認識しているからに他

ならない。モスルの統治において、イラク政府の意向や政策は重要であるが、それは、モスル

やニナワ県に存在する武力を持つ様 な々組織の存在を所与のものとせざるを得ない弱さも抱えて

いる。これは、公的な治安部隊の軍事的な弱さのみならず、政治的な背景も関係している。例

えば、シーア派民兵の一つバドル組織は、その幹部が内相ポストについていたこともあり、一部

は連邦警察に一体化しているといわれる。あるいは、イラク軍の中に存在するほぼクルド人だけ

で構成される旅団などは、事実上ペシュメルガが旅団単位でイラク軍に組み込まれているだけで

あり、その忠誠心がイラク政府にあるかどうかは疑わしい。このように、看板が統一されていても、

その中身は必ずしも一体化していないという問題もある。

PMUにせよペシュメルガにせよ、あるいは地元のスンナ派治安組織にせよ、それぞれがイラ

ク政府の権威と正統性を一定程度認めつつも、時に競合し、軍事的には正規のイラク治安部
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隊を凌駕してきた。PKKやトルコ軍も、イラク政府との協調と競合を繰り返しながら、その軍事

力をイラク国内に展開させているという点は同様である。こうした半公的な諸勢力の存在が、一

定の地理的範囲で影響力を保持し続け、結果的に場所によって異なる統治構造が併存する、す

なわち、フォーマルなアクターとインフォーマルなアクターがそれぞれに秩序や統治の実現に影響

を及ぼすハイブリッド・ガバナンスの様相が今後もモスルとその周辺で展開されていくことが予想

される 20。

―注―
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第 6章　 サウジアラビア「ビジョン 2030」とサルマーン体制の課題

石黒　大岳

はじめに

本章では、サウジアラビア「ビジョン 2030」で謳われた社会変革と、その実現に向けてムハ

ンマド・ビン・サルマーン（Muḥammad bin Salmān Āl Sa‘ūd）副皇太子兼第二副首相兼国防

大臣（以下、ムハンマド副皇太子）への権力集中が進むサルマーン（Salmān bin ‘Abd al-‘Azīz 

Āl Sa‘ūd）体制のあり方が、サウジアラビアの政治にどのような変化をもたらしているのか、ま

た、政治の変化は、体制の安定性／不安定性にどのように作用しているかについて検討したい。

そのための手順として、先にビジョン 2030の実現可能性について概観した上で、ビジョン 2030

の実現に向けた取り組みが体制の安定性に及ぼす要因として、以下の三点について順に検討を

進めたい。第一は、ムハンマド副皇太子への権力集中が孕む王位継承の行方と王族内の力関

係（パワー・バランス）の変化である。第二は、補助金の削減や課税など、痛みを伴う改革に

対する国民からの反応（不満や反発）である。第三に、教育改革や娯楽文化の拡大などの社会

変革に消極的な宗教界や保守派からの拒否反応である。これらは、ビジョン 2030の実現にむ

けた取り組みにおいて、従前のサウジアラビアにおける政治的な合意形成の在り方が特に変化

を迫られる分野であり、サウジラビアの体制の安定性を評価する上でその変化を注視しておく必

要がある。

1．「ビジョン 2030」の実現可能性

ムハンマド副皇太子は、兼任する経済開発評議会の議長として、サウジアラビアの発展計画

と改革案をまとめた「ビジョン 2030」を 2016年 4月 25日に発表した 1。記者会見において、同

副皇太子は、過去の国家開発計画の失敗を認め、自国が石油中毒に陥っているとして、石油

収入のみに依存しない国家の実現に向けた改革への意気込みを示した。6月には財政改革への

数値目標を示した国家変革プログラム 2020（National Transformation Program: NTP）を発表

し 2、直後に訪米して化学や情報技術（information technology: IT）、エンターテイメント産業の

トップと相次いで会談して、ビジョン実現に向けた投資への協力を取り付けるとともに、サウジ

国内での事業ライセンスを供与した。また、9月には G20会合への参加に合わせて中国と日本

を訪問して経済協力パッケージに合意し 3、同副皇太子みずからの強いイニシアチブを印象づけ

た。

ビジョン 2030は、端的に言えば、①補助金を削減して国民全体に広く負担を求め、②アラム

コ社の株式を一部上場して得た資金を基に 2兆ドル規模の投資ファンドを設け、③その資金で

民間部門を肥育し、経済の門戸開放を進めて石油外収入を 3倍強にして財政収支均衡を図るこ
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とで、石油だけに依存しない経済財政運営の実現を目指したものといえる。従前の開発 5か年

計画と異なる特徴としては、女性のエンパワーメントの拡大や観光業、エンターテイメント産業

の振興など、これまでの緩やかな社会変化のスピードに対し、かなり大胆に社会変革へ踏み込

んだ点が挙げられる 4。また、先述の通り、具体的な数値目標が盛り込まれていることに加え、

PDCAサイクル（plan-do-check-act cycle）を元にした改革実行のプロセス管理の仕組みも示さ

れた。これらの特徴は、ムハンマド副皇太子が認める通り、マッキンゼー社が 2015年 12月に

発表した提言レポートを色濃く反映している 5。そのためか、発表直後には、ビジョンを現実離

れした「マッキンゼー・ビジョン」と揶揄し、実現可能性を疑問視する評価がみられた。しかし、

目下の経済と財政の状況悪化に、政府として何らかのアクションを起こす必要に迫られているの

は衆目の一致するところであり、サウジアラビアが変革の一歩を踏み出したことを、期待と不安

が交錯する中で慎重に見守る立場が大勢である 6。

ビジョン 2030の実現可能性という点において、省庁再編と人事異動がセットで行われた意義

は大きい。司令塔としての経済開発評議会とその実働部隊としての経済企画庁とに権限を一元

化したことは、これまで各省庁が個別に行っていた政策を棚卸し、縦割り行政の弊害を排する

効果をもたらしている。また、異母兄であるスルターン（Sulṭān bin Salmān Āl Sa‘ūd）観光国

家遺産委員会委員長が担う観光振興事業や、アブドゥルアジーズ（‘Abd al-‘Azīz bin Salmān Āl 

Sa‘ūd）元石油副大臣が担う省エネ事業とのマンデートは区分されており、政策調整のあとが窺

える。掲げられた数値目標についても、達成困難とみる厳しい立場がある一方で、カウントの仕

方如何によっては十分に達成可能な範囲にあると見る立場もある。無論、権限の一元化には、

経済開発評議会を議長として取り仕切るムハンマド副皇太子の体制固めという面があり、なお

かつ、同副皇太子の権力基盤を確かなものとするためにも、ビジョンに掲げた目標の達成とい

う実績が不可欠である。むしろ実現可能性の問題は、いかに体制の安定性を損なわない形で

政策に落とし込み、法律化して施行しうるか、という点にある。その点において、単に国民から

の支持ではなく、国民全体に当事者意識を醸成させることができるかどうかにかかっているとい

える。

2．サルマーン体制――ムハンマド副皇太子への権力集中

（1）組織改編

2015年 1月にサルマーン国王が即位して 2年が経過するまでの間、政治的な変化として顕著

なのは、政策決定の速度が速まったことにある。その要因は、政策の策定、決定、執行の各

プロセスにおける組織改編と、国王に代わって国政を運営するムハンマド副皇太子への権力集

中、実務経験者の登用と他の家系の王族の影響力排除にある。

組織改編に関して、第一段階として、サルマーン国王は即位して間もなく国政に関わる12の

最高評議会を廃し、新設した政治安全保障評議会（Council of Political and Security Affairs: 
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CPSA）と経済開発評議会（Council of Economic and Development Affairs: CEDA）に集約し

た。政治安全保障評議会の議長にムハンマド・ビン・ナーイフ（Muḥammad bin Nāif Āl 

Sa‘ūd）皇太子兼第一副首相兼内相（以下、ムハンマド皇太子）を任命し、経済開発評議会の

議長にムハンマド副皇太子を任命する形で権力を分有させた。実際にはムハンマド副皇太子が

国防相も兼任していることから、治安部門を除くほとんどの権限がムハンマド副皇太子のもとに

束ねられる形となった。国政の最高意思決定機関は、首相を兼任する国王が主宰する閣僚評議

会であるが、政策決定は実質的に経済開発評議会で行われる体制となった 7。また、政策の策

定については、経済企画庁が経済開発評議会の作業部会とともに担うこととなった。組織改編

の準備に要する期間と、後述するムハンマド副皇太子のキャリア形成に鑑みると、サルマーン現

国王が皇太子となった 2012年 6月以降、早い段階からビジョン 2030を視野に入れた組織改編

の青写真を描いていたことが窺える。

組織改編の第二段階として、ビジョン 2030の発表後、サルマーン国王はビジョンの実現に向

けた政策執行の態勢を整えるべく、5月 7日に勅令を発して省庁再編を行った。具体的にはエネ

ルギー分野を統合すべく、水・電力省を廃止して電力部門は石油・鉱物資源省に統合し、エネ

ルギー・工業・鉱物資源省に改組した。水部門は農業省に統合し、環境・水・農業省に改組し

た。労働省と社会問題省を統合し、労働・社会問題省に改組した。また、ビジョン 2030に対

応した組織内改編を反映して、重点分野を表に出した改称も行い、商工省は商・投資省に、イ

スラーム事項・寄進・宣教・善導省はイスラーム事項・宣教・善導省に、巡礼（ハッジ）省はハッ

ジ・ウムラ省に改称した。新たに娯楽産業の振興と管理を目的に娯楽庁が設置された。上記の

組織改編・改称は、ビジョン 2030に記された改革実行のプロセス管理の仕組みに従ったもの

であり、各省庁は、経済開発評議会で決定された方針を具体的な政策として落とし込んで執行し、

進捗と実績について経済開発評議会の評価を受けるものと位置づけられた。制度的に、ムハン

マド副皇太子を頂点とするトップダウン型の態勢が整えられたことになる。

（2）人事

人事面でのムハンマド副皇太子への権力集中は、王族、中でも歴代国王の息子たちからなる

家系の政治的影響力の排除と、非王族の実務経験者の登用という形で進んでいる。サルマー

ン国王は、即位直後の組織改編とともに、バンダル・スルターン（Bandar bin Sulṭān Āl Sa‘ūd）

国家安全保障会議事務総長、ハーリド・バンダル（Khālid bin Bandar Āl Sa‘ūd）総合情報庁

長官を解任し、後任にはいずれも非王族を充てた。また 2015年 4月には、イエメンへの軍事

介入である「決意の嵐」作戦終了後、高齢のサウード・ビン・ファイサル（Sa‘ūd bin Fayṣal Āl 

Sa‘ūd）外相に代えて、駐米大使のアーデル・ジュベイル（‘Ādil al-Jubayr）を外相に任命した。

解任された王族は大臣級の国王顧問として遇されているが、王族で主要閣僚にとどまっているの

は、アブドゥッラー（‘Abd Allāh bin ‘Abd al-‘Azīz Āl Sa‘ūd）前国王の息子ムトイブ（Mut‘ib bin 



̶ 86 ̶

‘Abd Allāh Āl Sa‘ūd）国家防衛隊相のみとなった。ビジョン 2030発表後の組織改編に絡む

2016年 5月の人事では、ヌアイミー（‘Alī al-Na‘imī）石油・鉱物資源相が解任され、ファーリ

フ（Khālid al-Fāliḥ）保健相（前アラムコ最高経営責任者）がエネルギー・工業・鉱物資源相

へ任命されたが、同時に外務省幹部から王族が外される動きもあった。後述する王位継承権

の限定化と合わせて、サルマーン家以外の王族が政策決定に関与する余地は狭まっている。な

お、地方州知事には依然として多数の王族出身者が任命されているが、地方分権化されておらず、

政策決定はリヤドに統制されているため、彼らが国政に及ぼしうる影響力も限定的となっている。

非王族の実務経験者の登用は、省庁やアラムコ社などの国営企業幹部経験者など能力と実績

を示した人物や、ムハンマド副皇太子の国防相任命後より仕えた国防省関係者、サルマーン家

に近いビジネス関係者、例えばサルマーン国王の息子たちが代表を務めていたサウジ・リサーチ・

マーケティング・グループ（Saudi Research and Marketing Group: SRMG）出身者などからなさ

れる傾向にある。アフマド・ビン・アキール・ハティーブ（Aḥmad bin ‘Aqīl al-Khaṭīb）娯楽庁

長官は、国防省人脈と SRMG関係の人脈で重用されている例といえよう。とはいえ、保健や住

宅問題など公共サービス担当閣僚は短期間で交代しており、政策の効果が現れないことへの国

民の不満が直接自分に及ばないよう大臣に責任を取らせる典型的なリンチピン君主制の手法を

採っている。

（3）ムハンマド副皇太子自身の経歴と言動

ムハンマド副皇太子自身については、2011年にスルターン（Sulṭān bin ‘Abd al-‘Azīz Āl 

Sa‘ūd）皇太子兼副首相兼国防大臣が死去した際、サルマーン現国王が後継の国防大臣に就

任したのに合わせて国防省入りし、政治的な経歴を積み始めた。ムハンマド副皇太子は、国防

相である父のもとで省内の業務を効率化・迅速化する改革に取り組み、その成果が認められて、

2013年 3月に皇太子府長官兼皇太子特別顧問に任命され、2014年 2月には大臣級の扱いに昇

格した。2015年 1月にはサルマーン国王の即位に伴い、国防相を引き継ぎ、2015年 3月 26日

に開始されたイエメンへの武力介入「決意の嵐」作戦を主導した。作戦終了発表後に副皇太子

に指名されたことから、同作戦は国防相としてのお披露目と実績づくりの面があったとみられる。

イエメンでの戦争は「希望の再生」作戦として継続しているが、作戦の指揮官としてのメディア

への露出がほぼ無くなる一方で、王族として外交・通商を担当する場面が増え（2015年 6月：ロ

シア及びフランス訪問、7月：エジプト訪問、9月：サルマーン国王訪米随伴）、対外的にも後継

候補と目され、アメリカからは実質的な決定権者とみなす対応を得るまでに至った。

こうした外交の表舞台への登場とともに、サウジアラビアの対外政策に対して、ムハンマド副

皇太子の野心的、冒険主義的な方針が中東地域の安定を脅かすとの懸念がサウジアラビア国

内外から顕在化した 8。特に対イラン関係については、2015年 12月にイランを除外したイスラー

ム協力機構（Organization of Islamic Cooperation: OIC）加盟国による対テロ・イスラーム軍事
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同盟の結成や 、2016年 1月の対イラン断交、同年 4月の石油減産に関するドーハ合意の失敗に

ついてイランへの責任転嫁などに加え、ジュベイル外相がたびたび地域の不安定化要因をイラン

に帰するイラン悪玉論について言及していることから、その強硬姿勢に同副皇太子の意向が働

いているとみられる 9。しかしながら、同副皇太子が直接イランの脅威を煽るような言動は確認

されておらず、シリアとイエメンの戦争への対応に関し、イランとの関係改善への含みを持たせ

た計算を働かせているともいえる。

シリアとイエメンの戦争に関して、ムハンマド副皇太子は国防相として関係する立場にあり、

訪米・訪ロの際に首脳会談でも意見交換を行ってはいるが、実際にはジュベイル外相の陰に

隠れ、積極的な関与を印象付けないような振る舞いをみせている。特に直接関与しているイエ

メンでの戦争については、クウェート和平協議（2016年 3月）の不調による引き上げタイミング

の不透明さや、イエメン空爆を理由に、サウジアラビアが国連子どもの権利条約の侵害者として

ブラックリスト入りしていたものを、国連人権理事会理事国の立場を用いて削除するよう圧力をか

けていたことが露見するなど、国際的なマイナスイメージも大きい。国防相としては、兵器購入や

装備品の内製化には積極的であるが、目下、副皇太子自身の関心・意識が国内での改革に向

いており、また、自身の権力基盤を固めるためにもビジョン 2030とNTP2020の目標達成に注

力せざるを得ない状況にあるのも一因である。

ムハンマド副皇太子がメディアへの露出に積極的になったのは、2015年 12月の対テロ・イス

ラーム軍事同盟の発表以降であった。初めて公式に記者会見を行い、2016年に入ってからは、

相次いで国内外メディアとの単独インタビューに応じ、ビジョン 2030のもとになる改革構想や社

会変革の必要性、自身の経歴と国防省での改革の実績などを披瀝した 10。同副皇太子の態度

の変化は、彼自身の人となりへの関心の高まりとともに、外交政策に関する意向への懸念が高まっ

た時期と重なっていたことに加え、ビジョン 2030の発表に向けて世論の反応を探るものであっ

た。ラマダーン期間中にはイエメン国境付近の前線に展開する兵士を慰問し、国防相としての関

わりを示した。ムハンマド副皇太子のハードワーカーぶりが知られると、改めてサウジアラビア

国内で半数以上を占める 35歳以下の若い世代からの支持と期待が高まりを見せており、注目さ

れる。しかしながら、休暇中の南仏でロシアの富豪が所有する大型ヨットを即決で購入したこと

が報じられると、ソーシャル・ネットワーク・サービス（Social Network Service: SNS）上でごく

短期間ながら批判の声が上がった 11。経済状況の悪化で国民に痛みを強いる中での行為として

は批判を免れないが、若い世代においては同じ世代の新しいリーダーへの権力移譲への評価と

期待は依然として大きい。

（4）王位継承の見通し

ムハンマド副皇太子は王位継承に向けて地歩を固めつつあるが、制度上、必ずしも将来の国

王即位を約束されている訳ではない。2015年 4月の副皇太子への指名は、ムクリン（Muqrin 
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bin ‘Abd al-‘Azīz Āl Sa‘ūd）皇太子（当時）が自ら退いたこと（事実上の解任）によるものであっ

た。このことは、ムハンマド・ビン・ナーイフ現皇太子の意向によっては、彼の即位後、必ずし

もムハンマド副皇太子が皇太子になるとは限らないことを示唆する意味で悪しき前例となった。

副皇太子の指名は、手続きとして皇太子と同様に、国王が忠誠委員会に諮って決定されること

となっている。ムハンマド副皇太子の場合は、忠誠委員会で明確に反対を表明する王子がいた。

また、タラール・ビン・アブドゥルアジーズ（Ṭalāl bin ‘Abd al-‘Azīz Āl Sa‘ūd）をはじめシニア

の王族にはムハンマド副皇太子の指名に批判的な者も多いようで、彼らがムハンマド・ビン・ナー

イフ皇太子につくことで権力闘争が表面化する懸念もあった 12。

2016年に入っても依然として、サルマーン国王がムハンマド・ビン・ナーイフ皇太子を廃し

て、ムハンマド副皇太子を皇太子にする可能性と、逆に、既にムハンマド・ビン・ナーイフ皇太

子が後継にムハンマド副皇太子を指名することで決着がついたとの情報が錯綜していた。しか

し、ムハンマド・ビン・ナーイフ皇太子が 2016年 9月の国連総会出席による訪米をはじめとす

る単独外遊を開始したことは、変化のサインとも読み取れる。アメリカでの中央情報局（Central 

Intelligence Agency: CIA）長官の勲章授与は、改めてムハンマド皇太子が内相として治安部門

を掌握し、アメリカ側からの信頼も厚く、バックアップがあることを示している。いずれにせよ、

現時点でムハンマド・ビン・ナーイフ皇太子を廃して、ムハンマド副皇太子を皇太子とする選択は、

サルマーン国王にとってリスクが大きい。ムハンマド副皇太子の今後は、父・サルマーン国王が

一日でも長く存命することを祈りつつ、ビジョン 2030とNTP2020で掲げた数値目標について成

果を上げられるかにかかっている。

3．経済動向と国民の痛み

2014年下半期からの原油価格の下落は、サウジアラビアの経済と財政の状況を確実に悪化

させた。経済成長率は 2016年 10月時点で 1.19%となっており、2014年の 3.64%、2015年の

3.49%に比べると景気の後退は明らかである。財政面では、2016年度の歳入は 2014年からほ

ぼ半減し、リーマンショック後の 2008年と同様に 1,500億米ドルを割り込む水準に落ち込んで

いる 13。一方で予算ベースでの歳出はほぼ 2,200～ 2,300億米ドルの水準を維持しており、そ

の差額は 2000年代の石油価格高騰による財政黒字の積み増し分を取り崩して補填する応急

処置で対応している状況である。実際に中央銀行にあたる通貨庁（Saudi Arabian Monetary 

Agency: SAMA）の外貨準備高は、2014年下期から 2016年下期までの間に約 2千億米ドル

減少している 14。

財政に関しては、既に 2011年の段階で、人口増加に伴う補助金負担の増加と石油の国内消

費増加が財政状況を悪化させ、2020年代には石油の国内消費量が輸出量を上回り財政が赤

字基調に転落する可能性が指摘されていた 15。2015年 9月には国際通貨基金（International 

Monetary Fund: IMF）が 2020年の財政破綻の可能性について警告した。特に 2015年以降、
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イエメン戦争の戦費負担が政府支出の負担となっており、国防費は 2016年度当初予算では約

477億米ドルになると予測されていたが、実際の国防費は約 547億米ドルであった。2017年度

予算でも国防費は 6.7％増加の約 508億米ドルを見込んでおり 16、歳出を増やせない状況下で

国防費が他の歳出項目を圧迫し、国内経済にとってマイナスに作用している。

国防費の増加のあおりを受けて削減されているのが、地方行政関連支出、具体的には各種の

補助金や公共事業である。2016年は歳出削減によって、ガソリン・電気・水料金の補助金削減

（約 50%の料金値上げ）、各種手数料の値上げ、未利用土地税の導入、一部製品関税引き上

げや、非サウジ人雇用企業への課税、公務員諸手当削減、閣僚と諮問評議会議員の報酬削減

などが相次いで行われた。加えて、ドルペッグ制によるインフレに伴い、輸入食料品を中心に

物価上昇も生じており、国民の負担感は急速に増している。ムハンマド副皇太子は、国民の負

担感の緩和のため富裕層への加重負担に言及しているが、自身の行為で顰蹙を買ってしまった。

歳入不足を補うために、付加価値税（Value Added Tax: VAT）の導入も検討されているが、労

働力の自国民化を図ることを目的に、差し当たり外国人労働者・訪問者への査証代金の大幅値

上げや出国税などの課税が強化されつつある。政府は否定するが、外国人送金への課税につい

ての噂も飛び交い、消費者心理を冷え込ませている。外国人労働者に関しては、アメリカのグリー

ンカードに類似したシステムの導入検討が発表されているが、具体化の動きはみられない。むし

ろ取りやすいところから取るという姿勢が前面に出すぎている感があり、民間部門の育成を図る

目的に反し、国際的な競争力が下がる懸念もある。

公共事業では、リヤド・メトロや高速鉄道、アブドゥッラー金融都市、メッカとメディナの二

聖都の再開発などの主要プロジェクトを除いて、開発プロジェクトは軒並み中止・凍結され、10

月には 2016年の設備投資が 71%も減少したことが明らかとなった 17。民間部門での資金ショー

トが顕在化し、売掛代金や賃金の未払いが生じたことから、通貨庁は 9月に市中銀行に資金を

注入して国内の流動性逼迫の改善を図った。10月（ヒジュラ暦 1438年 1月）には給与支払いの

月割りがヒジュラ暦基準からグレゴリオ暦基準に改められた。メトロや高速鉄道は、公共の移

動の手段を整えることによって、乗用車の増加による渋滞緩和とガソリン消費の削減を目指すと

ともに、後述する女性の外出の足を確保するためにも完成が急がれている。また住宅開発に関

しては、今後 5年で 150万戸以上の住宅不足に直面するとみられ、需要増に住宅建設が追いつ

いていない状況にある。住宅供給の不足から住宅を持てないでいる若い世帯を中心に、住宅開

発の遅延に対する不満は大きい。

国民の負担増大と不満に対するトレードオフとして、政治参加の拡大が進む見込みは薄い。

国政レベルにおいて、諮問評議会の段階的かつ部分的な選挙の導入に言及する現地の識者は

いるが、選挙の実施はかえって改革の妨げになりかねず、ビジョン 2030では政治改革について

は全く触れられていない。選挙は部族主義やイスラーム主義を助長しかねないとの懸念もあり、

現職の勅撰議員には国王に選ばれたことを誇りとするメンタリティーもある。地方レベルでは、
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既に 3回目となる地方評議会選挙が 2015年 12月に実施され、女性の立候補と投票が認められ

たことで注目を集めた。女性は 21名が当選し、最も保守的とされるカシーム地方も含め、少数

ながらほぼ全国的に分布している。公式発表での投票率は 47%と発表されたが、登録有権者

数を基準としているため、実際には 5%程度と関心は低い水準に留まっている。地方差という点

では、ヒジャーズ地方の投票率が相対的に高い傾向にあった 18。地方分権化されておらず、地

方評議会の権限自体が小さいこと、部族主義が根強いことが、選挙を通じた政治参加への関

心の低さの背景にみられる。また若い世代の間には、豊かだった親世代との状況の違いと改革

の必要性がおおむね認識されている。政治参加要求の声は皆無ではないが、不満を含めた意

見表明は SNS上にとどまっており、政治参加の拡大が進む可能性は低いといえる。

4．宗教界と保守派の反応

サウジアラビアは、厳格なワッハーブ主義に基づくイスラームの解釈を適用しており、サウード

家は、その守護者であることを統治の正統性の根拠としているため、高名なイスラーム学者（ウ

ラマー）にイスラームの教えに反すると判断される決定を下すことは困難である。実質的に宗教

界は国家に取り込まれているとはいえ、歴代の国王は、宗教界との合意形成を図りながら近代

化に伴う社会変化に対応してきた。その中で、産業界の要請に適合した人材を育成すべく、イ

スラーム教育に偏重したカリキュラムからの転換をめざす学校教育分野の改革は、長らく宗教界

の反対で進んでいない。そのため、教育改革と並んでビジョン 2030で謳われている社会変革、

とりわけ女性のさらなる社会進出や、ムハンマド副皇太子が注力する娯楽の振興は、宗教界と

急速な社会変化を厭う保守派の反発で、実現可能性が懸念される分野である。

ムハンマド副皇太子は、ビジョン 2030の実現に向けた宗教界の同意獲得には楽観的にみえ

る。背景には、2010年代に入り、女性の諮問評議会議員への任命や地方評議会での参政権

獲得、女性起業家の増加、女子スポーツの振興と国際大会参加やフィットネス・ジムの利用解

禁など、徐々にではあるが女性による社会進出の拡大を後押しする変化が続いていることがあ

る。女性による自動車の運転について、同副皇太子は容認する立場を示しているが、諮問評議

会で提案された実態調査が却下されるなど、容易には進まない問題もある。宗教界との関係で

は、2016年 4月には、ビジョン 2030発表前のタイミングで、勧善懲悪委員会（ムタッウィウ）

の逮捕権を剥奪し、表立ったパトロールを止めさせる閣僚評議会の決定が下された 19。宗教界

の反応としては、国王の決定には最終的に従うという従来の立場を採っており、副皇太子自身に

よる直接の働きかけは見えてこない。

娯楽振興はムハンマド副皇太子が注力する分野のひとつであるが、異性間交遊の懸念から宗

教界と保守派の批判を最も受けやすい分野でもある。既に、大ムフティー（最高法官）のアブドゥ

ルアジーズ・アール・シャイフ（‘Abd al-‘Azīz Āl al-Shaykh）は、映画館や（ポップ・ミュージッ

クの）コンサートを異性間交遊を招く腐敗と堕落の原因になるとして、認めないという立場を質
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問に答える形で示している 20。その後、宗教界からの懸念にもかかわらず、ジェッダでサウジ人

歌手による伝統音楽のコンサートが開催されており、試行錯誤を重ねながら既成事実を積み上

げて、社会変化への対応と宗教界の意向に折り合いをつけるという、歴代国王が用いた手法が

変わらず踏襲されていることが窺える。とはいえ、慎重に時間をかける従前の進め方に比べると

拙速に見え、変化の速さに対する宗教界や保守派の当惑と反発が懸念される。宗教界は、上

述の通り国王の決定には最終的に従うという立場を採っており、現状では、サルマーン国王が

宗教界への抑えを利かせている状態である。国王が亡くなった後、ムハンマド副皇太子を中心

とする体制が、宗教界との調整をうまく進めることができるかは未知数であり、同副皇太子の思

い描く形での娯楽振興は容易ではないだろう。

おわりに

以上、本章では、ビジョン 2030および NTP2020の実現可能性と、ビジョン 2030の実現に

むけた取り組みにおいて、政治的な合意形成の在り方に変化を迫られる分野として、ムハンマド

副皇太子への権力集中が孕む王位継承の行方と王族内の力関係（パワー・バランス）、痛みを

伴う改革の受入れを迫られる国民との関係、急速な社会変革に積極的とはいえない宗教界や保

守派との関係について検討を進めてきた。ムハンマド副皇太子は、サルマーン国王のもとで着

実に自らの権力基盤を固めつつあり、ビジョン 2030および NTP2020とも、掲げた数値目標の

達成は不可能ではないであろう。

本章の論点からいえば、ビジョン 2030の実現に向けた取り組みに伴う政治的・社会的な変化

が体制の安定性／不安定性にどのように作用するかは、国民が、負担感だけでなく、肯定的な

変化を実感として感じ取れるかという点と、統治の正統性を損なわないよう、社会変化の速度に

対する宗教界との認識の乖離を埋めるための努力（いかに既成事実を積み上げていけるか）に

かかっているといえる。国民の当事者意識を高めるための啓発を継続しつつ、ムハンマド副皇

太子がサルマーン国王存命中に、国民の信頼を失うような大きな失敗をせずに実績を積み上げ

ることができれば、中長期的に安定した体制が維持される可能性は高まるだろう。
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第 7章　スィースィー政権の「脱サウジアラビア」政策

鈴木　恵美

はじめに

2016年は、エジプトにとって変革の年となった。2013年にクーデターによりムスリム同胞団

（以下同胞団）の意向が強く働くムハンマド・ムルスィー（Muḥammad Mursī）政権を倒したア

ブドゥルファッターフ・アル =スィースィー（‘Abd al-Fattāḥ al-Sīsī）国軍総司令官（当時）は、

湾岸産油国から財政支援を受けることで危機を乗り越え、政権運営を軌道に乗せた。しかし、

2016年にはこれまでスィースィー政権を支えてきたサウジアラビアとの関係が悪化し、対照的に

ロシアや中国との関係強化が際立った。経済政策についても大きな変化があった。エジプトで

は、これまで中央銀行が外貨の量を管理する固定相場制が採用されてきたが、国際通貨基金

（International Monetary Fund: IMF）との合意により、市場での自由な取引が為替相場を決定

する変動相場制へ移行したのである。この通貨制度の変更により、エジプトポンドは大幅に下

落し、人々の経済的な苦境は増加した。本稿の目的は、スィースィーがこのような大きな政策転

換に踏み切った背景は何か、そして、この変化はスィースィーの堅固な支配体制に影響を及ぼす

ものなのかを考察することにある。

本稿の構成は以下の通りである。第 1節では、クーデターを決行したスィースィーが、財政

的にサウジアラビアを中心とする湾岸産油国にいかに依存してきたのかまとめる。第 2節では、

スィースィーのサウジアラビアに対する妥協、あるいは譲歩を象徴する二つの事例から、イラン

を巡る両国の思惑の違いを考察する。第 3節では、スィースィーのサウジアラビアを牽制する

試みとして、外交関係と経済政策の変化に焦点を当てる。前者はロシアとの関係から、後者は

IMFなどの国際機関と中国との関係から考察する。そして第 4節において、堅固な支配体制を

特徴として始動したスィースィー政権は、今後もこの体制を維持できるのか検証する。

1．湾岸産油国による財政支援

ムハンマド・ホスニー・ムバーラク（Muḥammad Ḥusnī Mubārak）期までのエジプトとサウジ

アラビアとの関係は、アラブ域内の覇権を争いつつ、同時に分かち合う関係であった。また、

両国は同胞団という内的脅威を共有しており、対同胞団では共闘してきた。そのため、ムルスィー

政権を倒したスィースィーと、クーデター後に成立したアドリー・マンスール（‘Adlī Manṣūr）暫

定政権に対し、湾岸諸国は即座に支持を表明した 1。まず、アメリカをはじめとする西欧諸国が、

クーデターとその後の同胞団支持者に対する暴力的な排除の直後にエジプト政府に対する財政

支援を停止すると、サウジアラビアを筆頭にアラブ首長国連邦やクウェートなどの湾岸産油国が、

ムルスィー政権が IMFと交渉していた融資額と同額の 120億ドルの支援を表明し、速やかに実
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行した。これらの諸国が、IMFがムルスィー政権に融資しようとしていた同額を即座にマンスー

ル暫定政権に提供したのは、同胞団に対する欧米諸国のこれまでの姿勢に不満があったことを

うかがわせた。この120億ドルのうち、50億ドルはサウジアラビアによる支援で最も額が大きい。

この 50億ドルのうち、10億ドルが現金による支援、20億ドルがエジプト中央銀行に対する 5

年間の無利子預金、残り 20億ドルが石油製品の提供である。その後もサウジアラビアから追

加の支援があり、2014年末までに湾岸産油国全体で総額 230億ドルもの支援がエジプトに提

供された。そして 2015年 3月にシナイ半島のシャルメル・シェイクにおいて開催された経済開発

会議では、今後湾岸諸国からエジプトへの支援は主に投資を通して行われることが明らかにさ

れたが、エジプト政府はこの会議で総額 500億ドルもの資金を集めることに成功した。このう

ち120億ドルが、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェートの 3か国がそれぞれ 40億ド

ルを拠出したものだった。この会議における欧州全体からの支援額が 52億ドルであることと比

較すると、120億ドルという額がいかに多いかがわかる。

以上の通り、2013年 7月のマンスール暫定政権の成立から 2015年 3月の経済開発会議まで

の湾岸産油国からエジプトへの支援は膨大な額に及んだ。これらの資金提供の目的は、クーデ

ターという国際社会では認められない行為によりムルスィー政権を倒したスィースィーの正当性を

財政面から支えることであった。この支援がなければ、クーデターを理由に欧米諸国からの財

政支援を一時停止されたマンスール暫定政権は、国民からの経済悪化に対する不満を抑えるこ

とができなかっただろう。湾岸産油国からの支援は、政権運営が軌道に乗れば投資などを通し

た支援に変わるものであり、それまでに経済状況が回復しなければ、エジプト政府は別の手段

で財源を得る必要があった。また、域内覇権を争うサウジアラビアからの支援は、エジプトが

同国への従属的な関係を強いられる可能性をはらむものであり、このような事態を回避するため、

スィースィー政権は何らかの手段を講じる必要があったといえよう。

2．サウジアラビアに対する妥協

2015年から翌 16年にかけ、スィースィー政権を支えた湾岸諸国からの財政支援が、外交的

圧力となってエジプト側に妥協を強いたと思われる出来事が起きた。きっかけは、2015年 7月に、

イランと、アメリカを含むイギリス、フランス、ドイツ、ロシア、中国など 6か国との間で核問題

に関する最終合意が発表され、イランの国際社会復帰がにわかに現実味を帯びたことであった。

これにより、2016年を通してイランへの対応を巡るサウジアラビアとエジプトの思惑の違いが、

両国国境上にある二島の帰属問題と、エジプトのイエメン出兵を通して表面化した。以下、そ

れぞれについて考察する。

（1）サウジアラビアに認めた領有権

2016年 4月、スィースィー大統領は、エジプトとサウジアラビアの間の海峡上にあるアカバ湾
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南部のティーラーン島とサナーフィール島の領有権が、サウジアラビア側にあると表明した。両

島は、ガマール・アブドゥンナーセル（通称ナセル、Jamāl ‘Abd al-Nāṣir, Nasser）大統領が付

近を海上封鎖したことが引き金となり第三次中東戦争（67年戦争）が始まった経緯があるなど、

周辺国にとって地政学的に非常に重要な島である。島の帰属は曖昧であったものの、ムバーラ

ク期にはその問題を棚上げしたままサウジアラビアとエジプトを結ぶ形で両島に橋を掛ける計画

が持ち上がることもあった。この計画は具体化されることはなかったが、この時も島の帰属が

議論になることはなかった。そのため、突然のスィースィーの発言は国民を驚かせ、政治的、

宗教的な帰属を問わず広くエジプト社会から強い反発と憶測をよんだ。エジプト国内では、これ

までのサウジアラビアからの財政支援と関係づけ、スィースィーが同国から圧力をかけられ、譲

歩したという声が大半を占めた。それは、スィースィーの発言が、サウジアラビアのサルマーン・

ビン・アブドゥルアズィーズ（Salmān b. ‘Abd al-‘Azīz）国王のエジプト訪問時、シナイ半島の開

発計画として 17億ドル規模の投資協定が締結された際に発せられたためと思われる。2013年

のクーデター以降、ナショナリズムを煽ることで政権に対する支持を集めてきたスィースィーに

とって 2、島の帰属をサウジアラビアに認めることは相当な政治的リスクを伴う行為であった。国

土防衛を最優先する軍人出身のスィースィーが、戦略上重要な場所に位置する両島の帰属をサ

ウジアラビアとするに至った背景は何であるのか、両政府の間でどのような交渉があったのか明

らかにされてはいない。第 4節で考察するが、2017年 1月に最高裁判所は両島の帰属権を巡る

スィースィーの判断を無効とした。2011年以降ナショナリズムが高揚しているエジプトにおいて、

裁判所がこのような判決を出すことをスィースィーが予期していなかったとは思われない。スィー

スィーは判決が出された場合はそれを理由に帰属発言を反故にし、これまで通り二島の領有権

を曖昧にする意図があった可能性も指摘できる。

（2）イエメン出兵 

2014年 9月にイランが支援するとされるフースィー派が首都サナアを制圧すると、アラブ地域

で最大級の兵力（正規軍約 47万）と実戦力のあるエジプト軍の介入に、湾岸産油国からの期

待が向けられた。スィースィーは、2015年 3月にサウジアラビアが主導するフースィー派に対す

る掃討作戦、「団結の嵐（Āṣifa al-Ḥazm）」作戦への参加を表明したが、サウジアラビアがエ

ジプトに期待する地上軍は派兵せず、バーブル・マンデブ海峡に軍艦 4隻と空軍を派遣するに

とどめた。イエメン問題で歩調を合わせる湾岸産油国とは対照的に、スィースィーはイエメンへ

の軍事介入に積極的ではない。2016年１月には、イエメン駐留の 1年延長と増派を決定したが、

増派は実行されなかった。さらに、1年後の 2017年 1月 22日にも、大統領府が国家安全諮問

会議の決定として、派兵を延長することを発表したが、その期間と規模は明らかにされなかった。

ナセルは 1962年に北イエメンの共和国勢力を支援するため同国に軍事介入したが、1970年に

撤退するまでエジプト側に約 1万名を越す犠牲者を出した。そのため、60年代のイエメン介入
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は、エジプトでは「ナセルのヴェトナム」と言われている。2015年の派兵決定を発表するにあ

たり、大統領府は、派兵はペルシャ湾と紅海におけるアラブ地域の安全保障に対するエジプト

の責任に基づくとしたが 3、サウジアラビアを始めとする湾岸諸国からの圧力があったことは明

らかである。

（3）紅海とイランを巡るジレンマ

上記の通り、サウジアラビアがスィースィー政権に対して度々外交圧力をかけていることは明

らかであり、その背景にはイランに対する警戒心があると思われる。ペルシャ湾を挟んでイラン

と対峙するアラビア半島東部には一定数のシーア派住民が居住し、ある程度イランの政治的、

経済的影響を受けることは避けられない。しかし、半島西部の紅海沿岸地域はまだイランの影

響が浸透していない地域であるため、サウジアラビアは主導権を握って紅海全域からイランの

影響力を排除する意図があると思われる。その一端が、アカバ湾南端の戦略的要所、二島の

領有をエジプト側に認めさせたことではないだろうか。エジプトは 2015年にスエズ運河の複線

化を完了しており、運河航行料の増収を狙うスィースィーにとって、紅海における航行の安全確

保は重要である。紅海の治安維持という意味において、エジプトとサウジアラビアはその目的

と関与に対する温度差はあるが、ある程度の利害を共有しているといえよう。2017年１月初頭、

エジプトは、2015年にサウジアラビアが資金を提供してフランスから購入したミストラル級強襲

揚陸艦 2隻のうち1隻、ガマール・アブドゥンナーセルを、エジプト南部紅海沿岸のサファーガ

に展開させ、紅海防衛の任に就く人員も増員することを発表した。この紅海防衛の拡充政策は、

イエメンのフースィー派に対する軍事作戦をも想定しているものかは明らかにされていない。しか

し、おそらくサウジアラビアは紅海の治安維持と対イラン政策を明確に区別していないのではな

いだろうか。エジプトは紅海の治安維持を目的としつつも、サウジアラビアが推進する対イラン

作戦にある程度は歩調を合わせることになるだろう。

しかし、エジプトにとって紅海における治安の確保は重要ではあるが、イランと対峙すること

には明らかに消極的である。その理由としてあげられるのは、第 1に、スィースィー政権が政治

的軍事的に関係を強化しているロシアが、シリア問題でイランと協調関係にあることである。第

2に、エジプトに実害を与えていないイエメンの、しかも同国のシーア派勢力の拡大阻止のため

に軍事介入する理由も利点もないことである。第 3に、エジプト側にイランとの経済関係を構築

する思惑があることである。エジプトとイランは、1979年以来国交が凍結された状態にあるが、

サウジアラビアと違い、地理的に離れており、国家として脅威となる存在ではない。エジプト人

のシーア派の教義に対する違和感、嫌悪感は根強くあるが 4、国内におけるシーア派の数は非

常に限定されているため 5、歴史的にも社会的、政治的脅威となる存在ではなかった。そのため、

エジプトにはサウジアラビアがスィースィーに積極的な関与を促すフースィー派の掃討に関わる

積極的な理由がないのである。むしろ、表 1に示した通り、貿易や投資などを通した経済関係
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の強化を望む声が少なくない。この調査が実施されたのは、現在のようにシリア内戦を巡って地

域におけるイランの影響力の拡大が指摘される以前ではあるが、経済部門での関係の強化には

現在でも政府から肯定的な意見が聞かれる。少なくとも経済分野に限っては、現在でも多くが

両国の関係強化に肯定的であると思われる。

以上の通り、アラブ地域で最も規模の大きい、強力な軍隊を擁するエジプトに対するサウジ

アラビアの期待は大きい。2013年以降スィースィーが提唱してきた、アラブ域内の主要国で構

成される「アラブ連合軍」の創設は具体化に向け進展してはいないが、スィースィーがこのよう

な案を提唱した背景は、単にスィースィーがナセルの再来を自認するナショナリストだからではな

いだろう。そこには、アラブ域内で生じる問題にエジプトのみが過度な負担を強いられる事態を

回避しつつ、アラブ域内の問題で主導権を取ろうというスィースィーの思惑があったのかもしれ

ない。

3．脱サウジ依存に向けた政策転換

スィースィーは、2013年のクーデターにより政権を事実上掌握して以降、シリア内戦を巡って

サウジアラビアと対立するロシアのウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）政権と軍事的な関

係を強化してきた。ロシアとの関係を強化した背景には、ムバーラク期の過度な対米依存の解

消などがあるが、別の目的にはロシアと接近することで、エジプトに大きな「貸し」のあるサウ

ジアラビアを牽制する狙いもあった 6。2016年はさらにこの動きが加速し、スィースィー政権は

軍事的、外交的に一層ロシア陣営に傾倒した。そして、経済的にも IMFとの交渉を妥結させ、

中国との経済関係を一層深化させるなど、サウジアラビアと一線を画する政策に大きく舵を切っ

た。以下、それぞれについて考察する。

（1）ロシア陣営への傾倒

2016年は、スィースィーが軍事的、外交的にロシア側に寄った立場にあることを明確にした１

年であった。具体的な事例として、安保理決議における親ロシア的投票や、ロシアに対するエ

ジプトの軍事基地使用権の貸与交渉の開始などを挙げることができる。ロシアとの関係の強化

は、スィースィーが湾岸産油国から財政支援を受けるのと並行して進展してきた。クーデターの

わずか 4か月後の 2013年 11月には、カイロにて外務、防衛閣僚協議、いわゆるツー・プラス・

表1 部門別にみたイランとの経済関係を肯定するエジプト人の割合

調査対象 公共部門 民間部門 大学・研究機関 メディア

割合 91% 95.1 % 96% 97%

（出所）Nael Shama, Egyptian Foreign Policy from Mubarak to Morsi: Against the National Interest, 
Routledge Studies in Middle Eastern Politics, 2014, p.137.



̶ 98 ̶

ツーが開催され、2014年 2月には当時国防相だったスィースィーとナビール・ファフミー（Nabīl 

Fahmī）外相がモスクワを訪問してプーチン大統領とセルゲイ・ラブロフ（Sergey Lavrov）外相

と会談し、軍事分野における協力関係の強化が確認された。そして、この会談から1年後の

2015年 2月にはプーチンがエジプトを訪問するなど、さらなる関係強化を印象付けた。この関

係強化は、1972年のアンワル・アッ＝サーダート（通称サダト、Anwar al-Sādāt, Sadat）大統領

によるソ連の軍事アドバイザー約 2万名の国外追放以来の歴史的な出来事であった。

しかし、ロシアがシリア問題への関与を深めると、エジプトはより明確な形でサウジアラビア

の利害と相反する行動に出ざるを得なくなった。それを象徴する出来事が、2016年 10月 8日に

行われた安保理決議案を巡るエジプトの行動である。アレッポ市域におけるすべての空爆と戦

闘の即時停止を求める決議案に対し、エジプトは賛成票を投じたが、ロシアが拒否権を発動し

たため廃案となった。一方で、ロシアが代替案として提示した、空爆の停止に言及しない即時

停戦を求める決議案の採決では、エジプトはロシア、中国、ベネズエラとともにサウジアラビア

と対立する形で賛成票を投じた（決議案自体は反対多数で否決された）。この矛盾したエジプト

の行動は、アレッポ空爆の停戦についてはサウジアラビアの顔を立てて賛成票を投じたが、続

くロシアが提唱した決議案ではロシア側に立って投票することで、エジプトはシリア問題ではロ

シア側につくことを国際社会に示したものと解釈することができる 7。

議論が分かれるのは、このエジプトの行動に対するサウジアラビア側の反応である。エジプ

トはこの安保理決議案に対する投票後まもなく、サウジアラビアの国有石油会社アラムコからエ

ジプト石油公社へ提供される10月分の石油精製品が停止されたことを明らかにした。石油精製

品の提供は、同年 4月にサウジアラビアのサルマーン国王がエジプトを訪問した際に、同国が

エジプトに対し毎月 70万トンの石油精製品を今後 5年間にわたり 230億ドルで供給することで

合意していたものである 8。当初、この提供凍結については、アラムコは既に 8月の段階でエジ

プト側へ伝えていたとするものと、10月になってから突然通達があったとするものなど情報が錯

綜した 9。しかし、ターレク・ムッラー（Ṭāriq al-Mullā）石油天然資源相が、アラムコからの提

供停止を受けて急遽ヨルダンとイラクを訪問し、続いて駐エジプト・クウェート大使ともこの問題

について話し合っていることを考えれば、アラムコによる石油精製品の提供停止はエジプト政府

にとって予期せぬ事態であった可能性が高いだろう。この出来事の背景は不明だが、これまで

両国の間には明らかにされていない様々な確執があり、それが安保理決議における投票を機に

表面化したと理解すべきだろう。

サウジアラビアとの不和が表面化するなか、さらにスィースィーとロシアの密接な関係を示す

出来事が起きた。エジプトが、エジプト・リビア国境に近い地中海沿岸の軍事基地、スィーディー・

バラーニーの使用権をロシア空軍に認めることをロシア側と協議していることが明らかとなった

のである。さらに 2017年１月には、エジプト政府が支援するリビアのハフタル（Khalīfa Ḥaftar）

将軍が、地中海沖のロシアの軍艦上でロシア軍関係者と会談を行った。スィーディー・バラーニー
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基地は、ナセル期を中心に 1972年までソ連軍が使用していた基地であり、今後ロシアがこの基

地を本格的に使用することになれば、エジプトがロシアの中東外交の軸となる可能性も排除でき

ないだろう。

（2）湾岸産油国依存からの脱却

（a）構造調整政策の合意

2016年 8月、エジプト政府は IMFと今後 3年間にわたり、総額 120億ドルの融資を受ける

ことで合意した。そして、同年 11月に経済改革の主な柱である変動相場制が導入されると、エ

ジプトポンドは対ドル相場で半分の価値にまで下落した。為替相場の下落は予想されていたが、

急激な下落は人々の暮らしを直撃した。現在のエジプトは、スィースィーがこのように大きなリス

クを負ってまで、経済改革を断行しなくてはならない状況にあるといえる。

IMFからの融資を巡る交渉は、2011年にムバーラクが大規模な抗議デモ（1月 25日革命）

で辞任した直後から始まっていた。民主化が進められることになると、IMFは貸付に伴う経済、

財政改革条件であるコンディショナリティーの緩い融資を軍最高評議会に申し出た。しかし、革

命後のナショナリズムが高揚するなか、欧米諸国から資金援助を批判されることを恐れた軍最

高評議会は融資内容についての具体的な協議がなされる前にこの提案を断った。その口実は、

軍最高評議会は移行期を暫定的に統治しているだけであり、長期にわたる政策の責任を持つ事

はできないという、もっともらしいものだった 10。一方、民主化の末に大統領に選出されたムル

スィーは、IMFからの融資の受け入れに積極的であり、コンディショナリティーを巡って 120億

ドル規模の融資について交渉を重ねていた。しかし、その最中に反同胞団デモ（「6月 30日革

命」11）とクーデターにより政権が倒され、交渉は中断した。

その後、マンスール暫定政権を経て 2014年 6月にスィースィーが大統領に就任したが、大統

領選挙に出馬するに際しスィースィーは、当選したあかつきには厳しい経済政策を実施すること

を繰り返し強調した。この言葉通り、スィースィーは歴代政権が着手できなかった大胆な経済

政策を実施していった。大統領就任直後にはエネルギーに対する補助金を削減し、2016年に

はその動きは加速した。2016年 9月には付加価値税（Value Added Tax: VAT）を導入し、11

月には公的部門法を改正し、エネルギー価格を上げて変動相場制を導入した。ナセル期以降、

エジプトでは国家が国民の政治的権利を制限する代わりに社会福祉サービスを提供する、国家

と社会の間の「暗黙の了解」「社会契約」があるとされてきた。スィースィーの改革は、この従

来の考えに変革を迫るものであり、税収によって国家財政を維持する「普通の国」を目指す試

みであるといえる。

（b）中国との関係の強化

ムバーラク期まで限定的であった中国との関係は、中国の経済力の高まりとともに強化され
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た。その直接的なきっかけとなったのは、中国が掲げる「一帯一路構想」である。これにより、

スエズ運河を擁するエジプトの重要性が高まり、エジプトもまた中国からの投資を期待してアジ

ア・インフラ投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB）に創設メンバーとして参

加した。2014年 12月、スィースィーが北京を訪問し、両国の関係を戦略的パートナーシップへ

と格上げすることで合意し、2016年 1月には習近平がカイロを訪問した。そして、9月には杭州

で開催された G20のサミットにスィースィーが招待されたことで、エジプトにおいて中国に期待

する世論が一気に高まった。その後、両国の関係は、2015年 3月にエジプトで開催されたシャ

ルメル・シェイク経済開発会議において初めて公式に発表された、総額 450億ドル規模の超大

型プロジェクトである行政首都建設を通して強化されていった。

新しく建設されることになった行政首都には、500万から 700万人が居住し、国会議事堂、

最高憲法裁判所、中央官庁、各国大使館など主な政府機関が移転されるとされた。巨大な空

港や行楽施設も建設され、それら新都市に必要なエネルギーは太陽光発電でまかなわれると

いう。財源については、計画の発表時には詳細は公表されなかったが、建設にドバイのイマー

ル社や同国の民間建設業者、ムハンマド・アル＝アバールなどが携わることから、湾岸産油国

が多く出資するであろうと思われた。しかし、新首都建設が公表されてからわずか半年後の

2015年 9月、アバールとの覚書は破棄され、代わって同月、中国の国営建設企業（China State 

Construction Engineering Corporation）とエジプト政府との間で覚書が交わされた。

2016年 1月に習近平がエジプトを訪問した際には、中国側からエジプトに対して様々な分野

への支援が表明されたが、新首都建設については中国からエジプトへ 15億ドル規模の各種

支援が提供されると発表された。そして同年 10月には、華夏幸福基業（China Fortune Land 

Development Company: CFLD）から 20億ドルが首都建設のために投資されることが明らかと

なった。このように、スィースィー政権下でエジプトと中国は急速に接近したが、両国の経済的

政治的な結びつきは、単に首都建設に限定されたものではなく、より広範で長期に亘るものにな

るといえよう。なぜなら、新首都は現在の首都とスエズ運河の出入り口にある港湾都市スエズ

市の中間に位置するが、このスエズには国営石油関連企業などが集まる工業地帯があり、中国

はこの工業地帯への投資と抱き合わせる形で首都建設を進めているからである。

では、この首都建設はスィースィー政権の支配を強化するものになるのだろうか。新首都とな

る場所は、計画が発表された時点ではまだ砂漠状態であり、まず建設作業に必要な道路を国

軍の建設部門が通す作業から着手された。建設の工程に関わる問題は議会では審議されておら

ず、建設に関わる決定もスィースィーが中心となって国軍の建設関連組織の責任者や建設大臣

など、建設部門の責任者が合議で取り決めている。エジプト政府は、首都建設には広く民間企

業も関わるとしているが、現在までの経緯を見れば少なくとも初期段階では国軍関連企業が中

心となると思われる。したがって、建設資金についても、中国から投入される資金は一旦国軍

を経由して国軍傘下の国営企業、そして民間企業へと、上から下に流れていくだろうと思われる。
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新首都建設の例が示す通り、スィースィー政権下では国軍を中心とした経済体制が強化されて

いるが、この状況に対して、国軍による経済活動が民間部門を圧迫しているとの指摘がある 12。

軍が関わる活動の実態は、原則非公開であるため実態を把握することはできないが、行政首都

建設は国軍の支配を強化する形で進められる可能性が高いだろう。

4．支配構造の再検証

筆者はこれまで、スィースィー政権は出身母体である国軍を支持基盤に、司法府と立法府が

その政権運営を支えるなど、政権の支配構造としてはムバーラク期を上回る堅固な権威主義体

制であることを指摘してきた 13。ここでは、2016年の大きな政策転換を経てもなお、スィースィー

は堅固な体制を維持しているのかを検証する。

（1）依然として堅固な支配構造

2013年に着手された再民主化の結果、2015年 10月の議会選挙を経て、2016年 1月に新た

な議会が召集された。新たに発足した議会の果たすべき最初の作業は、議会が不在であった

2013年 7月から 2015年末までの、マンスール暫定政権とスィースィー政権のもとで発令された

341に上る大統領令の審議とその採決であった。しかし、それらはほとんど議論されることなく

議会を通過し、正式に法として認められた。「憲法」156条に従い、審議期間が 15日と非常に

限られていたことも大統領令が適正に議論されなかった要因といえるが、社会から批判された

大統領令が議会で糾弾されることもなかったことから、立法府は行政府を監督する機能を十分

に果たしていないといえよう。一方、司法府については見解が分かれるだろう。スィースィー政

権の成立時、司法府は立法府と同様に、政権の強権的支配を合法的に助ける役割を果たしてき

た。その代表的な法として、対テロ対策という名目で政府の見解と反目する内容の報道を禁止

した、改正「テロ対策法」の第 33条と、デモを事前の許可制とすることを定めた「公的な場所

における集会および行進における権利の制限に関する法」（2013年第 107号法：通称「デモ規

制法」）がある。これらはいずれも社会からの批判が多く、ムバーラク期の 2000年代であれば

最高憲法裁判所が違憲判決を出した可能性の高い法律といえる。2016年 12月、これまでスィー

スィー政権の政策に追随的であった最高憲法裁判所が、「デモ規制法」に対し、デモを規制し

妨害する警察権力の行使は違憲であるとの判断を下した。しかし、このような判決が出されたも

のの、反政府的な運動に厳しい姿勢で臨むスィースィー政権には、効果は限定的であるという

見解が多い 14。それを示すかのように、大きな反響があると思われた判決に対する社会の反応

は大きくなかった。

注目されたのは、第 2節の（1）で述べた通り、2016年 4月にスィースィー大統領が突如表明

した、ティーラーン島とサナーフィール島の帰属問題である。司法の判断は当然予測されたもの

だった。2017年 1月16日、最高行政裁判所においてサウジアラビア側に帰属権を認めるスィー



̶ 102 ̶

スィーの判断を無効とする最終判断が下された。ナショナリズムを高揚させることで自身に対す

る支持を集めてきたスィースィーが、この判決を想定していなかったとは考えにくい 15。スィー

スィーはこの判断を予期して、大統領として国内世論と司法判断を無視できないことを口実に、

サウジアラビアが求める両島の帰属権をうやむやにする意図があったのかもしれない。今後、

スィースィーが司法判決を理由に両島の帰属問題を棚上げにするのか、それともスィースィーが

サウジアラビアの帰属権を認める形で二島の開発が進むのかが注目される。

（2）内外の脅威

上記の通り、スィースィーの支配体制は構造としては堅固であるが、果たして本当に国内にお

ける不満の声を封じることができるのだろうか。それを計るひとつの事例として、2016年 11月

に、エジプト国外から呼びかけられた反政府デモに対する政府の対応を挙げることができる。

エジプトでは、2013年のクーデター後に許可のないデモを禁止する「デモ禁止法」が制定され

ると、当初は同胞団支持者によって組織された「正当性を支持するための国民連合」による小

規模な抗議デモが散発的に起きたものの、やがてそれも行われなくなっていた。しかし、2016

年 9月にスィースィー政権と IMFの交渉妥結に伴う経済改革の実施が決定されると、買い占め

などによる生活基本物資の不足が生じ、物価高騰が人々の困窮した生活に追い討ちをかけた。

すると、この時期を待っていたかのように、トルコ在住のエジプト人で、同胞団メンバーといわ

れるヤーセル・アル =オムダ（Yāsir al-‘Umda）と称する人物が「貧者運動」という運動を提唱し、

フェイスブック上でエジプト国民に対し11月11日に反政府デモを実施するよう呼びかけた。同胞

団に批判的な既存の政治政党は、この呼びかけに呼応せずデモへの参加を拒否したが、治安

当局の反応は真剣だった。国防大臣で国軍総司令官であるスィドキー・スブヒー（Ṣidqī Ṣubḥī）

をはじめ、諜報庁長官、内務相、内務省幹部などで構成される対策会議が開かれ、デモ実行

の日とされた日はタハリール広場は封鎖され、カイロ国際空港やその他の主要な広場には治安当

局が警戒にあたった。抗議デモに対する対応としては異例とも言えるが、それは単に同胞団に

対する警戒というよりは、同胞団のメンバーではない潜在的な不安分子の運動への呼応を警戒

したものだったと思われる。

反政府デモが呼びかけられた時期は、先述の通り IMFとの交渉の結果導入した構造調整政

策により、短期間で物不足と物価の高騰が起こり、加えて変動相場制の導入による通貨の下落

で経済が混乱していた時期である。また、2013年のクーデター以降、警察関係者やその幹部

の暗殺が続いているが、2016年を通しても警察内に内通者の存在を疑わせるような暗殺事件が

複数発生した。さらに「イスラーム国シナイ州」やアル＝カーイダに賛同する勢力のメンバーにも

元将校の名が確認された 16。

以上の通り、スィースィー政権の支配構造そのものは依然堅固であるが、それらを構成する

機関は一枚岩ではなく、潜在的な脅威は常にある状態といえる。カイロの複数の貧困地区では、
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人々に現況を耐えるよう呼びかける政府広告が掲げられていることからも、政府に対する不満は

相当に高まっていると思われる。スィースィー政権は正念場を迎えつつあるといえよう。

おわりに

スィースィー政権は、その成立時にサウジアラビアを始めとする湾岸産油国から莫大な財政支

援を受けたことで政治的な従属を招いた。2016年に相次いで見られた大きな政策変化は、これ

までスィースィーが着 と々布石を打ってきた脱サウジサラビア依存の政策が実行に移された結果

といえる。しかし、アラブ諸国の連携は必須であり、紅海の防衛を重視するエジプトにとって、

イランを巡るアラビア半島諸国の争いから距離を置くことは容易ではないだろう。

エジプトは、2011年から続く政治的混乱と経済の低迷により、アラブの盟主としての存在感

を薄めたが、ナセルの再来を自認するスィースィーは、サウジアラビアからの圧力から脱却し、

ロシアの中東戦略の中核国家となることで、ナセル期とは異なるアラブの盟主を目指しているの

かもしれない。いずれにしても、ナショナリズムを鼓舞することで人々を満足させることができ

た時期は終わった。ティーラーン島とサナーフィール島の帰属をサウジアラビアに認めたことで、

スィースィーの人気にも陰りを見せている。経済改革の効果を速やかに出せるか否かが、スィー

スィー政権の今後を決定することになるだろう。

―注―

1 ムバーラクが辞任した 2011年 2月からムルシーが失脚した 2013年 7月までの第一移行期において、サウ
ジアラビアからエジプトに対し、軍最高評議会の暫定統治時代に複数回、それぞれ 5億ドル規模の開発
支援が発表された。

2 鈴木恵美「スィースィー政権の権威主義化にみるエジプト国軍の役割」酒井啓子編著『途上国における軍・
政治権力・市民社会―21世紀の「新しい」政軍関係』晃洋書房、2016年、 73-94頁。

3 Ahram online, March 22, 2015. 
4 2013年のクーデター時など社会秩序が混乱した時には、一部の地域でシーア派住民がスンナ派住民により
暴力を受ける事件が散発的に発生した。

5 エジプト国内のシーア派の人口は政府も公式には発表していない。また 2009年にはレバノンの抵抗組織
ヒズブッラーがエジプトのスエズ運河沿いに活動拠点を築こうと試みた事件が発生した。容疑者は逮捕さ
れたが、2011年 1月の政変時に刑務所を脱獄した。ヒズブッラーのエジプトにおける拠点形成については
以下を参照。鈴木恵美「ヒズブッラー摘発事件―エジプトの対イラン政策と体制維持―」『中東研究』第
504号、2009年 6月、55-68頁。

6 Mandour, Maged., Egypt’s Shift from Saudi Arabia to Russia, The Carnegie Middle East Center, 
November 3, 2016, [http://carnegieendowment.org/sada/?fa=65030].

7 Ibid.
8 エジプトは産油国であると同時に石油輸入国でもある。エジプトが必要とする石油消費量のうち約 35％を
輸入に頼っており、そのうち 40％をサウジアラビアのアラムコから輸入している。

9 Al-Maṣrī al-Yawm, 2016年 10月11日号。
10 土屋一樹「経済改革と IMF融資の実施」アジア経済研究所、2016年 10月 1日、[http://www.ide.go.jp/

Japanese/Publish/Periodicals/Me_review/pdf/201612_01.pdf]。
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11 同胞団支持者やスィースィー政権に批判的な勢力は「6月 30日革命」という呼称を否定しているため、ここ
では鉤括弧をつけて使用する。

12 Adli, Amr., The Military Economy and the Future of the Private Sector in Egypt, The Carnegie Middle 
East Center, September 6, 2014. 一方、軍の役割の拡大については緊急措置であり、雇用創出のための補
完的役割を果たしているという意見もあるなど評価が分かれている。

13 鈴木恵美「スィースィー政権の支配構造―その耐久性と脆弱性」『平成 27年度外務省外交・安全保障調
査研究事業 安全保障政策のリアリティ・チェック―中東情勢・新地域秩序』（公財）日本国際問題研究所、
2016年、115-126頁。

14 Brown, Nathan. and Hamzawy, Amr., An Egyptian Court Just Struck Down Part of a Repressive 
New Law. Here’s What that Means, The Carnegie Middle East Center, December 7, 2016, [http://
carnegieendowment.org/2016/12/07/egyptian-court-just-struck-down-part-of-repressive-new-law.-here-s-
what-that-means-pub-66380].

15 この判決が出されるにあたり、最高行政裁判所とスィースィーの間で何らかの意見の調整があった可能性も
完全には排除することはできない。

16 代表的な人物として、「アンサール・ベイトゥルマクディス」（2014年 11月以降は「イスラーム国シナイ州」と
改名）に所属し、2013年 9月に内務大臣暗殺未遂事件を起こした陸軍将校のワリード・バドル（Walīd 
Badr）、陸軍特殊部隊将校ヒシャーム・アシュマーウィー（Hishām al-‘Ashmāwī）などを挙げることができる。
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第 8章　 イスラエル新戦略構想とその含意
――「ギデオン計画」と「国防軍戦略」を手掛かりとして

池田　明史

はじめに

「もしわれわれがイスラエル＝アラブ和平プロセスを成功に導くことができるのであれば、イラ

クやアフガニスタンの問題等においてもアラブ諸国・湾岸諸国は我々の政策を支持しやすくなる

だろう。それはまた、イランの弱体化をもたらし、（中略）シリアをイランの軛から解き放ち、イ

ランの核武装への道がより困難になるようにその孤立化を促すかもしれない。」

これは、バラク・オバマ（Barack Obama）米前大統領が就任前の 2008年から再々にわたり

示唆していた中東認識である。少なくとも 2011年のいわゆる「アラブの春」の出来まで、オバ

マ政権の中東政策がこのような認識の上に立って構築されてきたことは明らかであるように思わ

れる。パレスチナ紛争が、中東において最も発火しやすくまた各地に飛び火しやすい問題である

との信憑は、オバマ政権に限らず歴代の米政権が、そして国際社会が継受してきたところである。

しかしながら、ドナルド・トランプ（Donald Trump）米新大統領が誕生した 2017年初頭の

中東において前景化しているのは、各地におけるイスラームのスンニ派とシーア派との対立抗争

であり、アラブ人とペルシャ人、またトルコ人とクルド人との輻輳的敵対であり、シリアとイラクに

蟠踞する「イスラーム国（Islamic State: IS/ Islamic State of Iraq and Syria: ISIS/ Islamic State 

in Iraq and the Levant: ISIL）」をめぐる錯綜した混沌であり、リビアの崩壊とイエメンの傀儡内

戦に由来する多元的な武装闘争であり、様々な制裁をものともせず既存秩序への挑戦を貫徹し

ようとするイランの強烈な国家意思にほかならない。

「パレスチナ問題が中東のすべての問題の根幹にある」とする言説はもはやその信憑性を失い、

イスラエルとアラブ諸国との和平実現こそが唯一中東を安定させる最大の要件であるとする所説

が実効性を持たないことは誰の目にも明らかとなっている。構造的な地殻変動と形容するに足

るこのような変化に直面して、パレスチナ問題の一方の当事者であるイスラエルは、旧来の対立

図式を前提とした自国の伝統的な軍事的戦略構想の根本的な見直しを迫られつつある。しかし

その見直しは、同国がこれまで維持し馴染んできた「イスラエル型文民統制」の内実の矛盾や、

新たな政軍関係の構築に伴う厄介な課題を曝け出す可能性を孕むものとなろう。本章では、イ

スラエルの新たな軍事戦略が意味するそのような両義性について、最近公表され政策化された

具体的な動きを材料として考察することとしたい。

1．ギデオン計画

2016年 12月 22日、イスラエル国会（クネセト）は、新年度（2017/18年）予算を可決した。
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この予算で注目される最大のポイントは、イスラエル国防軍（Israel Defense Forces: IDF）が策

定し、国防省・財務省が連携して調整した長期国防構想「ギデオン計画（Gideon Plan: GP）」1

が承認され、今後 5年間にわたってこの計画にしたがってイスラエルの安全保障の軍事的枠組

みが再編されるというところにあろう。過去数年、常に単年度予算の編成に終始してきた IDF

が五か年という長期の国防計画を提示したのも異例なら、予算配分をめぐって激しく対立し、

攻防を繰り返してきた国防省と財務省が一転して協働関係に入ったという点も唐突な印象を与え

るものであった。

もとより、GP自体は 2015年夏にはその大枠が公表されており、それが建軍以来の IDFの変

質を意味するか否かといった関心を夙に呼んでいた。すなわちそれは、予備役主体の国民軍と

して出発し、「ユダヤ人国家イスラエル」の国民統合の結節点として機能してきた IDFが、高度

な専門技能を持つ職能軍としての様相を著しく強める内容を含んでいるからである。

GPに盛られた主要な改変を列挙してみると、1）現役士官・下士官（職業軍人）を 2,500人削

減、2）呼集予備役を10万人削減、3）予備砲兵旅団・予備軽歩兵旅団の削減、4）司令部要

員の 6%削減、5）戦闘職種およびこれと密接に関連する職種以外の職域（教育総監部、従軍

ラビ局、予備役総監、女子兵担当参謀総長補佐、軍事放送局、軍事検閲局等）を民間に移管、

6）北方戦域軍司令官と陸軍司令官とを統合 2、7）サイバー戦司令部の創設 3、8）新鋭水上

艦船および潜水艦の調達 4、9）F-35戦闘機の調達、無人機の調達 5、重層的防空システムの

整備 6、といったところが目に付く。

また人事面で目立つのは、職業軍人とりわけ士官の除隊年限の改変である。従来は、士官任

官後 7年で現役残留か予備役編入かを選択し、現役に残留した場合、特段の問題なければ平

均 48歳の予備役編入まで現役にとどまれるというシステムであったのが、GPによってすべての

現役士官は 38歳の時点で少佐もしくは中佐の階級に達していなければ強制的に除隊させられる

という制度に改められることとなった 7。現役に残れた士官も、平均 43歳の時点でさらに昇任し

ていなければ予備役編入を余儀なくされるというものである。

これら一連の内容を見てくると、GPの目標が「量より質」を軸とした IDFの構造改革にある

ことが見えてくる。「より若く、より専門的で、より戦闘的で、より機動的」な戦力構成を目指す

ものと評価することができよう 8。

2．「国防軍戦略」文書

GPとほぼ軌を一にして、その背後にある IDFの新たな軍事ドクトリンが公表されている。「IDF

戦略（IDF Strategy: IDFS）」と題された全 33頁の小冊子であるが、実は正規の公文書の形で

IDFのドクトリンが公表された事例は過去に存在しない 9。2007年にメリドール（Dan Meridor）

委員会が報告書の形で軍事ドクトリン草案を上程した事実はあるが、政府の認めるところとは

なっていない 10。したがって、この IDFSは、イスラエル建国史上初の公的な軍事ドクトリン文
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書ということになる。

IDFSはまず、メリドール委員会報告にてすでに定められたイスラエル国家の「国民的目標

（National Goals）」を確認し、これを踏襲する。すなわち、イスラエル国家は、1）国家の存立

を保全し、国土の統一性と国民の安全を防衛する 11、2）国家がユダヤ人国家であり、民主国

家であり、ユダヤ民族の郷土であることを保全する、3）国家の社会的経済的国力を保全する、4）

国家の地域的及び国際的地位を強化するとともに、隣接諸国との和平関係を模索する。そのう

えで、IDFSは、イスラエル国家の置かれた戦略環境の激変について次のように分析している。

第一に、過激で暴力的な重武装の非国家主体（Non-State Entity: NSE）ないし疑似国家

（Sub-State: SS）の脅威が、イスラエルに隣接する諸国家の軍事的脅威と入れ替わった 12。レバ

ノンやシリアのヒズブッラーやガザのハマースがその典型である。その他のイスラーム聖戦主義

集団等とも敵対しつつあるが、この両者と同等のレベルの脅威を呈するまでには至っていない。

21世紀に入って、イスラエルはこれらの非国家主体と 5度にわたって全面的な軍事衝突を余儀

なくされた 13。

第二に、こうした脅威はいまやイスラエルの都市部人口集中地域や戦略的中枢部を十分な火

力によって脅かすことができ、イスラエルの社会的抗堪性や国家の継戦能力を潜在的に阻害す

る能力を持つ。かかる脅威はその量、速度、射程、精度、弾頭、および残存能力等において

常に増強されつつある 14。それらの高度な軍事能力は陸・空・海各戦域における IDFの攻勢能

力を掘り崩しかねない。また、2014年ガザ戦役「護りの刃（Protective Edge）」作戦で見られた

ように、広汎な地下トンネルのネットワークを用いた越境攻勢なども新たな脅威となる 15。

第三に、これらの非国家主体・疑似国家（NSE/SS）は、イスラエルからの反撃や報復を回避

し、あるいは彼らに対する防衛戦争の正統性の剝奪を企図して、非戦闘地域ないし住民密集地

を策源地とし、意図的にそこから攻撃を発起する 16。したがって、かかる戦争の態様は、単純

な軍事領域を凌駕し、必然的に法的、人道的、報道的領域を網羅する形態をとることになる。

第四に、年来累積されてきたイスラエルに対する国際的批判は、国家の国際社会における声

望・地位を台無しにしている。そのことが、非戦闘地域・住民密集地に巣食う武装勢力に対す

る攻勢防御行動の正統性の獲得を困難としている。この問題の根幹に、パレスチナ和平の蹉跌

が介在していることは否定できない 17。

第五に、安全保障関連経費の必然的増大は、そのまま国家経済・社会への必要経費の投入

を圧迫し、中長期的な国力の逼迫・疲弊を招来する 18。

以上が IDFSに盛り込まれた戦略情勢見積もりの大枠である。注目すべきは、これがネタニ

ヤフ（Benjamin Netanyahu）政権下の IDF参謀本部が提示した公的文書であるにもかかわら

ず、ベンヤミン・ネタニヤフ首相自身が繰り返し主張してきた最大の実存的脅威、すなわちイラ

ンの核武装については（少なくとも明示的には）一言の言及もないというところにあろう。ここに、

イスラエルにおける政治指導層と軍事指導層との間の脅威認識の齟齬を嗅ぎ取ることができ
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る 19。

軍事指導層は、もともとイラン核武装が切迫しているとの判断に懐疑的であったのに加えて、

いわゆる P5+1（国連安保理常任理事国 5か国とドイツ）とイランの核合意の成立によって当面、

すなわち GPの対象期間中にそれが実現する蓋然性は薄くなったとの立場に立つもののようであ

る。もとより、IDFSにおいても、イラン核武装が懸念材料でないとされているわけではない。

今後 5年の時間枠のなかで何を優先するかという観点からの分析を示しているに過ぎず、「イス

ラエルと直接国境を接していない諸国家」による潜在的な奇襲攻撃に対する万全の備えを呼び

かけている点には留意せねばならない。その上で、IDFSはイランによる直接の核攻撃という究

極の脅威よりも、イランに支援され、使嗾された NSE/SSのテロないし非正規戦闘の脅威への

対抗を優先すべきだとしているのである。P5+1との合意で対イラン経済制裁が緩和される場合、

増大した石油収入などの流入で潤沢になった資金がイランによる反イスラエル武装勢力への支援

拡充に振り向けられ、結果としてイスラエルに対するこれらNSE/SSの脅威は増大すると予測さ

れるからである。

3．「抑止」・「警戒」・「決戦」概念の再定義

以上のような戦略情勢見積もりに立って、IDFSは、将来的な武力行使の類型を三つに区別

する。通常類型（Routine）、非常事態類型（Emergency）、そして全面戦争類型（Full-Scale 

Warfare）である。これらを分けるものは、動員される軍事的資源その他の国力の範囲と程度

にほかならない。NSE/SSとの闘争は基本的に非常事態類型が適用されるが、場合によってそ

の増強型、すなわち全面戦争類型により近い準備を以て対応するとされる。すなわち、脅威に

対して（殲滅にまで至らない程度に）その主要な戦力構成要素を粉砕するか、あるいは脅威か

ら主要な戦略拠点を剥奪する戦闘を展開する。いずれの場合も、即応的な緊急対応の枠を超

えつつ、しかし相手の全面的な崩壊を達成するまでの軍事的、経済的なコスト負担を避けて、

長期的な戦略抑止の実現を目指すのである。2008-2009年の「鉛の独楽（Cast Lead）」作戦、

2012年の「守りの柱（Pillar of Defense）」作戦、2014年の「護りの刃（Protective Edge）」作

戦など、相手戦力の減衰を狙った火力の集中と限定的地上戦を組み合わせたガザに対する最近

の大規模武力行使はいずれもこの類型に当てはまる。

IDFSは、NSE/SSとの長期消耗戦を予期し、こうした戦略抑止の重要性を強調する。そ

れは、繰り返して明確な勝利を積み上げることによって獲得される「累積的抑止（Cumulative 

Deterrence）」効果にほかならない。「抑止（Deterrence）」の概念は、「早期警戒（Early 

Warning）」や「軍事的決着（Military Decisiveness）」と並んで、もともとイスラエルの軍事ドク

トリンの根幹を成す要素であった 20。しかし、国家を取り巻く戦略環境の変質に伴って、これら

の基本概念の内容も再定義が求められることになった。伝統的な抑止概念は、隣接する敵性

国家との間の緊張関係が全面戦争に展開することを回避する手段として構想され、実施された。
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そこでは、戦時と平時との比較的明確な状況区分があり得た。

しかしながら、脅威となる主体の変容と多様化とは戦略環境の質的変化に直結し、これに伴っ

て戦時と平時との区分が限りなく曖昧化するような事態 21がほぼ恒常化した現在、IDFは抑止、

早期警戒、軍事的決着という伝統的概念をそれぞれ問い直す必要に迫られたのである。抑止と

はいまや、脅威の主体であるNSE/SSが高度先端兵器等の調達をはじめとする戦力増強の企図

を事前に粉砕する秘密諜報活動であり、その他通常類型に属する公然・非公然の武力行使を

指すこととなった。すなわちそれは、「戦間期戦闘行動（Campaign between Wars: CBW）」を

意味する概念となったのである。

同様に、早期警戒概念も端的に武力行使に先立つ、あるいはこれに伴うサイバー戦など情報

戦能力の優位とほぼ同義となり、また軍事的決着の内容も大きく変貌した。周辺アラブ諸国に

比べて国土が狭隘で戦略的縦深性に乏しく、また人口面での圧倒的劣勢から常備兵力に余裕

のないイスラエルでは、伝統的には、抑止に失敗して戦争を余儀なくされた場合、急速な予備

役の動員システムを作動させて戦線を持ち堪え、相手の領土内で短期決戦に持ち込み、決定的

な勝利を得ることが至上命題とされてきた。大兵力の常備展開はそのまま経済的社会的な労働

人口の欠落をもたらし、軍事を支える国力の基盤を掘り崩す。また、動員した予備役を長期に

わたって戦線に拘束することも、同様の結果に繋がる。

短期決戦主義は、したがって、建国以来のイスラエルの軍事的前提となっていた。また、た

とえ短期決戦に勝利したとしても、決戦場が国内になれば国土の荒廃と産業活動の阻害とが長

く後遺症として残存し、ここでも国力の衰亡を惹起する。伝統的な軍事ドクトリンにおいて最大

の脅威と看做されたのは、第 4次中東戦争で現実のものとなった隣接するアラブ諸国家からの

奇襲挟撃である。これへの対抗戦略として IDFが常に想定していたのは、優勢な航空戦力で

敵の進撃を阻止しつつ予備役を大量急速に動員し、機を見て一挙に国境外に押し返し、敵領内

で短期に決定的な戦勝を収めるというシナリオであった。このゆえに、IDFにおいては早期阻

止戦力としての空軍に優先的に資源が配分されてきたのである 22。

もとより、NSE/SSが主たる脅威主体に転換した現在の局面で、このような伝統的軍事ドクト

リンもまたそのままでは維持できない。CBWという新たな概念の登場が物語るとおり、イスラエ

ルは好むと好まざるとに関わらず NSE/SSとの長期持久・消耗戦を強いられるからである。もっ

とも、その長期持久・消耗戦に勝ち残るために求められるのは短期戦の累積的勝利にほかなら

ないと IDFSは主張する。累積的抑止と同様の理路によって、レバノン、シリア、ガザ、場合に

よっては西岸というイスラエル本国の外で繰り返し短期的勝利を積み重ねることによって、抑止を

達成すると同時に長期的安全保障も手中にできるのだという主張である。そこでの短期的勝利

（Victories）とは、「軍事作戦の政治的目標が達成されると同時に、作戦の結果、作戦発動以

前よりも安全保障環境が好転している事態」を意味する。かくして、短期決戦による軍事的決

着という伝統的概念は換骨奪胎されつつも継承されることとなった。
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4．「防護」概念の登場

これらの戦略概念の再定義と並んで、新たにドクトリンに加えられた要素が「防護（Defense）」

概念である。イスラエル国防軍（Israel Defense Forces）である以上、これまで防衛がドクトリ

ンの戦略概念のなかに位置付けられていなかった事実は奇異に映るかもしれない。しかし、既

述のようにイスラエルはその置かれた地政的・国家資源的制約から、攻勢至上主義を選択せざ

るを得ず、一旦緩急あれば、敵領内に進攻して短期決戦で決着をつけるというシナリオが国防

それ自体であったといえる。国土後背地や人口密集地の防護を必要とするようになれば、その

時点で万事休すであるとの国民的認識がそこに介在していた。予備役主体の市民軍 IDFの基

幹兵力である予備役の動員・召集システムが機能しなくなるからである。しかしながら、累次の

ガザでの戦闘で次第に延伸するハマースのロケット射程や、2006年の第 2次レバノン戦争にお

いてヒズブッラーがイスラエル領内に撃ち込んだロケットやミサイルの量とそれ以降の備蓄を考え

合わせれば、これらの経空脅威に対する防護システムの構築は不可避となり、国内戦略拠点の

防御優先序列の設定など、これまで等閑視されていた純然たる防衛インフラの整備が喫緊の課

題となった。

「防護」概念の中核をなすのは、複層的対空迎撃システム 23であるが、継戦能力の維持保全

を最優先するために 24、このシステムによっても人口密集地のすべてを網羅的にカバーできるわ

けではない。また、過去の戦訓から、地下トンネル網を使用した一部入植地への浸透攻撃の蓋

然性も高くなっている。これらの状況から、「ユダヤ人帰還民の入植によるユダヤ人国家回復」

を呼号して建国されたイスラエルにおいて、住民の一時的な集団疎開についても研究が進められ

ることとなった。最終的には領土奪回を前提とするものではあっても、暫定的にせよ土地を明け

渡して避難する計画が IDFの戦略構想の俎上に上るのは、イスラエル史上初である。

もとより、「防護」の必要が強調されることで直ちにイスラエルの攻勢至上主義に変化がもた

らされると考えるべきではないだろう。むしろ、想定される経空脅威に直面した場合には、実

効性のある防護システムが作動している間に、脅威の発起点・策源地を徹底的に叩くための激

烈な攻勢を発動するというシナリオになっている。例えば、北方戦域（シリア・レバノン正面、

主敵はヒズブッラー）において事前策定されている攻撃目標は数万地点におよび、南方戦域（ガ

ザ正面、主敵はハマース）では数千地点がすでに定まっているという。その際、IDFSによれば、

これまでともすれば過度の火力重視に陥ってきたきらいのある戦略策定・作戦立案は、火力と

地上機動との相互補完性・有機的連動性に基軸を置いて構想されることになる。したがって今

後の IDFに求められる戦力要素は、情報・諜報ネットワークと各級司令部および戦闘単位との

間の結節化とその相互連結の革命的合理化にほかならない。

こうした観点からも、IDFSが唱道する高度のサイバー戦遂行能力の獲得は決定的に重要とな

る。IDF各軍・方面軍・各級司令部に散在する「指揮、連絡、統制、コンピューター、および情報」

（Command Control Communication Computer Intelligence: C4I）機能を一元的に集約し統括
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するサイバー戦司令部（Cyber Arm Command）の創設（注 3参照）は、その意味で IDFの目

指す方向を象徴するものとなっている。

5．イスラエル政軍関係の変容

ここに見てきたように、GPとその背後にある IDFSは、イスラエル国家を取り巻く新たな戦略

情勢に即応させた実効性のある常備戦力の構築を目指すものである。しかし、それは同時に、

これまでのイスラエル型「文民統制」のありようが大きく変化しつつあることを意味しているよう

にも思われる。すなわち、現代戦の内実が加速級数的に高度化し、これに伴って軍事上の専門

的知見が現役の軍事指導層に独占される傾向が強まるにしたがい、一般国民が安全保障政策

を根幹とする国家戦略の策定において、軍事指導層への全般的且つ包括的依存を強めていると

いう傾向である。

これに対して、和平構想などを含めて明確な国家目標を提示しえないでいる政治指導層への

一般国民の信頼は着実に減衰している。もとよりイスラエルの場合、政治指導層に占める予備

役・退役の元高級軍人の比率の多さからすれば、政治が軍事を統制するという通常の先進国型

の「文民統制」のモデルはそのまま適用できない。それでも政策決定主体としての内閣が、軍

事的専門家集団である参謀本部以下の IDFを国家的見地から指揮し、統帥するという文民統

制の理路は、イスラエルにおいても1980年代までは十分に実効的に作動していた。1982年の

レバノン戦争は当時のベギン（Menachem Begin）首相がシャロン（Ariel Sharon）国防相に「欺

かれて」開戦したとされ、シャロンが南方戦域司令官等を歴任したタカ派の退役少将であった

ことから、「軍事が政治を引き摺り回した」との批判も多くみられた。しかし、政界進出にあた

り軍から離れた段階で、シャロンが現役の軍中枢に直接の影響力を行使できたわけではなく、

レバノン戦争開戦の決断は、あくまでも政治家としてのシャロンが内閣を説き伏せて行ったもの

であり、当時のエイタン（Rafael Eitan）参謀総長以下の軍事指導層はその命令に忠実に従った

に過ぎない。

もっとも、イスラエルの政軍関係を取り扱うとき、常に問題となるのは、「民主的文民統制」

が貫徹されていると信じて止まないイスラエル国民の自己イメージと、現実には必ずしもそのよう

に明快に割り切ることの出来ない政治指導層と軍部との関係の少なからぬ乖離である。自己イ

メージにおいて必ず語られるのは、「軍事化されてはいても軍国主義化されていない」というパ

ラドックスにほかならない。すなわち、第一に IDFをはじめとする暴力装置や安全保障機関が

国民統合の結節点として国家機構の中枢をなし、戦場における将校や指揮官が国民の模範とし

て称揚されるにもかかわらず、イスラエル社会ではいわゆる軍国主義的価値観の浸透は見られな

いという自己評価である。加えて、安全保障上の必然的な要請から、IDFが政治的意思形成に

重要な役割を担っているにもかかわらず、多元的な政党政治を基幹とするイスラエルの議会制民

主主義は十全に機能しており、IDFに対する文民統制は常に担保されているという信憑も重要で
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あろう。

これらのイメージは、ともすれば自らに向けられる「兵営国家（Garrison State）」というレッテ

ル貼りに対抗して、イスラエル社会がこれを否認し、反論する主要な拠り所となってきた。そし

て事実、1948年の建国当時から1967年の第 3次中東戦争に至る 20年間においては、多少な

りともそのような自己イメージに根拠がなかったわけではない。その残滓が 1980年代まではな

おそこここに見られたのであった。

実態としては、イスラエルの政軍関係は凡そ次の五つの事情の相互作用の結果として立ち現れ

てきている。第一に、イーシューヴ時代から「独立戦争」を経て現代に至るまで、イスラエルの

国家社会は間断なく国家間戦争（Inter-States Warfare）・全面戦争（High Intensity Conflicts: 

HIC） ないしは内戦（Intra-State Warfare）・低強度紛争（Low Intensity Conflicts: LIC）の中

に置かれてきたという事実であり、第二に、そのような暴力的な環境にあっては、それが現実

味を帯びているか想像の所産であるかはさておき、国家社会が「実存的脅威」に曝されている

という社会心理が醸成されるとしても不思議ではない。IDFその他の暴力装置は、したがって、

そうした「実存的脅威」から国家社会を物理的に防衛する決定的な組織として特別な地位を認

められてきたのである。さらに第三に、特別な地位に置かれたにもかかわらず（あるいはそれゆ

えにこそ）、国家の安全保障にかかわる戦略的戦術的意思形成過程に果たすべき IDFの役割や

その自律性の範囲は必ずしも明白でなく、このために戦争や LICにおいて指揮や統制の裁量が

その後争点化しかねないという事情も汲んでおくべきだろう。第四に、イスラエル社会は「動員」

を前提として設計されており、そのメカニズムを誰がどのように主導あるいは操作するかが問題

となる。そして最後に、政府や議会といった政治指導層と、参謀総長を頂点とする IDFの軍事

指導層との間の関係は、公的で一義的な組織間の関係として把握するだけでは不十分であり、

現役・予備役・退役の軍幹部（およびその経験者）の政治・社会・経済各領域における人的ネッ

トワークといった非公式の関係により多くを依存していると見るべきである。

イスラエルの政軍関係のその時々のありようは、これら密接に関連する五つの要素ないし背景

の積として構築されてきたという経緯を考えれば、それが「軍事化されてはいるが軍国主義化さ

れていない」というイスラエル社会の自己イメージの信憑性を自動的に担保するものでないことは

明らかであろう。とりわけ 1967年以降ヨルダン川西岸・ガザ地区等を軍事占領支配の下におい

てから過去半世紀にわたるイスラエル社会の変貌は、あらゆる領域において著しい。

同時に、そうしたイスラエル社会そのものが、急速に流動する時代の潮流の中にあってこれに

敏感に反応し、場合によっては変化の先取りに腐心しつつ自己変革を遂げてきたという事実も見

逃せまい。そうした世界的な情勢変化の第一は、1980年代以降グローバルに拡大した新自由

主義（Neo-Liberal）的な社会経済政策であり、第二には人口動態の変化と急速かつ大規模な

都市化、そして第三に、1990年代以降のポスト冷戦期の脅威概念の変質といわゆる「軍事領域

における革命的変化」（Revolution in Military Affairs: RMA）の進展が挙げられよう。当然な
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がらこれらの変化は、相互に断ちがたく輻輳している。このような劇的・構造的な変化の連鎖

に直面して、「軍事化」と「軍国主義化」をめぐるイスラエル政軍関係のパラドックスもまたその

ままでは維持できない。政軍関係という一点に絞っても、新自由主義の浸透は IDF将校団の出

自や組成に大きく影響しているし、人口動態の変化や都市化は、1990年代以降の中東和平プ

ロセスの展開に伴って HICが勃発する蓋然性が格段に低減した事実と相俟って、対処すべき脅

威を前線国家（Frontal States: FS）の戦略的奇襲からNSEによる都市部 LICへと転換させる

結果となった。

おわりに――政・軍間の力関係の逆転

イスラエルにとってとりわけ重要なのは、いわゆるオスロ合意の蹉跌がほぼ明白となった、

2000年の第 2次インティファーダの勃発以降前景化したヨルダン川西岸都市部での LICと、

2007年からガザを実効支配するハマース、およびレバノン南部を拠点とするヒズブッラーといっ

た NSEとのほぼ恒常的な軍事的対峙であった。これらはいずれも、日常化するテロ活動やゲリ

ラ戦闘、非正規戦闘を主体とする武力闘争であって、IDFが建国以来発展させてきた通常戦力

に対する誘引撃滅を内容とする戦略構想では対応しきれない性格の脅威である。IDFの伝統的

軍事ドクトリン、すなわち奇襲抑止、早期警戒、短期決戦といった概念は、根底から見直しを

迫られることとなった。同時にこの時期は、1990年代以降いっそう加速されて進展するRMA

の成果を兵力構成や戦術革新などを通じて具体的で実効的な戦力の増強に反映させることが焦

眉の急となっていた。

GPおよび IDFSは、このような軍事戦略的要請に対する IDFの回答にほかならない。問題は、

その内容を精査して検証し、国家の戦略目標を達成する手段としての適切性や現実的妥当性を

判断できる能力が政治指導層に求められているところにある。2009年以降長きにわたって政権

の座にあるとはいえ、現在のネタニヤフ内閣は構造的に求心力に乏しく、いわば「長期不安定政

権」に過ぎない。混迷するパレスチナ和平問題への対応に象徴されるように、イスラエルの政

治指導層は、レトリックはともかく、一般国民に対して明快な国家の戦略目標それ自体を提示す

ることができないでいる。加えて、軍事指導層出身の閣僚に乏しく、閣内で専門的見地からGP

や IDFSを検証する人材に欠けている。もとより、急速に進化し変転する現代の軍事技術や情

報の前には、数年前の専門的知見といえども容易に陳腐化し、基本的には現役の専門軍人に依

存しなければ装備計画や戦術構想の評価は極めて困難となっている。

安全保障領域における政治的指導力の相対的低下と参謀総長以下の現役軍事指導部の発言

力増大という事態は、おそらく1990年代以降緩慢に、そして 21世紀に入って急速に進行した

ものと見られる。その背景や要因には本稿で指摘したもの以外にもさまざまに考えられようが、

いずれにせよ帰結するところは将来的なイスラエルの安全保障戦略が、より軍事的合理性を重

視した（したがって政治的戦略性に欠ける可能性のある）方向に向かおうとしている事実にある。
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イスラエルを取り巻く中東情勢の今後を展望するうえで、この点には十分な注視と留意が求めら

れよう。

―注―

1 ギデオン計画の命名は、旧約聖書「士師記」に登場する士師ギデオンに由来する。数万人の兵士を「リスト
ラ」し、選抜した 300名を以て敵の大軍を殲滅した故事に因んで「量より質」への転換を含意しているもの
と考えられる。

2 本来 IDFは統合一軍制の下に出発しており、空軍・海軍は基本的に地上軍の補完戦力という位置づけで
発展した。したがって、参謀総長はそのまま地上軍部隊を包括的に指揮する立場にあり、参謀本部と別個
の陸軍司令部はなかった。陸軍司令部が置かれたのは 1990年代に入ってからのことである。エジプト及び
ヨルダンとの和平達成により、IDFの想定主戦場は北方戦域に集中することとなったため、北方戦域司令
官に陸軍司令官を兼任させることで合理化を図ったものである。

3 従来は C4I機能を所掌する部局が各級司令部に分散していたものを、統括的に一元化した司令部を新設し、
全般の指揮権を与えようとするものである。

4 とりわけ潜水艦はドイツよりドルフィン級を漸次調達しており、計画完成時には少なくとも 6隻を装備するこ
とになる。同級は核弾頭装備の巡航ミサイルを搭載していると推測されているが、これによりイスラエルは
核の第二撃能力を備えることとなった。

5 各種のいわゆるドローンであるが、イスラエルはこれを「遠隔操作機（Remotely Manned Aircraft）」と呼称
し、計画完成時には現有の少なくとも 4倍を装備することとなる。

6 ミサイルやロケットなどの経空脅威に対して、長射程の弾道弾に対しては成層圏で迎撃するアロー型、中射
程のミサイルやロケットに対しては射程 40～ 300㎞のダビデスリング型、そして短射程（4～ 70㎞）のミサ
イルやロケットに対してはアイアンドーム型の迎撃システムで対応するものである。

7 「若く精強な将校団」の構築を掲げているが、背景には年金原資を巡る財務省との軋轢がある。
8 GPはもとより IDFの戦略的再編を目指した軍事合理的な構想と位置付けられているが、その反面でネタニ
ヤフ内閣が求める粛軍・軍縮に向けての政治的圧力を跳ね返し、IDFの主体性を維持したうえで長期的な
軍事予算の縮減を目指す方向を示すという意味も兼ね備えている。とりわけ、GP構想発表の直前に公示さ
れたいわゆるロッカー報告へのあからさまな対案であったのは明らかである。首相諮問を受け、ヨハナン・ロッ
カー（Johanan Locker）空軍少将（予備役）を座長とする軍事予算削減調査委員会は、2015年 7月に提出
した最終答申において、将校団の 11％削減や男子予備役年限の短縮（32か月から 24か月へ）、非戦闘職
士官の退役年限の延伸（現行 47歳での年金支給開始を 50歳代に引き上げる）などによって IDF人件費を
現行よりも14％縮減できると試算した。IDF首脳部はこれを「軍の眉間に銃弾を撃ち込むもの」として激し
く反発している。

9 もとよりこれは、イスラエルに軍事ドクトリンがなかったことを意味するものではない。IDF内部では常に検
討・教育・更新の対象となるドクトリンが、IDF自身の手で一般に公示されたことがなかったというに過ぎない。

10 メリドール元副首相を座長とする軍事ドクトリン検討のための委員会が、当時のモファズ（Shaul Mofaz）国
防大臣の下に設置され、1950年代にベングリオン（David Ben-Grion）時代以来改訂されていないドクトリ
ンの現代化を目指したが、政治的混乱のためにその後の政府や IDFの採用するところとはならなかった。

11 しかしこの際、イスラエルの確定された国境が示されていない点には留意すべきである。
12 2011年以降の「アラブの春」の帰結として、シリアは内戦に陥り、イラクも解体プロセスに拍車がかかるなど、
隣接する軍事的脅威は大きく後退した。エジプトでの軍事政権復帰はむしろイスラエルとの安全保障協力
の強化に繋がっている。

13 2000年代初頭の第 2次インティファーダ、2006年の第 2次レバノン戦争、2008-2009年・2012年・2014
年のガザ戦争を指す。

14 IDFによるヒズブッラーの戦力見積もりでは、すでに各種ミサイル・ロケット弾の備蓄が 10万発を超え、イ
スラエルの主要戦略拠点をすべて攻撃目標に含められるとされる。同様に、ハマースの「自主開発」した
カッサム・ロケットの射程は優にテルアビブやエルサレムに達し、その備蓄も少なくとも1万発と見積もられ
る。
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15 従来はガザの地下トンネルは物資密輸用にエジプト側シナイ半島との間の「民生用」トンネルを意味したが、
2014年戦争においてはイスラエル側にトンネルを延伸し、明らかに浸透攻撃を企図した証拠が残されてい
た。

16 特にこの点について IDFが自覚的に対応を変化させ始めたのは、2008年の第 2次レバノン戦争においてで
あった。ヒズブッラーが攻撃発起点をダヒヤ地区の市民集住地域に定めたのに対して、意図的に同地域へ
の無差別大量報復を断行したのである。

17 もっとも、パレスチナ和平の蹉跌については IDFS自体に明確な言及はない。
18 2011年以降、イスラエルの軍事予算は長期的戦略性を欠いた単年度ごとの対症療法的枠組みでの要求に
終始しており、GPや IDFSの策定と公表は国家の安全保障の長期戦略について国民的合意の形成を意図
したものと考えられる。

19 IDFSが、IDFが内閣の政治指導下のいわゆる「文民統制」に服する旨を明言する一方、ことさらに安全保
障政策が「国民一般」の意志に適っている必要を強調している点は注目される。

20 イスラエルの伝統的軍事ドクトリンについては、池田明史「アラブ＝イスラエル関係の戦略的展開」、立山良
司他著『中東――ニュースを現代史から理解する』（第一版）自由国民社、1994年、343-377頁を見よ。

21 いわゆる通常戦争と不正規戦（ゲリラ戦）、対テロ戦とが有機的に混合された戦闘形態が常態化しているの
である。このような戦争の「コラージュ化」現象の結果、戦闘行動における戦略的重心が拡散・分散され、
イスラエルが伝統的に想定していた「決戦」がほとんど不可能となりつつある。

22 第 2次レバノン戦争においては IDF史上初の空軍司令官出身のハルーツ（Dan Halutz）参謀総長が、この
ような従来の「陸主空従」から「空軍主兵」の発想に転換し、このために地上兵力の投入が遅れて戦争目
的の達成を阻害したとの批判に晒された。ハルーツはその責任を問われて更迭された。

23 前掲のアロー・ダビデスリング・アイアンドームの三層防御。
24 政治的また軍事的指揮統帥系統の保全が最優先となる。
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